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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和５年３月１３日（月曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和５年第１回玉名市議会定例会付託案件 

議第１号  令和４年度玉名市一般会計補

正予算（第９号） 

議第５号  令和４年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計補正予算（第４

号） 

議第６号  令和４年度玉名市水道事業会

計補正予算（第４号） 

議第７号  令和４年度玉名市公共下水道

事業会計補正予算（第４号） 

議第８号  令和４年度玉名市農業集落排

水事業会計補正予算（第４号） 

議第９号  令和５年度玉名市一般会計予

算 

議第１３号 令和５年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計予算 

議第１４号 令和５年度玉名市水道事業会

計予算 

議第１５号 令和５年度玉名市公共下水道

事業会計予算 

議第１６号 令和５年度玉名市農業集落排

水事業会計予算 

 

２．出席委員（２２名） 

 委 員 長    多田隈 啓 二 君 

 副 委 員 長    一 瀬 重 隆 君 

 委 員    大 野 豊 重 君 

 委 員    中 村 慎 吾 君 

 委 員    浜 田 繁次郎 君 

 委 員    瀬 崎   剛 君 

 委 員    田 浦 敏 晴 君 

 委 員    山 下 桂 造 君 

 委 員    立 川 信 之 君 

 委 員    坂 本 公 司 君 

 委 員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委 員    北 本 将 幸 君 

 委 員    松 本 憲 二 君 

 委 員    德 村 登志郎 君 

 委 員    西 川 裕 文 君 

 委 員    江 田 計 司 君 

 委 員    近 松 惠美子 さん 

 委 員    前 田 正 治 君 

 委 員    作 本 幸 男 君 

 委 員    森 川 和 博 君 

 委 員    中 尾 嘉 男 君 

 委 員    田 畑 久 吉 君 

 

３．欠席委員（なし） 

 

４．事務局職員出席者 

次     長    松 野 和 博 君 

 

５．説明のため出席した者 

 産業経済部長    蟹 江 勇 二 君 

 建 設 部 長    田 代 史 典 君 

 企 業 局 長    荒 木   勇 君 

 建設部首席審議員    金 棒 利 彦 君 

 農林水産政策課長    前 田 竜 哉 君 

 農地整備課長    小 山 恭 徳 君 

 商工政策課長    中 川 由 美 さん 

 観光物産課長    伊 藤 恵 浩 君 

 土 木 課 長    田 上 幸 二 君 

 都市整備課長    中 尾 賢 治 君 

 営 繕 課 長    福 島 修 生 君 

 上下水道総務課長    津 川 隆 一 君 

 上下水道工務課長    田 上 武 靖 君 

 農業委員会事務局長    小 山   博 君 

 その他関係職員 
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午前１０時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、ただいま

から予算決算委員会を再開します。 

本日は、産業経済部及び建設部並びに企業局所

管の案件の審査であります。 

まず、産業経済部所管の議第１号令和４年度玉

名市一般会計補正予算（第９号）を議題といたし

ます。 

執行部の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） おはよう

ございます。農業委員会事務局長、小山です。 

農業委員会事務局の主な内容について御説明い

たします。 

令和４年度玉名市一般会計（第９号）予算資料、

８ページの下段になります。 

６８番、農業委員会運営業務につきまして、１

２２万３,０００円の減額をお願いするものです。

内訳といたしまして、当初見込みに対して農業委

員及び農地利用最適化推進員の活動実績日数減に

伴い、農業委員８２万５,０００円の減額、同じ

く農地利用最適化推進員９０万３,０００円の減

額、事務費として新型コロナ感染拡大による事業

中止や現地参加見送り等に伴う旅費出席負担金２

９万７,０００円の減額、増額分といたしまして

農業委員会事務局職員の業務負担量増加に伴う時

間外勤務手当８１万６,０００円で、減額分との

相殺額をお願いするものでございます。 

農業委員会事務局からは以上です。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） おはようご

ざいます。農林水産政策課長の前田です。 

１０日から計２件の細目について説明をいたし

ます。 

では、１０ページをお願いいたします。 

１つ目に、８０番、新型コロナ対策農林水産業

支援事業の７,１５９万５,０００円の減額につき

ましては、今年度の実績見込みによるものであり

まして、このうち主なものとしまして、２件の予

算について説明をさせていただきます。 

まず、米価下落臨時支援事業補助金４,２６１

万９,０００円の減額につきましては、令和３年

産米の価格下落に対し、米農家を支援するための

市独自の補助金で、不用額を減額するものでござ

います。 

次に、畜産飼料・農業用被覆資材購入緊急支援

事業補助金２,８３０万円の減額につきましては、

飼料や被覆資材などの価格高騰に対し、畜産農家

及び施設園芸農家を支援するための市独自の補助

金で、こちらも不用額を減額するものでございま

す。なお、これら事業の財源には、国の新型コロ

ナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金が全額

充てられております。 

２つ目に、同じページですけれど、８４番、農

林水産業燃油価格緊急補塡事業の３,０４７万２,

０００円の減額につきましては、今年度の事業実

績見込みによるものでありまして、施設園芸やノ

リ養殖などで用いる燃油の価格高騰に対し、農水

産業者を支援するために市独自の補助金で、不用

額を減額するものでございます。なお、こちらの

事業につきましても、財源には国の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金が全額充て

られております。 

当課からは以上でございます。 

○農地整備課長（小山恭徳君） おはようござい

ます。農地整備課長の小山です。 

農地整備課からは、２つの事業について説明し

ます。 

予算資料１２ページをお願いします。 

１つ目は、９６番、県営基幹水利ストックマネ

ジメント事業２,３５６万９,０００円の増額は、

熊本県が実施しております排水機場や揚水施設な

どの基幹水利施設を整備する事業に対しての負担

金で、事業費の実績見込みに伴う負担金の増額で

ございます。 

主な内訳としましては、大開排水機場更新事業

において、国の２次補正により、事業費が当初６,
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０００万円から１億９,０００万円となったこと

などです。 

次に、９８番、多面的機能支払交付金事業で２,

３９３万３,０００円の減額につきまして、内訳

としましては、多面的機能支払交付金、農地維持

１２２万２,０００円の減額と、資源向上６６万

５,０００円の減額は、２地区が活動を終了した

ため、交付対象面積が減ったことによるもので、

資源向上長寿命化２,２０４万６,０００円の減額

は、国・県からの交付金を当初予算で１００％見

込んでおりましたが、１８.５％減の８１.５％に

なったことによる減額でございます。 

なお、財源につきましては、国・県７５％の補

助を受けまして補助金を交付するものです。 

農地整備課からは以上です。 

○商工政策課長（中川由美さん） 商工政策課長

の中川です。 

補正予算資料の１４ページをお願いいたします。 

まず、説明の前に、１か所訂正をお願いします。

１４ページの１１６番、中心市街地活性化事業、

説明欄で商店街空き地・空き店舗対策事業補助金

が２００万円の減額となっておりますけれども、

こちらはマイナス１００万円の間違いですので、

訂正をお願いいたします。申し訳ございません。

なお、左側の事業費等への影響はございません。 

それでは、説明を移ります。 

その下の１１７番、中小企業等経済対策事業で

３,１０６万２,０００円の減額でございますが、

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、熊本県が飲

食店等に対しまして行ないました営業時間短縮要

請協力金事業の負担金額確定に伴い減額するもの

です。 

当課からは以上です。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

予算資料の１５ページをお願いいたします。 

１１９番、施設等管理運営事業は、１,８７４

万１,０００円の増額で、実績見込みによる事業

費の減額、及び新型コロナ感染拡大に伴う指定管

理業者への補塡でございます。なお、この一部財

源は、観光施設等整備事業債を運用しております。 

以上で、今期予算決算委員会に付託されました

議第１号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第

９号）中、産業経済部に係る説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

これより質疑及び委員間討議に入ります。 

議第１号について、質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

まず、９ページの７４番の農業生産向上多作事

業の中の中山間農業モデル地区強化事業補助金は、

実績見込みという説明があっていますけど、これ

は２７０万円の減額というのは、当初の見込みよ

り３００万円近く減額するわけなんですけど、そ

の理由というのは何かあるとですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

こちらの事業につきましては、天水地区の石橋

集落における農業基盤の整備事業に対して、県が

モデル地区と指定して取り組んだ事業でございま

して、この減額の理由としてですが、当初、単県

事業ですので、県から７００万円の予算枠で補助

金が交付されて、それに見合う事業がなされるわ

けですが、これは取り組みがどうのこうのじゃな

くて、いわゆる県からの補助金が当初より減額さ

れて交付されたことにより、事業費についてもこ

ういう調整がなされたというものでございます。 

以上です。 

○委員（前田正治君） 県からの交付金は何でそ

やん当初の予定より少なかったつですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

例年、大体７００万円の枠でということで、県

との当初の取り決めと申しますか、ルールとして

毎年予算化をしておりまして、結果的に県庁内で
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予算が確保ができなかったということが理由にな

ります。 

以上です。 

○委員（前田正治君） 分かりました。最終的に

は県の裁量次第ということですね。 

続けて、７５番なんですけど、地域農業経営安

定推進事業の中で、経営継承発展支援事業補助金、

農業次世代人材投資事業補助金が、両方とも実績

見込みが減額なんですけど、この減額になった理

由というのは何ですか。実績というのはわかるで

すよ。何で実績が減ったつかなて。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

まず、経営継承発展支援事業補助金につきまし

て４００万円の減額でございますが、こちらにつ

きましては交付対象者を当初予算から補正予算も

加えまして、計８名を予定しておりました。結果

的に、審査された過程で４人になりまして、これ

は上限額１人１００万円なんですけれど、８名分

組んでおりまして、４人が対象から外れたという

ことで、４００万円を減額したところでございま

す。 

続いて、農業次世代人材投資事業補助金、これ

は割と高額、１００万円を超える減額でございま

すが、こちらも当初、個人を１２人、夫婦を６組、

個人については年間１５０万円を上限、夫婦につ

いては２２５万円を上限で、収納時の初期段階に

おける経営資金として補助を、国庫ですけれど、

行なわれております。 

こちらにつきましても、結果的に個人が１０人、

夫婦が４組というふうに減りまして、減額となっ

たところでございまして、なお、こちらの次世代

につきましては、前年所得に応じて交付額が調整

されると申しますか、減額されるような補助事業

でございまして、当初、満額交付、先ほど上限額

を申し上げましたが、満額交付という形で予算を

しておりましたが、前年所得を確認したところ、

上限額を下回る交付額と決定されたことで、結果

的に満額交付となったのが、個人６人、夫婦３組

ということで、大幅な減額補正に至ったというこ

とでございます。 

以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

その減額になった理由、申請しても通らんだっ

た理由は、それなりに農家の方が納得されている

ということでよかっですね。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

こちらにつきましては、毎年、御本人様のいわ

ゆる所得を証明する資料を提出されて申請をされ

ておりますので、その際にきちんと当方から減額

になる旨を説明いたして、御了解をいただいてい

るものでございます。 

以上です。 

○委員（前田正治君） はい。分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

８ページの農業委員さんと農地利用最適化推進

員さんなんですけど、会議出席率はどのくらいな

んですか。これは減額になっているのは欠席が多

かったからということですか。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 農業委員

会事務局長 小山です。 

活動費の当初見込みからの見込みより減額とい

うのは、会議出席等のみではなく、農業委員さん

の通常の日常の活動であります農地の売買、貸借、

占用の現地確認、その他農地所有者等の働きかけ、

農業委員会の会議のみではなく、報酬で定めてお

ります金額以外に、１回の出動に当たり１,５０

０円の活動費を当初見込んでおり、１人の委員さ

んに対して、見込みとして１か月４回の出動があ

り、それらの３８人の委員さんの年間額を見込ん

でおりましたが、これを多めといいますか、見込

まれるところを予定しておりましたが、そこに至

らなかったということの活動回数がそこまで満た
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なかったという意味の減額であり、会議の出席が

数が少なかったということではございません。 

以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 会議の出席率はどの

くらいですか。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 農業委員

会事務局長、小山です。 

正確な出席日数は手元にはございませんが、ほ

ぼ９割以上出席されております。 

以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 後で両方の最適化推

進員さんと農業委員さんの出席率を教えてくださ

い。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 出席率を

お答えします。 

○委員（近松惠美子さん） もう１件は、１１９

番かな、松原海岸のことなんですけども、管理費

は結局、海水浴場をやめたということで管理費が

減額になったんでしょうね。掃除は、結構汚れて

いると、いろいろペットボトルとか打ち上げられ

ているというのがよくフェイスブックで出てくる

んですけども、何でこの数字が減額というか、

残ったんでしょうか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

今、近松委員の御質問は、９０番でよかったで

しょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

１１９番の松原海岸の清掃業務委託でしょうか

ね。これにつきましては、通常の定期的な清掃業

務というのは通常の業務を行なっておりまして、

今回、松原海岸の海水浴場の警備業務委託という

ことで、今回、海水浴場の開設がなかったという

ことでございまして、その部分の清掃業務分が減

額ということになっています。 

○委員（近松惠美子さん） 分かりました。 

結局、海水浴場は廃止したということで、両方

減ったということですね、清掃も管理部門も。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 今回、開設を見

送っておりましたので、その部分の清掃業務です。 

○委員（近松惠美子さん） はい、分かりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（中尾嘉男君） おはようございます。 

中尾ですけども、今、近松委員に関連して、

ちょっとお尋ねしますけど、これは要望としてお

聞きください。 

松原海岸を清掃して、その清掃した塵をあそこ

の港の東側かな、何か小屋があるとですよ、小さ

い小屋のですね。そこの横に集積されよるわけで

すよね。それで、この前、私が地元の方から苦情

みたいな問い合わせがあって、環境整備課にお願

いしたですもん。それで、４月からは指定管理者

も新しくなって、もう入る前に一応塵が大概ある

とですよ。それを岱明の漁業組合、これと何か環

境整備課で１回撤去しとるらしいですよ。このへ

んの指導を徹底して、お願いしておきます。 

以上です。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

中尾委員の御指摘の件につきましては伺ってお

ります。今後、地元漁協さんとの調整を図りなが

ら、また今後のことについてもしっかりと進めて

まいりたいと思います。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） せっかくそがんして塵の

収集で拾って、拾ったつをやっぱりこづんで、見

た目も悪いし、衛生上もちょっといかんから、そ

のへんの徹底をよろしくお願いしておきます。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

１０ページの８０番です。米価下落の補助金が

４,２００万円ぐらい、畜産飼料も２,８００万円

ほど減額になっているんですが、これは玉名市の
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農業者、米作り、この辺が現状が大分減ったから

なのでしょうか。ちょっとそこら辺を知りたくて

伺います。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

まず、米価下落の減額の理由の詳細でございま

すけれど、計２回の受付期間を設けました。トー

タルで７４５件の米農家の方に対して７,８７３

万円余を交付しております。ここの予算執行率が

低調だった理由としましては、そもそも、どうし

ても生産される数量をもとに販売をされるという

前提で考えておりまして、結果的にはいわゆる米

を作られて販売された米に対して、キロ１０円を

交付していたわけですけれど、この販売数量の見

込みが大変困難なものがございますので、結果的

にはそこが予算的には過剰になったというところ

でございます。 

もう１点が畜産飼料につきまして、こちらにつ

きましても畜産飼料は計２４件の畜産農家、これ

はほぼほぼカバーしておりますけれど、ここにつ

いて４,９６６万円余の申請受付をしております。

ここは委員の皆さん方も御承知のことかと思いま

すが、国のほうにおいて、玉名市からすると

ちょっと後追い的なところがございましたが、国

からの新たなこの畜産飼料に対する補助金、いわ

ゆる配合飼料価格高騰緊急特別対策事業、トン当

たり６,７５０円が交付される補助事業が創設を

されました。私どもで予算化した時期と、ちょっ

とうちのほうが若干早かったんですけれど、検討

は当然早かったんですけど、そこで対象となる事

業費が大幅に目減りしてしまいました。そういっ

たことから結果的に大きな減額になったというふ

うに考えております。 

あと、中には申請をされる際に、領収書などの

必要関係書類、こういったものを提出いただくわ

けですが、ここら辺をちょっと紛失されたりとか、

極少数ですが、中には補助事業の内容がちょっと

あまり期待するものではなかったということで、

御自身の判断で申請をやめられた方も、聞き取り

の中で把握をしているところでございます。 

以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。 

農家が減っていく中でちょっといろいろ心配し

たので、伺いたかったので伺いました。 

これはちょっといろんなのに関わることなんで

すけれども、ちょっと教えていただきたいんです

が、９２番ですね。９２番で地方債、地方債の土

地改良事業です。地方債の２３０万円減で、そこ

の地方債調整の伴う財源組み替えて書いてあるん

ですが、この地方債から一般財源、一般財源から

地方債とかってあるんですけど、この調整という

のは一体どういう形で調整されているのか、どう

いう意味合いがあるのかというのを教えてくだい。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課長の

小山です。 

今、山下委員の２３０万円の組み替えなんです

けど、この分は財政課で歳入ということで、いろ

んな形で補助金とか、県交付金とか、主に残りを

一般財源という形で当初組んでいるんですけど、

その中で地方債とか、いろいろそういった起債で

使えるのとかで、よく３月で、例えば例を言うと、

災害復旧を行なう場合は、当然、最初は一般財源

とか組んでいるんですけど、中身によって地方債

とかに組み替えられますので、３月の議会で財政

課が調整されるということで、今回計上していま

す。 

以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。

ほかにもいろいろ伺いたかったので、伺ったとこ

ろでした。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

１５ページの１１９番の施設管理運営事業の下

のほうの玉の湯と草枕てんすいの、先ほどの説明

ではコロナ感染拡大による補塡と言われたんです
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けども、これの内訳を知りたいんですけど、減収

したことによる補塡なのか、その他があるのか、

そこをちょっとお伺いできればと。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

この補塡分につきましては、もう利用者の減に

伴う減収ということで補塡という形になっており

ます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。ありがとうご

ざいます。 

であるならば、令和５年度、また当初予算で伺

います。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

９ページで、農業機械の整備補助金で過疎分と

いうことで、マイナス１９万９,０００円、しか

しながら予算的にはソフト事業分で、その下に財

源として８７０万円、過疎で結局プラスというこ

とで、これは去年、令和４年度にその過疎に指定

されて、天水地区に対して新たな、その過疎分と

いうことで、農業機械の整備だったりとかという

部分で非常に使い勝手が多かったのかなと評価ば

しとるわけですよね。これは天水地区の方々とい

うのは、もちろん喜ばれたというふうに思ってい

るんですよね。大体期間的に短かったと思うとで

すよね。結局、過疎に指定されて、普通だったら

５月が大体この農業機械あたりというのは出てく

るじゃなかですか。この過疎分に対して、その天

水の方々からの応募件数だったりとか、大体期間

的にどがんした感じで、結局されて、これだけの

利用があったのかというのが分かれば教えていた

だきたいなと思います。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

こちらの過疎分については、補正予算にて対応

させていただいたものでございまして、まず対象

とするのは、当然、天水地域在住の農業者が購入

される農業用機械、または市内在住の農業物が天

水地域内の農業用ハウスに整備する関連設備の取

得費について補助の対象としてまいりました。こ

れは例年、機械補助がゴールデンウイーク明けぐ

らいから末までの申請期間でしておりまして、予

算の残額があれば、その都度、追加募集をするよ

うな形にしております。 

今回、天水地区居住の農家の方１０件に対して

１２８万６,０００円の補助金を交付しておりま

す。これは補正を後からましたけれど、これは５

月の申請に遡及して交付対象者を、遡及して対象

として交付をしておりますし、補正予算成立後、

その他まだ予算の残額がございましたので、そう

いう場合に天水の方が出てきたときには交付の対

象としておりました。 

以上でございます。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

やっぱりせっかく過疎に指定された、また耕作

放棄地が天水でも非常に増えている中で、やっぱ

りそういうこの農業者がその方々の生産意欲を

もっともっと掻き立てていただきたい。それと、

やっぱり耕作放棄地の解消に向けて、いろんな事

業に取り組んでいただきたいと思っております。 

さっきの指定管理のがあったですよね。さっき

玉の湯と草枕温泉てんすい、その利用者数が減っ

たということで、これは休館日がやっぱりあった

けんということですか。何日間ぐらい、その休館

日があったんですかね。コロナで、結局、閉めて

くださいと言うて、市が強制的に閉めさせたとい

う日にちが。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

閉館日につきましては、臨時休館につきまして

は、ちょっと手元に細かい数字はないんですけれ

ども、令和４年度の資料がございませんので、ま

た調べて御報告いたします。特に令和３年度が多

くて、今年度、令和４年度につきましても、臨時

休館等に伴う温泉利用者数がちょっと減ったとい
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うことでございまして、事前キャンセルというこ

とも結構多く発生しているというような状況でご

ざいました。 

○委員（松本憲二君） もちろんコロナで利用客

は減っているということは承知をしております。

だけん、その休館日に関しては、後で教えてくだ

さい。 

引き続き、同じ１５ページで、１２４番、イン

バウンド推進事業の中で、海外販路拡大事業の業

務委託が２７３万２,０００円減額をされておる

と、もちろんこれもコロナの影響なのかなとも思

いますけれども、農産物とかそういうのはコロナ

の菌は持っていかんわけですたいね。何年か前に、

結局、台湾とのということで、その交流も、生産

者もわざわざ向こうに一緒に連れて行っておられ

るじゃないですか。その玉名市の農産物を、結局、

この事業ばもともと予算ば組んで、大体どれぐら

い輸出が今、結局、可能になっとるとですか。何

個の生産法人とか、大体どれぐらいの輸出ば、結

局、どこに対して、この事業に則ってですよ。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

まず最初に、インバウンドの減額分について御

説明をさせていただきます。そもそも今回減額の

理由ですけれども、もともと一般社団法人自治体

国際化協会という組織がございまして、そちらの

ほうに総額１,０００万円の事業を申請いたしま

した。その中で日本全国、申請があった中で、本

来であれば満額１,０００万円の採択だったんで

すけども、事業費が減額されまして、７７０万円

になりました。その分の差額が今回減額で上げて

いる部分です。それがまず１点目です。 

そして、輸出ですけども、実際、今委員がおっ

しゃられましたように、順調に輸出は伸びており

まして、現在、香港を中心に、それぞれ香港に行

かれた事業者さんはそのまま取引が継続されてお

ります。今も１週間に１回発注が香港から入って

きまして、Ｙボックスで取りまとめて物を出して

いるんですけども、現在、年間で３,５００万円

ぐらいの輸出額となっております。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

１４ページの１１６番、中心市街地活性化事業

なんですが、令和４年度、どのようなことができ

ましたか。 

○商工政策課長（中川由美さん） 商工政策課長

の中川です。 

こちらの予算に関してお答えすればよろしいで

すか。 

○委員（山下桂造君） 事業がどんなのができた

か。 

○商工政策課長（中川由美さん） こちらは、商

工会館前にお買い物駐車場がございますけれども、

そちらのお買い物駐車場と跡地利用ということで、

跡地利用をどうすればいいかということで、プロ

ポーザルにおいて事業者を選考する予定で事業費

を組んでおりました。事業者選定委員会の報酬と、

それと測量業務委託ということで、そちらを組ん

でおりましたけれども、今回、市のグランドデザ

インの中に組み込むということでしたので、こち

らのほうは減額させていただいております。 

また、こちらのほうに商店街の空き地・空き店

舗対策事業とか、共同施設助成金というのがござ

いますけれども、こちらの利用はありませんでし

た。 

○委員（山下桂造君） 結局、グランドデザイン

まで組み込むということで、今のところ、まだそ

こは白紙みたいな状況になって、実際もう使わな

かったというのがあるということですね。 

１２４番です。インバウンド推進事業業務委託

とあるんですが、これ自体、どのようなことがイ

ンバウンド推進事業ということで行なわれたかを

教えてください。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 
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インバウンド推進事業につきましては、コロナ

禍において関係の途絶えていた現地旅行エージェ

ントなどと関係を再構築し、来年度以降のインバ

ウンド旅行商品の共生販売に向けた海外向けセー

ルスを展開することを目的とした事業でございま

して、業務内容といたしましては、インバウンド

向け旅行商品造成に向けた香港等、現地エージェ

ンシーとの連絡調整、手配一式、それから海外向

けセールスコンテンツの作成ということで、イン

バウンドを想定したセールスコンテンツの企画制

作、それからコンテンツの制作に伴う外国語の翻

訳といったこと、それから成果物、報告書の提出

ということで、この委託業務を行なっているとこ

ろでございます。 

以上です。 

○委員（山下桂造君） ありがとうございました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

１５ページの荒尾玉名地域サイン計画推進協議

会のところなんですけど、これは有明広域のほう

で出てきたんですが、緑の看板を結構、今回大規

模に十何枚替えられたということで、玉名市も

ちょっと替えられたていたんですけど、結構、玉

名市の要望もしっかり通ったんですか。ここに載

せたいとか、多分あったと思うんですけど。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

今回の荒尾玉名地域サイン計画につきましては、

協議会の負担金ということで、毎年負担しており

まして、今回一斉に各市町のいろいろと看板が色

あせていたり、かなり傷んでおりましたので、今

回大幅に見直し、松原海水浴場から松原海岸とか、

そういった名称変更とか、そういったところも行

なってきたところでございます。 

以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

結構、高速を出たところの大きい看板とか、結

構目立つところの看板だと思うんですけど、定期

的に替えよるとですか。何年に１回とかですか。

結構薄くなっとったやつを、今回きれいにされ

とったんですけど。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

毎年１回、そういった見直しというか、それぞ

れの担当が管内各地をめぐりまして、そういった

看板の修繕等の、そういった該当する看板につい

てはチェックを行っているといたところでありま

して、毎年１回は見直しを行なっているというと

ころです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども、１０

ページの８４番、農水産業燃油価格緊急補塡事業

補助金ですけども、これの実績総額はどれぐらい

か。それと、対象者数はどれぐらい。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

農業ですけど、令和３年１２月から令和４年４

月まで、さらに追加交付で令和４年１１月分を対

象に７９７件の申請に対しまして６,１２４万１,

８８０円を交付しております。 

漁業につきましては、令和４年１月から３月ま

で、さらに追加交付で、令和４年の４月から１２

月まで、こちらについては計４７件の申請に対し

まして２４３万４,７１４円を支出しております。 

以上でございます。 

○委員（西川裕文君） もう一つ、ページが１４

ページですけども、１１７番、営業時間短縮要請

協力金事業負担金ということで、これについては

協力金について総額どれぐらい出されているか。

それと、対象者というか、事業所はどれぐらい。 

○商工政策課長（中川由美さん） 商工政策課長

の中川です。 

こちらの実績としましては、４,５６８万５,１

００円が実績になっております。対象店舗としま

しては、第８期まで分かれておりますけれども、

１期ごとに大体２４０店舗ぐらいが対象となって
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おります。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

先ほど、松本委員の臨時休館の日数についての

報告をいたします。令和４年度につきましては、

臨時休館は行なっていないといったことで、赤字

の要因といたしましては、温泉利用者数がコロナ

禍前にまだ戻っていないといったことと、それか

ら燃料費高騰及び物価高騰に伴う経費の増加と

いったことでございます。 

以上です。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

１５ページの１２２番、受入体制整備事業でく

まモン活用というので、財源で県からの補助金が

５００万円マイナスになっとるですよね。これは

調整ができんだったつか、ちょっとその辺ば聞か

せてください。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

このくまモン活用地域資源創出業務委託につき

ましては、６月の補正で、今回この県の事業に取

り組みますということで補正をお願いしたところ

でございます。その後、県の事業の申請不採択と

いうことで、今回不採択になりましたけれども、

今回後期の募集もあっておりましたので、後期の

募集を待っていたんですけれども、その後期の募

集もなかったと、とうとう後期募集もなかったと

いったところで、今回減額補正といったところで

お願いしております。 

以上です。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

これは不採択になった理由としては、何か考え

られることのあるとですか。これはどこの自治体

もいっぱい上げてくるでしょう。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

この事業につきましては、県内で２か所という

ことでございまして、これが県北と県南で１個ず

つということで、今回、山鹿市さんのほうで採択

といったことでございました。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

では、私のほうから１点だけお伺いしたいと思

います。 

１２ページのナンバーが１０１番なんですけど、

農村地域防災減災事業債ということで、ため池の

ハザードマップ作成業務委託ということで１,０

００万円上がっております。この１,０００万円

は県の補助金で全額補正されておりますけど、こ

の全額補正された理由をまずお聞きしたいと思い

ます。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課の小

山です。 

この１０１番の農村地域防災減災事業というと

ころにつきましては、ハザードマップ作成業務委

託で、当初２,５００万円の予算を組んでいまし

たけど、入札残により１,０００万円の減額とい

うところで、最終事業費が１,５００万円になっ

たことによって１,０００万円を減額したところ

です。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

事業は行なって、作成したということでよろし

いですかね。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課の小

山です。 

はい。防災重点ため池が５７か所、玉名市はあ

りまして、平成１３年度１３か所で、今回、令和

４年度につきましては２０か所分を、ハザード

マップ作成ということで、事業については予定ど

おり実施しております。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、分かりました。

ありがとうございます。 
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ほかに質疑はありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、先ほどの

くまモン活用についてなんですけど、これはくま

モンば活用するときは、やっぱり様々な制約があ

るとですかね。例えば、くまモンがお湯に浸かっ

て、有明海ば眺めよるような太か絵ば、あそこに

掲げるとか、そぎゃんとは勝手にやっぱりできん

とですかね。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

御指摘のとおり、制約はあります。デザインを

前もって事前に申請をしたところで、県の審査と

いうのがございまして、制約がかなり厳しいとこ

ろです。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、商店の人

が勝手に何か考えて売り出すわけにはいかんわけ

ですよね、やっぱり。以前からそうだと思ったん

ですけど。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 事前の審査が必

要ということでございまして。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑、委員間

討議はありませんか。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

今、くまモンに関連してなんですけども、いだ

てんマラソンのときに出場したくまモンは、タマ

にゃんはほっそりして身動きがしやすくなってた

ですよね。タマにゃんはもう少し頭を小さくはで

きないんですか。そうすると、もう少しくまモン、

くまモンと言わなくても、タマにゃんも売り出せ

るかなと思うんですけど、体はほっそりしても頭

が大きすぎて、動きができないんじゃないかなと

思うんですけど。今までのタマにゃんのイメージ

がありましたよね、あれが今回、随分ほっそりし

ましたてよね。でも、あれだけ変わっても、何か

それはそれで変えていくということもおかしくな

いなと、この間感じたんですけど、その辺どんな

お考えですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

タマにゃんのそういった御指摘というか、かな

りアクティブにちょっと動くことができないとい

うような御指摘もいただいております。ただ、あ

まりにもちょっと細すぎてしまいますと、なかな

かやっぱりマスコットのイメージが、やっぱりそ

ういった難しいところなんですけど、今後また一

つ検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員（近松惠美子さん） もう検討していただ

いたらいいです。私としては、ちょっと目が鋭す

ぎて、もうちょっと可愛くならんものかなとか、

いろいろ思うんですけど、御検討いただいたら。

いだてんマラソンのときのタマにゃんですね。と

ても動きがよくてですね。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

今の近松委員のタマにゃんからなんですけども、

この前のいだてんのとき、中には誰も入ってない

と言われていましたけど、とてもコミカルな動き

で、とてもよかった。あのときは初めてタマにゃ

ん人気が見えたような感じがしたんですね。音楽

のステージのときにいるタマにゃんが、動きがで

きないんですよね。何か全然この前はとても動け

てたと思ったので、中に入ってないて言われたけ

ど、そっちの問題かなと私は思ったので、とても

よかったです、この間のいだてんのときは。 

以上です。 

○観光物産課長補佐（和田耕一君） 観光物産課

の和田でございます。 

的確にお答えできるかちょっと分かりませんけ

ども、ネット中継もされていますので、まずもっ

てタマにゃんは人じゃありません。そして、それ

ぞれイベントで出動するんですけども、所管課が

それぞれ対応するような形になっております。こ

こまでです。 
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以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

１１ページ、９３番、県営海岸保全施設の整備

事業で、老朽化の負担金が１５０万円減額がされ

とるとですけども、この今、進捗状況というとは

大体どれぐらい進んどるとですか。大浜地区、菊

池川より左岸側は、もう国直轄事業でずっと堤防

は補強ばされとるけんが、非常に安心しとるとで

すけども、右岸側がなかなか堤防の補強だったり

とかが、なかなか進まんような状態になっとると

かなて非常に心配するわけですよね。だけん、そ

れが負担金は１５０万円減額ばされとるばってん、

整備が、もちろん県営だけんがあればってん、大

体その進捗状況として、どういった状況に今なっ

とるとかというとが、分かれば教えていただきた

いなと思うとですけど。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課の小

山です。 

今、松本委員が言われました負担金につきまし

ては、いずれも県営工事でしています事業に対し

ましての負担金というところで、事業費の約５％

ぐらいを執行しますけど、これはもともと平成２

４年度からずっと行われていまして、大体毎年、

菊池川右岸の高道海岸という言い方を、そういっ

た海岸のほうで、大体毎年約５,０００万円ぐら

いの予算を計上されて、その中で実施をされてい

ますので、まだ継続的にはずっと続くと思います

けど、そこで樋門の改修とか、堤防の嵩上げとか、

そういったのをずっと熊本県のほうで実施してい

る状況で、毎年約５,０００万円ぐらいを事業さ

れているという状況です。 

以上です。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課の前田ですけど、先ほどの西川委員の燃油の

実績ですね。度々で申し訳ございませんが、答弁

をちょっと訂正させていただきたいと思います。 

私が先ほど申し上げました農業につきましてで

すが、１１月分は今月中に交付決定を打つ予定で

ございます。金額につきましては、見込みを含め

まして６,８５３万２８円を予定しております。 

漁業につきましては、全てもう確定しておりま

して、昨年１２月での分ということになりますが、

金額が３６１万５,６１３円で確定でございます。 

申し訳ございませんでした。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

今、会議１時間経ちましたので、ここで休憩し

たいと思います。議事の都合により、暫時休憩い

たしとます。再開は１１時１０分からお願いしま

す。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時００分 休憩 

午前１１時１０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

次に、議第９号令和５年度玉名市一般会計予算

を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 農業委員

会事務局長、小山です。 

農業委員会事務局の主な内容について御説明い

たします。 

令和５年度玉名市予算資料２２ページの中段以

降になります。 

２３７番、農業委員会運営業務につきまして、

２,５２９万７,０００円をお願いするものです。

内訳といたしまして、農業委員及び農地利用最適

化推進員総数３８人の報酬及び活動費１,６５４

万３,０００円、また新規事業となります地域計

画目標地図作成業務委託料２６１万８,０００円
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で、委託内容は農地情報入力、地域計画目標地図

作成、印刷です。 

財源といたしまして、農業委員会業務全体の約

５３％に当たります１,３４５万４,０００円が農

業委員会等振興助成補助金及び地域計画策定推進

補助金等の県支出金からの充当になります。 

農業委員会事務局からは以上です。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

当課から計３件の細目について説明をいたしま

す。２３ページをお願いいたします。 

１つ目に、中段にございます２４９番、産地生

産基盤パワーアップ事業の５,８７９万１,０００

円につきましては、この全額が１８節負担金補助

及び交付金の産地生産基盤パワーアップ事業補助

金でございます。これは市地域農業再生協議会が

策定した産地パワーアップ計画に基づき、地域が

一丸となり収益力向上に取り組む産地の競争力強

化を目的としまして、国が補助率２分の１以内で

補助するものでございまして、今回はミニトマト

の高設栽培の一種であります土壌から分離した

ベッドで栽培する隔離栽培に必要なシステム資材

等を導入する生産組合１団体の取り組みが予定さ

れております。 

なお、この財源は国の産地生産基盤パワーアッ

プ事業補助金として、県を介して全額交付される

ものでございます。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課長の

小山です。 

農地整備課からは２つの事業について説明しま

す。予算資料２４ページをお願いします。 

２６５番、土地改良事業２億３,６１０万６,０

００円でございますが、主なものはまず市単独工

事で行なう排水路改良工事で、工事費４,０００

万円で、継続工事３か所分と、新規工事３か所を

予定しております。 

次の玉名平野地区湛水防除促進期成会負担金１

億２,０４１万６,０００円は、市内２７の排水機

場の１排水樋門の維持管理費用を、荒尾市、長洲

町と共同で設立した期成会への負担金です。 

次の玉名平野土地改良事業補助金２,５０８万

円は、玉名平野土地改良区が実施しております用

排水路や農道、ため池などの補修工事や修繕に対

する補助でございます。 

予算資料２５ページをお願いします。 

次に、２７６番、団体営農業農村整備事業、農

業水路長寿命化防災減災型につきましては、農業

生産活動の基盤となる農業水利施設の長寿命化対

策や防災減災のため、老朽化した排水機場の補修

及び機能低下した排水路の整備を行ない、機能回

復を図る事業で、１億８,６６８万２,０００円を

お願いするものです。 

内訳としましては、まず工事請負費１億４,５

４０万円は、排水路工事５か所分と排水機場１か

所分の補修工事、測量設計業務委託２,８３０万

円は、４か所分の排水路測量設計業務委託です。 

なお、財源につきましては、いずれも国・県の

補助を受けて事業を実施するものです。 

次の農業水路長寿命化防災減災事業負担金１,

０５０万円は、玉名平野土地改良区が行なう排水

ポンプ改良工事の負担金で、事業費の２５％を負

担するものです。 

農地整備課からは以上です。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

２つ目に、２８５番、鳥獣被害対策事業の１,

２０１万４,０００円につきましては、このうち

主なものとしまして、１２節委託料の有害鳥獣捕

獲業務委託料５２６万５,０００円は、国からの

鳥獣被害防止総合対策交付金を活用しまして、市

の許可を得た市有害鳥獣捕獲隊員の各隊員が捕獲

しましたイノシシなどの獣類や、カモなどの鳥類

の数に応じ、隊に支払う委託料でございます。 

なお、この財源は国の鳥獣被害防止総合対策交

付金として、県を介して鳥獣別の交付単価により

交付されるものでございます。 
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続きまして、２６ページをお願いいたします。 

最後３つ目に、２９２番、水産物供給基盤機能

保全事業の４億９,６４８万８,０００円につきま

しては、このうち主なものとしまして、１４節工

事請負費の大正開漁港２億１,５００万円、及び

滑石漁港１億５,８００万円の浚渫工事請負費３

億７,３００万円でございます。２港あわせまし

て、５万３,９４２立米の土量の浚渫を計画をし

ております。 

本工事は、今月末までに本契約を相手方業者と

結ぶ予定でございまして、来月１日からノリ漁期

前の８月末日までを工期として予定しております。 

なお、この財源は国の水産物供給基盤機能保全

事業補助金として、県を介して補助率２分の１で

交付されるものでございます。 

当課からは以上でございます。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

予算資料２６ページをお願いいたします。 

３０２番、玉名ブランド推進事業６８６万７,

０００円は、玉名ブランドのＰＲ及び販路開拓に

要する経費でございます。 

主な内容といたしまして、関西ふるさとフェア

式典等運営設営業務委託１７１万５,０００円、

渋谷フェスティバル、関西ふるさとフェアほか、

職員の普通旅費１６８万円でございます。 

○商工政策課長（中川由美さん） 商工政策課長

の中川です。 

当課からは２件の事業について説明いたします。 

まず、２６ページ一番下の３０８番、中小企業

等経済対策事業で２,１００万５,０００円は、新

型コロナウイルスにより経営に影響を受け、熊本

県の金融円滑化特別資金の融資を受けている市内

事業者への利子補給金でございます。令和２年１

２月３１日までに受けた融資が対象で、３年間の

補助ですので、令和５年度が最終年度となります。 

続きまして、２７ページ、３０９番、企業誘致

促進事業６,０３７万８,０００円は、誘致活動の

ための旅費や事業費及び誘致企業に対するアフ

ターフォローのための事業費、また企業の設備投

資に伴い発生する奨励金でございます。 

以上です。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

予算資料の２７ページをお願いいたします。 

３１５番、イベント誘客事業２,０２５万円は、

観光誘客及び地域活性化につながる地域資源を活

かしたイベントの支援等に要する経費でございま

す。 

主な内容といたしまして、今回、新規事業の謎

解きシティロゲイニング事業業務委託を計上して

おりまして、コロナ禍脱却に向けた更なる誘客に

努めてまいります。 

なお、この一部財源は地域振興基金繰入金を運

用しております。 

以上で、今期予算決算委員会に付託されました

議第９号令和５年度玉名市一般会計予算中、産業

経済部に係る説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

これより質疑及び委員間討議に入ります。 

議第９号について、質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

資料の２２ページ、２３７番、目標地図の作成

業務なんですけれども、これはひと・農地プラン

との関係性と、そのスケジュール等はどうなりま

すでしょうか。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 農業委員

会事務局長、小山です。 

ただいま委員お尋ねの件でありますが、目標地

図作成業務委託と、ひと・農地プランとの関連性

は、もうそもそも中身がひと・農地プランで作成

計画していることと並行するものでございまして、

更に農業者等の協議を踏まえて、適切に農地が利

用されるように明確にした地域策定、地図を農業
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委員会の役割として、地域計画を明確に作る地図

作成でありますが、プランの地域の地図のスケ

ジュールとしては、令和５年度にまずもって農業

者等との協議、話し合いを踏まえ、意向を尊重し

ながら、地図作成するところでありますが、まず

検討のモデル的なスケジュールを踏まえながら、

現時点ではまだ具体的には策定はしておりません

が、日程に沿って、今後、地域地図を明確にして

いくための地図作成をしているところでございま

す。 

以上です。 

○委員（大野豊重君） スケジュール的には、結

はまだ決まっていないということでしょうか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

目標地図に関しましては、ひと・農地プランに

関係しますので、私のほうからスケジュールにつ

いて答弁させていただきます。 

まず、令和４年度におきましては、地域の話し

合い活動を全ての地区において実施しました。こ

れを踏まえまして、地域計画と目標地図を作り上

げていくわけです。 

まず、協議の場の設置に関する調整を、来年度

の４月から９月ぐらいに、そういう協議の調整の

場を設けていきたいと。並行しまして、出し手・

受け手の意向調査、これを４月から１年かけて

やっていきます。これまた並行して、目標地図の

素案作成というのを令和５年度の１月から翌年、

令和６年度の１２月ぐらいまでかけて、１年かけ

てすると。こういう素案を作りながら、地域計画

の案を並行して令和６年度の７月から３月までに

作ると。ですから、最終的には目標地図、地域計

画というのは、令和６年度中に作り上げるという

スケジュールに今のところはなっております。 

以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

ということは、地図作成まで、あと２年ぐらい

かかると思うんですけれども、先ほど答弁があり

ましたひと・農地プランでその辺りの計画地図の、

そこがひと・農地プランが元データになるわけで

すよね、出す側と借りる側と。そのひと・農地プ

ランに参加される方々の意識というものが非常に

その令和４年度に参加させてもらったときに、結

構ばらばら感というのがあったものですから、

ちょっとそのスケジュールがかなり気になりまし

たので、まずそのひと・農地プランの会議の開催

を、もっと中身の濃いものにしていっていただけ

ればなというものがありますので、よろしくお願

いします。 

続けて、大野、申し上げます。 

資料の２３ページ、２５６番の農地集約化促進

事業補助金なんですけれども、これは令和４年度

の分に関しては、天水のところはこれも過疎の部

分で先行してやっていたということの認識でよろ

しいでしょうか。これを令和５年度からは、天水

以外のところも含めて実施していく予算と認識し

てよろしいでしょうか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

今、大野委員が申されたとおりでございまして、

過疎事業債を活用して、まず天水地区について先

行実施をしております。ここについて、令和５年

度におきましては、天水地域を除いた、いわゆる

３地区を対象にした集約化事業として３００万円

の予算計上をさせていただいております。 

なお、あわせまして過疎分については、１９０

万円の予算計上をさせていただいております。 

以上でございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

続けていきます。大野ですけど、２７ページの

施設運営管理費の部分で、鍋松原海岸で７２０万

円、管理運営ですね。そして、清掃のほうで４５

０万円計上されていますけれども、これはどのよ

うな。これは予算書のほうなんですけれども、予

算書の１８８ページの管理運営業務委託７２０万

円と、予算書の１８７ページの清掃地業務という
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のが４５０万円、これは管理と清掃、これは指定

管理をされるんですけども、これは別物なのか、

どういう委託内容になるのか伺います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

指定管理料とはまた別物でございまして、この

清掃業務につきましては、松原海岸一帯に関連す

る清掃業務ということで捉えております。 

以上でございます。 

○委員（大野豊重君） その指定管理とは別物と

いうことで、まずその予算書１８８ページの一体

的な管理運営という中身、どんな管理運営で使わ

れるのかと、松原海岸の清掃もこれは頻度的には

どういう頻度を計上されているのか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

管理運営業務委託料ということで、その内容に

つきましては、防砂ネットがございます、防砂

ネットの設置業務、それが１７８万円。それから、

松原海岸の松の樹木剪定伐採業務委託が３３５万

円。それから、海岸等の清掃業務委託、これにつ

きましては２０万円。それから、森林の防虫等の、

防虫防除業務委託、これが約１００万円というこ

とで計上しております。 

以上です。 

○委員（大野豊重君） 清掃業務も含めてなので、

清掃業務のその頻度。さっきは補正のほうで、

シーズン開けなかったから、全額という補正で戻

して、それを今回これでまた改めて計上されてい

るので、その頻度がどんなものなのか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

通常の定期的な清掃業務といたしましては、２

か月に１回の清掃業務ということで計画をしてお

ります。 

○委員（大野豊重君） その２か月に１回の清掃

頻度というものは、これまでの清掃の中身とレベ

ル的には変わらないものでしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

はい、そのとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

できれば、今度、ビーチコネクトさんが新しい

指定管理で、またスポーツとかアクティビティ系

でやられていくということなので、特にその辺の

ビーチのところの貝殻の清掃の部分をもう少し検

討いただければなというところも思いますので、

新しいイベント企画だとか、それが誘客につなが

るようなものであれば、また補正にしてもビーチ

の更なるクリーン作戦をお願いしたいと思います。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

来年の状況を見ながら、またビーチコネクトさ

んとも調整しながら進めてまいります。 

以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

資料の２７ページの３１５番、ｅスポーツ合宿

なんですが、前年度というか、まだ今、今年、令

和４年度でいくと、先月ですか、やられています。

今年度、令和５年度に関しては、実施時期をいつ

ぐらいに考えられていて、先月やられた２月のイ

ベントと比べて、更に何か工夫されたものとなる

のか、ちょっと参加人数が疑問に思ったところも

ありましたので、更に令和５年度は何か工夫をし

て、更にプラスアルファのイベントとしていくの

か、またそれが一過性とならないように、玉名温

泉に根づく何かイベントになっていけばなという

ふうには思っていますので、その辺りお願いしま

す。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

ｅスポーツ合宿につきましては、先日、２月１

８日、１９日で、２日間にわたり実証事業という

ことで開催をしたところでございます。 

その内容につきましては、ｅスポーツの合宿、

それから大会のイベントの開催といったころで、
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合宿につきましては１３組の１４名が参加されま

した。 

それと、ｅスポーツのイベント、ゲームのトー

ナメントにつきましては、かなり多くの参加者が

ありました。これにつきましては、ちょっとこの

数字につきましては確認しているところでござい

ますけれども、今回、参加者の声といたしまして、

合宿の参加者からは、２日間みっちり教えてもら

い、苦手なところ、分からないところを、プロに

教えていただいてよかったと、フォートナイトを

やっている人と交流ができてよかったと、また参

加したいといった声。それから、参加者の保護者

の方ですけれども、思っていたより高度な内容

だったが、もとプロから教わることができ、よい

経験となったと。宿の料理も大変おいしかったと

いった内容でございます。 

それから、大会の参加者ですけれども、飛び入

り参加もできて、機材も揃っており、雰囲気もよ

かったと。年齢問わず楽しくできたということで、

他のプレーヤーとのふれあいもあってよかったと

いうことで、年に数回やってほしいといった声を

いただいております。 

今年度が初の試みということでございましたけ

れども、実証事業として開催したものでございま

す。ｅスポーツのオールラウンダーを決めるとい

う、全国的に例を見ない内容も取り組んで開催し

たところで、大変好評を得たところでございます。

よい意味でも課題もあって、来年度はイベント内

容や運営方法を見直し、より多くの方に楽しんで

いただけるよう、ｅスポーツのイベントをまた開

催していきたいと考えております。 

開催時期につきましては、また今年度と同様、

冬の時期を計画しております。 

以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

合宿に参加されたのが、先月が１４人程度で、

また先ほど言われた令和６年の冬になるかと思う

んですけど、そこはまた倍増倍増でお願いしたい

のと、また先ほど、大会は確か数百人だったと思

うんですけど、大会のほうですね、最終日の。こ

れが玉名市内が何人、玉名市外が何人かというの

が分かれば、非常に玉名市に落ちるお金というの

も計算しやすいかと思います。 

あと、そのフォートナイトのゲームのところな

んですけども、結構、教育の講和とかを聞くと、

結構、今のネット犯罪だとか、そういったところ

に対しての教育的指導の部分も必要になってくる

かと思いますので、その辺りも改めてまたバック

グラウンドのほうでリスクヘッジのほうをして

いっていただければなと思いますので、もしその

参加人数、大会のほうの市内・市外が分かれば、

後ほどで構いませんので、教えていただければと

思います。 

以上です。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

大会の参加人数につきましては、また最終確認

を行なって、また御報告したいと思います。 

その参加人数に伴って、効果を検証しながら進

めてまいりたいということと、それからフォート

ナイトの件がございましたけども、これにつきま

しても全国的な開催状況を見ながら、調整しなが

ら、様子を見ながら進めていきたいと思います。 

以上です。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、２６５

番の、今度、新規の工事箇所が３、４か所という

ことの先ほど説明がありましたけれども、農地整

備課として各地区からの要望書が出ますね。これ

に対して要望書を出して、実際工事に取り組む、

これはやっぱり何年ぐらいかかりますか。ちなみ

に、今回のその３、４か所、これは提示してある

ですね。これで何年ぐらい前の要望書ですか。そ

の辺をちょっとお尋ねします。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課長の
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小山です。 

今回、中尾委員の質問というのが、市単独で行

なう排水路工事ということで、一応４,０００万

円という内訳の中で、継続的なところと新規とい

うことで計上しています。今言われた要望につき

ましては、何年というのがちょっと今手元に資料

がないんですけど、基本、私が見た限りではここ

３年ぐらいである程度、事業ができているかなと

いう、３年から５年ですか、その前に測量設計を

しますので、その中で予算を決めていますので、

今、今回の要望箇所の継続的なところとかは３年

から５年の間ぐらいで要望があったのを、今ずっ

としている状況でございます。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、そうい

うことで、大体３年から５年はかかるというよう

な見解かなというふうに思うとですよね。これは

やはり事業に当たって、やっぱり１日も早く地元

の方々は要望されて、１日も早く工事が終わるこ

とを思っておられますけれども、予算の都合もあ

りますけれども、私が言いたいのは、これは玉名

市の財政もそれは厳しいところがあるから、やっ

ぱりこのくらいの予算だろうと思うけれども、根

本的にそういった事業費の予算、これはどがんか

して、やっぱり拡大をして、やはり要望が、もう

出して、必要とすれば、もう翌年なんかは設計な

んかもされることがあるけれども、一般的にそこ

３年から５年という間、５年かかってもできない

ところも中にはあるだろうと思うとですよね。や

はり全体的に予算の関係であって、これはどがん

かしてやっぱり予算を少し積み上げせんといかん

とかなと思うとですよ。 

その辺の予算の配分に関して、部長あたりはど

ういう腹づもりで、この辺の了解というか、もち

ろん予算拡大は主張されておると思うけれども、

どがんね、部長、その辺は。黙ってきゃおっとね。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 産業経済部長の

蟹江です。 

場所次第では、緊急にしないと、いろいろ災害

とかの原因になるようなところもあるかと思いま

すので、その辺はいち早くせないかんのかなと。

ただ、予算、なかなかどれかを付ける場合は、ど

れかを減らさないかんというジレンマがあります

ので、その辺はそれぞれの年度で、例えばコロナ

が流行ったときは、コロナ対策に重点的にいくと

かありますので、財政課と全体を見通しなが決め

ていくんでしょうけども、ないところは時間をか

けずに、なるようにこちらとしてもその辺の説明

をきちんとやって、早めに実現できるように努力

していきたいと思っております。 

以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） ありがとうございます。 

私がこれを何で言うかというとね、一つは土木

のほうとの兼ね合いの排水路もあるとよ。現に私

の地元でもお願いされとるけれども、延長の３分

の１は土木の悪用水路でやる、残りは農地整備課

のほうでやると。意外に悪用水路の予算のほうは

結構あるとたいね。結構というと語弊に当たる

ばってんが、もう実際言うて、土木はやっていい

ですよて、もうすぐでもよかですよて。やはり、

そこだけでもすればいいけども、やっぱり影響は

出てくるわけよね。ほかは整備しとらんところに

水が溜まったり、また逆に整備したところに水が

溜まったり、そういう兼ね合いもあるけんね、そ

れはやっぱりその順を追って要望書に対してやっ

てはきよるだろうと思うけども、その辺のことも

あるもんだけん、今後ちょっとその辺あたりは検

討してくださいよ。それで、内容によっては、や

はりそういう兼ね合いがあって、土木との兼ね合

いがあって、緊急を要するところなんか、やっぱ

り早めに段取りをするとかね、そういうことの

ちょっと配慮もお願いしておきますよ。 

それとね、この２７７ページのね、用地購入費

の２５０万円てあるとたいね、これはどういうこ

とね。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課の小
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山です。 

すみません。先ほど中尾委員の前の質問の回答

をよろしいですか。今言われたような形で、排水

路工事につきましては、今、委員もおっしゃられ

たように、以前から予算とかありますけど、基本、

うちのほうで地元から要望もかなりあっています

し、その要望の量とか、そういったのも配慮しな

がら、緊急性やなおかつ地区へのバランスですか、

そういった形で、ある程度、事業が大きくなるよ

うな形で補助事業に該当、なるべく乗せてからや

るというのを考えていますので、今回説明した２

７６番の防災減災事業の中で排水路工事というこ

とで、今回１億４,０００万円ぐらい予算を組ん

でいますけど、それに該当する事業になるべくす

れば、国・県で６４％の補助を受けて、基本的に

はそれでやりたいと考えております。 

どうしてもそれに係らない分について、単独事

業ということになりますけど、４,０００万円を

ちょっとすぐ一気に終わらせると、本当１、２本

しかできませんけど、ここは継続しながら、補助

事業に該当しない約１,５００万円から１,０００

万円ぐらいの事業で継続してやっておりますので、

私どもも既に要望があれば、この補助事業をいか

に活用しながら、残りということで考えています

ので、そういった形で事業で進めたいとは考えて

おります。 

それと、今言われた、先ほどの２５０万円の用

地購入費ですけど、これにつきましては集落基盤

整備事業ということで、この事業につきましての

排水路工事につきましては、御存じのように、大

体横島でいえば、大きな排水路工事が終わったん

ですけど、これはもう以前、もう１０年ぐらい前

からある事業で残ったのが、あと農業用の道路の

改良工事という形でなりまして、あとここで３か

所、その中で小田の部分については２年で昨年終

わりました。残り、北坂本農業用改良工事という

ことで、と三津川は残っていますので、その分の

計画変更した改良工事業務委託分と、そこについ

て関係するのを用地購入費ということで２５０万

円が令和５年度の予算計上をしています。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、最初の

問題の質問の補助事業にかけられる分は、それは

担当課としてもいろいろ補助をかけるから、やは

りスピード感をもって事業がされていきよるわけ

よ。私が言いよるのは、もう単独でせにゃいかん、

補助にもかからん事業と。メーター数がちょこっ

とのメーター数とかね、いろいろあるでしょうが。

そういうとはもうやっぱり補助にかかり難かもん

だけんね、やっぱり何年でもかかるわけよ。だけ

ん、そがんしてできるとならね、もう最初から補

助事業としてスタートするけん、幾分か早かつよ。

ばってん、きゃんして残っとるやつはもう補助に

かからんけんね、それを何とかしてくださいて。

それで、もう精一杯、担当課とすれば、補助にか

けられるごたる内容の仕組みをもってくるけども、

それにかからんとでしょうが。かからんけん単費

でするとでしょうが。そういうところのお宅たち

が努力しよるのは分かるけども、それは全てが補

助事業にかかったがいいけども、やっぱり場所次

第、内容次第ではかからんからね、そういうこと

なんですよ。分かった、分かった。 

それとね、前田課長、２９１たいね、この小型

エジェクターポンプの事業委託か、１,２５４万

円、これはどこかね、場所は。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

今回、予算計上１,２５４万円の小型エジェク

ターを用いましたさくれいについては、新川漁港

航路について緊急的に実施したいというものでご

ざいます。 

○委員（中尾嘉男君） ありがとうございます。 

なら、避難所の避難航路のことば言いよるとだ

ろう、これ。違うかね。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 
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水産連絡会議等々では、そういう前提でお話を

してまいりました。長洲地域に属する新川漁港避

難港について、地元や長洲町からの要望に応じて、

港内をさくれいするというのはありましたが、今

年の１月に長洲町と玉名市、地元住民の方、避難

港利用者の方、岱明漁協含めて、令和５年度の事

業内容を説明いたしました。その際に、結果的に

は実施できませんでしたので、先ほど申し上げた

ように、今回のさくれいについては、新川漁港の

本港の航路のみということになっております。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども、私は

こっちの避難港のほうかなという感じで、新川漁

港の今のこっちの岱明のほうたいね、これはこの

小型ポンプでやらんといかんとかね。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

実証実験を８月に行ないましたときも視察して

いただいておりますが、まさにあの工法で新川漁

港の航路については低質を考えたときに十分対応

できるということで実施をする予定でございまし

て、ただ避難港については、一応事業予算という

のは上がってはおりませんが、これから先、また

管理者である玉名市と長洲町等で必要な協議を、

必要なときに重ねてまいりたいと。ただ、今のと

ころはもう十分、先方も実施できないと、その理

由についても把握をされて、理解されていただい

ております。 

以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、避難港

については、いろいろその利用者からの意見とか、

いろいろあって、執行部あたりとちょっと意見の

食い違いも出てきとるわけよね。それに対して、

また長洲町の意向も入って、ちょっと計画では通

りには進めないというような状況というのは、私

は分かっております。 

ただ、新川漁港についてはよ、あれは今度２年

先ぐらいかな、大々的に入れて、もう大体５年、

６年のこの順繰りで次ぐらい来るとて思うけども、

これでわざわざする必要もなかて、私は見るけど

もね。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

航路につきましては、私も実際、現地で確認し

てびっくりしたんですが、実際その場面を見まし

た。というのが、沖に出て、避難港に帰る際、港

に帰る際、実は潮待ちされるぐらいバウンドがで

きているような箇所がございまして、船に乗った

まま、潮が満ちるのを待っておられるような、結

構高齢の御夫婦だったんですけど、そういう状況

を見まして、先ほど申し上げたように、なるだけ

緊急的にこれは実施したいということで、このさ

くれいはエジェクターを用いてしたいと。 

中尾委員がおっしゃったように、新川漁港の浚

渫については、令和６年度を予定しておりますけ

れど、この際は根本的な解決として、本港のはく

ちゅうを含めた浚渫をさせていただく。今回は、

あくまでも航路のさくれい、みおを造るというこ

とで、安全な航行ができるような事業として、今

回予算化をさせていただいたところでございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、執行に

ついてもね、船で２杯ばかり掘れば、それはもう

通路としてばちっといくかなというごたる、その

堆積の量だろうと思うとよね。せっかくやはり去

年の８月だったか、わざわざ遠方から来られてね、

その実証をしてもらって、ああこれで狭いところ、

大型船が入らんところはこれでいいかなというふ

うにも思いました、実際見てね。計画どおりこっ

ちの避難港がいかんから、その旨こっちに変えた

つかなても思わんでもなかけどもね、そういうこ

とで意義のある予算をちょっと使ってもらいたい

というふうに思います。 

以上です。 

○委員（田畑久吉君） 田畑です。 

観光客のインバウンド事業、昨日、ちょっと私

のほう、個人的なことですけども、韓国の友達か
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ら電話がありまして、コロナもちょっと緩いだか

ら、田畑さん、遊びに来んねといって電話があっ

たんですよ。私が先に行くより先にあなたが遊び

に来なさいて言うたんですけども、観光課として

外国人の観光客、玉名に来年度で、１年間でどれ

ぐらいの宿泊数を見込んでおられるのか、ちょっ

と数字で教えてほしいんですけど。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

インバウンドにつきましては、一部地域からの

もう外国人観光客、そういった入国制限が解き放

されたということで、かなり都市部については外

国人の観光客も今、相当入国されているというよ

うな状況でございます。今後、その地域、地方に

ついて、都市部からインバウンドのお客様が流入

されるということも、これから準備を進めていか

なければならないんですけれども、具体的な数字

というのはまだ設定はしておりません。令和元年

度が３,５００人の外国人の観光客が来られてい

るということで、令和元年度の通常に戻るような

ことで努力していきたいと考えております。 

○委員（田畑久吉君） ３,５００人が玉名の宿

泊施設に泊まられるという予定ですか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

さようでございます。 

○委員（田畑久吉君） 泊まられる予定と見てい

いわけですね。はい。 

昨日もいろいろと韓国の人と話をして、早速、

向こうから来るけん、田畑さん、頼むよていう声

があったんですよね。それで、ほかの各国にどう

いう方法で働きかけをしておられるのかね、その

辺のこともちょっとお尋ねしたけど、今、数字が

大体分かったから、もういいです。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

さっきの中尾委員の排水路に関しての関連なん

ですけれども、もちろん国・県の補助事業という

のに乗せていくというのが、大事なところもある

んですけれども、ここにも立花・部田見排水路工

事ということで２,３００万円ほど計上がしてあ

ります。天水地区はもちろん過疎に指定されて、

焼く７０％の補助が受けられるという面もありま

すよね。天水地区辺りでのこの排水路の要望とい

うのは、大体どれぐらいか、上がっていますか、

その地区辺りから。 

○農地整備課長（小山恭徳君） 農地整備課の小

山です。 

今、松本委員の質問で要望が上がっていますか

というところなんですけど、一応排水路工事につ

いては大きいのから小さいのから要望が上がって

いまして、今回、補助工事と単独工事を天水地区

は予定しています。 

さっき過疎債ということがありましたけど、通

常の防災減災事業というのが、国・県６４％です

けど、天水地区につきましては、また国の補助金

が５％上乗せでなっておりますので、極力そう

いった形で天水地区のほうも上がった場合は、天

水だけじゃなくて、バランスよくできるような形

で考えております。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） 今、質疑また委員間

討議でありますが、ここで昼食のため、午後１時

まで休憩いたします。午後１時から再開いたしま

す。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 松本委員から質疑をお願いします。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 先ほどから排水路に対して中尾委員が質問され

ていましたけれども、ちょっと私も関連して、立
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花部田見排水工事ということで２,３００万円計

上されて下ります。先ほど課長のほうから過疎の

部分はしっかり使っていきますということだった

んですけれども、ちょっとこれは私的な考えなん

ですけれども、天水地域が過疎に指定されたとい

うこともあって、その過疎債というのが極端に言

えば１億円使ったら、市の払い出しは３,０００

万円と、約７割が国からの交付税算定がなされる

ということに多分なっていると思うんですけれど

も、やっぱり排水路工事であったりとかというの

が全体的に市のほうで各地区のほうから要望が

いっぱい上がっていると思うんですよね、過疎の

部分に関して、天水地区に関しては、排水路で

あったり、道路であったり、農道であったりとか

いう部分を一般財源というか、当初の玉名市でい

う３４０億円なら３４０億円の枠の中から切り離

していったほうがいいんではないかなと、私は思

うんですよね、令和７年度までで、令和５年、令

和６年、令和７年で１０億円ずつもしそういう工

事に天水地区だけでもし使ったとした場合に、約

３年間で３０億円使ったとしたときに、市の払い

出しは９億円ですよね、３０％と考えたときにで

すね、それは市がすべて借金をして１０年なら１

０年、１５年なら１５年でそれを返済していくと、

９億円をですね、そうしたら排水路工事であった

り、道路工事、排水路は１回もしＵ字溝ならＵ字

溝、コンクリートでの三方張りをしてしまえば、

それで工事は完了です。道路に関してはもちろん

１０年、１５年でもう１回修復をしなければいけ

ないということがあるんですけれども、代替道路

も１５年周期ぐらいで改良が行なわれているのか

なと考えるわけですよね、ハード部分というか、

天水の新規事業で見ても本数的に私たちに配って

ある部分で、新規事業でも余り上がってないわけ

ですよね、結局、国の予算というのは過疎債とい

う部分で何千億円予算が付くのかというのは、今、

国会の審議があっておりますので、わからないで

すけれども、しっかりそこに玉名市もいっぱい手

を上げて採択をされるか、されないかというのは

まだわからんことじゃないですか、国に。予算要

望をいっぱいしていかんと、果たして採択される

か、採択されんかというのはわからんなかなんで

すけれども、やっぱりいっぱい上げていく必要が

あるともうんです。だから私的には、一般財源と

かというのを考えないで、そういう方向付けとい

うのができんとかなとちょっと考えるんですけど、

部長その辺はどがんですか。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 産業経済部長の

蟹江です。 

 予算の考え方として、国県補助金というのは余

り考えなくていい。何を考えないかんかというと

一般財源が幾ら見込まれるかというのが財政上の

一番肝のところです。ですから過疎債を使える、

じゃあ、一般財源が普通に使うのが５割が３割に

落ちるよということであれば、３割に落ちたとこ

ろで一般財源の総枠を考えて使っていくと、です

からそこだけ別に切り離すというのはちょっと財

政上は考えにくいのかなと思います。ただ、こう

いう機会の時限が決まってる間にしたほうが有利

だよということであれば、それはそれで考慮すべ

きところかなと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 結局期間というのが一番最初令和７年までと、

それから先に私たちが過疎になったときの財政課

からの説明では、約１０年間、令和７年からだか

ら１３年までは使えますよということだったんで

すけれども、それは私たちが合併したときに合併

特例債というのがあったじゃなかですか、結局そ

れと全く同じ合併特例債よりも有利起債といわれ

ているような過疎債ですよ。これを有効活用を

ちゃんとしっかり担当課なり、財政としっかり話

し合っていくべきじゃなかつかなと思うとですよ

ね、そうしたら天水だけの枠の部分を全体的に一

般財源の中に組み込まないじゃなくて、天水で

やった工事に関しては、ハード部分に関してはす
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べて過疎債で、借金をしていくというような考え

方で、そうしたらまた、横島、岱明、旧玉名市の

そういう排水路であったりとかの要望のところに

しっかり財源というのは回せるということだから、

その辺はしっかり考えていっていただきたいなと

ちょっと思います。これはまだ当初予算である程

度予算化ができているから、補正でしっかりあげ

ていく部分はまたあげていくということで、そう

いうふうな財源がこれだけしかないというところ

でやっていくというんですから、要望はいっぱい

上がってますと、さっき中尾委員からの質問では、

各地区からの要望はいっぱい上がっています。し

かしながら予算の関係上とか、国からの補助事業

に採択される、採択されんという部分もあります

からということであるならば、なるべく天水での

工事はそっちに全体的に回していただくというの

が、僕は進め方としては非常にやりやすいのかな

と思いますので、その辺はこの予算の審議が終

わった後でもしっかり財政であったりとか、いろ

んな自分の課でしっかり話し合った中で、財政課

としっかり調整をしていただきたいなとここは要

望をいたしておきます。よろしくお願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、質疑及び委

員間討議はありませんか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ２７ページの３１６番、３１７番、３１９番に

ついて伺います。どれも観光客に対するいろんな

ことを考えていくということなんですけれども、

３１６番が着地型観光商品開発事業業務委託、３

１７番が玉名観光魅力アップ事業業務委託、３１

９番がインバウンド推進事業委託というふうに

なっています。ただ、委託となっていますけれど

も、市役所の職員の皆さんの考え方がいっぱい入

れ込まれると思うので、どのようなことを今、考

えておられますか。ちょっと一つ、この間も勉強

会が横島であったときに行ってお話ししたんです

が、五家荘には私は本当４、５年前に行ったとき

にヨーロッパから２組の旅行者が来ていまして、

そして五家荘に通訳をする人がいたと、すごい山

の中の秘境だということで、いろんなので調べて

来られたんだと思うんですけれども、委託、委託、

委託と書いてあるんで、委託といいながらもちゃ

んと市役所の職員の方々、こういうのをしてほし

いとかいう考えがあると思いますので、ちょっと

そこら辺教えてください。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 ただいま山下委員からのお話の中でのそれぞれ

の事業の中で、今後の観光振興ということでござ

います。観光振興、玉名市には玉名市観光振興計

画というものがございまして、２０２０年度から

２０２２年度の計画とアクションプランというも

のがございました。今回、２０２２年度で終わり

ということで、今回新たに２０２３年度からの観

光振興計画を今年度策定中でございまして、つい

先日、その観光振興計画の総括という形で横島の

ほうで講演会を開催したところでございます。今

後、その観光振興計画に沿って、これから事業計

画を進めていくわけでございますけれども、それ

ぞれコロナ禍がアフターコロナという流れの中で、

今後、先ほどのインバウンドであったり、イベン

トの誘客事業であったり、いろんな事業を組み込

んでいるところでございます。ちょっと具体的に

申しますと、なかなか細かいところではなかなか

お話はできませんけれども、観光振興計画に沿っ

て、今後観光振興計画の策定に当たってもいろん

な各種団体の代表の方も委員となって創り上げら

れたところでございますので、そういった方々と

効果検証しながら、この観光振興計画を進めてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 観光振興計画というのが

ちゃんとつくられていると、また、できたところ

でしっかり見せていただきたいと思いますし、こ

の間、講師の先生が言われていたのが、個人でも

どんどん海外向けに英語で発信してくれとも言わ
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れていたので、玉名はやっぱりすごいところが

いっぱいありますので、私も協力していきたいと

思います。どうもありがとうございました。 

○委員（松本憲二君） 松本ですけれども、

ちょっとそこで関連なんですけれども、この予算

書の２６ページの２９８番で、ニューノーマル時

代の広域観光地域づくり業務委託で５００万円、

入り込み客数２２０万人達成誘客事業業務委託で

１,２００万円組んであるわけですよね、どうい

う事業をするのかというのをちょっと聞こうかと

思ったんですけど、今、ちょっと山下委員が玉名

観光魅力アップ事業委託とかというのを課長に聞

いたときに、ちょっと詳細なところはということ

だったですけど、予算ば立てるときに当たってで

すよ、予算を組むときに当たって、玉名市として

のこういう方向付けであったりだとか、ここは

きっちりもっとかなんよね、というところ多分あ

ると思うとですよね、そこば私たち議会に対して

説明ばしてもらわんと、これだけの予算ば組んで、

いろんな団体と話し合いながらそこは決めていく

とですよというのもそれはもちろん必要かもしれ

んばってん、市としての考え方としてはここです

よ、ここだけは譲れん、こういう基盤を持って

やっていくんですよというのをここで言うてもら

わんと、なかなか詳細に関してはということで、

そこばスルーしてもらうと非常にちょっと私たち

としても予算ば承認するわけですから、市として

の考え方としてはこうです。だから今まで３年間

できていなかったと、今後アフターコロナの時代

になって、５類に５月のゴールデンウィークでな

ると、今、観光客もいっぱい来ている中で、ここ

に非常に重点ば置いていきたいとか、その辺は

きっちり言っていただきたいなと思いがあるんで

すけど、どがんですか課長。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 観光といっても多岐にわたるいろんな事業がご

ざいます。先ほど来、イベント誘客事業、これに

ついては今年度から花しょうぶまつりであったり、

大俵まつりであったり、いろんなイベントが開催

され始めました。そういった中で、そういったと

ころでの誘客、それからインバウンドにつきまし

ては、そういった海外の入国制限が緩和された中

での地方に対してのインバウンドということで、

玉名も従来からずっとインバウンド事業について

も取り組んできたところですけれども、それが

滞ってしまったというところで、まずは都市部か

らインバウンドの流れが始まってきているという

ところで、今後も地方にいつ流れてくるのか

ちょっと見通しがつきませんけれども、そういっ

た準備態勢、そういったところも必要であります

し、そういった準備態勢のところも受入体制とい

うところで観光施設、そういったところの外国人

のインバウンドに向けての受入体制もしっかり充

実していかなければならないといったところで、

それぞれの事業に対して確実にこなして事業を推

進して、それで少しずつ玉名に対する入り込み客

数を増やしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 わかりました。３年間コロナでできなかった。

しかしながら、今、熊本県が進めておられる熊本

空港がオープンをちゃんとして、台湾高雄との直

行便も今、県知事も進めておられますよね、そう

いう中で、台湾高雄であったりだとか、台湾を一

番最初に県と連携を取って、玉名の温泉だったり

とか、そういうところとの玉名の時期時期の食材

を非常にアピールして、食材をいっぱい取り入れ

た旅行プランを一緒に旅行会社と考えるであった

り、そういうところをしっかり検討していただい

て、玉名の魅力を市役所のほうからも観光業者の

方であったりとか、その辺としっかりプランニン

グをいっぱい立てていただいて、玉名市のほうか

らもいい提案を市のほうからの提案をいっぱい出

していっていただきたいなと、全部受ける側では

なくて、そういうのをしっかり担当課の中で話し
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合っていただきたいなとお願いをしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 まず、前田課長にお伺いしたいんですけども、

前、昔は経済課という名称であったと思うんです

けれども、米の消費拡大という運動をしていたと

思うんですけれども、先ほど米価が下落してと、

それはやはり米が過剰だというお話がありました

けれど、私余りいろいろ知っているわけではない

んですけども、米を主食としている国でこんなに

米を食べない国はないんではないかという気がす

るんですよね、朝はパンで、パスタを食べ、そし

て行政では、今はしてないけど、ピザ教室とか、

パン教室とかして、これじゃ米食べなくなるの当

たり前じゃないかなと私は思うんですけれども、

こんなに日本人が餌づけされたみたいに小麦製品

を食べていくというのは、本当にどこかで餌づけ

されているのかなと思っちゃうんですけど、そう

いう意味で、これから世界情勢もどういうふうに

なっていくかわからない中で、米と大豆だけはや

はり死守していかなくちゃいけないと思うんです。

輸入が危うくなったときに、そういう面での米消

費拡大というのをどういうふうに考えておられる

のか、私はそちらの部門ではできなくても、社会

教育とか、保健センターの人とか、その辺での連

携をきちっと取って、消費拡大をしていくという、

それが農家を助けることじゃないかと思うんです。

私、昨日実は無添加パンというのを取り寄せたん

ですけれども、パンて私もつくってみたことがあ

るけど、いろんなものを入れます。素人がつくっ

ても、でも米って水だけで勝負するんですよね、

最高の自然食なんですよね、水だけで料理をする。

そういう健康の面からも、経済の面からも本気で

米消費拡大ということを考えていったほうがいい

と思うんですけど、農業のほうは男性と、食のほ

うは女性という感じがするので、その辺がやっぱ

り行政の中で非常に切れているという感じがする

わけなんです。その辺をどんなふうにお考えか、

ここにその辺のどうも私、予算書の中から見えな

いんですけど、何かここにある生活研究グループ

でもそういうことを託してるのかどうか、その辺

も含めてお伺いします。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 米の消費拡大に関してですけれども、今、ここ

の当初予算においてその消費拡大に直結するよう

な事業予算というのはございません。今、近松委

員もおっしゃったように、米の消費に関しては日

本国内において共通の課題というところで、政府

等々が中心になっていろいろ施策は打たれるわけ

ですけれども、玉名市において今できることとし

てやっているものとしまして、私が知る範囲で申

し上げますと、いわゆる学校給食に米飯を取り入

れられておられたり、食育関係でうちの部署から

外れますけれどもそういった部分でちょっとやら

れているかどうか定かではございませんが、そう

いった部分で少しかもしれませんけど、拡大に向

けたといいますか、そういうところの取組がされ

ているのかなと。以前ですけれども、役所の中で

確か、米の日ということで。 

○委員（近松惠美子さん） おにぎりの日。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） おにぎりの

日ですね、米の消費拡大につなげるためにおにぎ

りの日を大分前されておりました。これは役所職

員がその日はおにぎりを持ってくるとか、そうい

う取組でしたけれども、こういったところで少し

ではあったんですけど、そういう米消費につなげ

るような取組はなされております。今、盛んに国

消国産、ＪＡグループで前から打ち出されており

ましたけれども、国消国産という取組があります

ので。 

○委員（近松惠美子さん） どんな字ですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 国で消費し、

国で産むという、いわゆる地産地消のもうちょっ



 

 －26－

と大きいバージョンで、日本国で消費するものは

日本国内で生産しようという取組の中に、いわゆ

るそういう米の消費拡大とか、大豆、小麦とか、

そういう主要作物についてやっていきましょうと

いう動きがありますので、そういったところで

我々地方の自治体としても足並みをそろえるよう

な形で取り組むべきことかなと、私自身は考えて

おります。ただ、今回、そういった関連予算とい

うのはございません。 

 食生活のグループがございます。これは天水の

方が中心になってなされていますけれども、ここ

は米に限定したものではなくて、いわゆる玉名で

とれたものをいろいろ自分たちでレシピを考えた

りして、ある意味地産地消につなげるような取組

だと思っております。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 確かに、予算化され

ていないように私も思いましたので、今後どうい

うふうに考えていくかですね、また、１年かけて

考えていただきたいと思います。いつも感じるん

ですけれども、農業部門というのは、ここにおい

での方もほとんど男性が占めてますよね、その

トップを、でも作ったものを食べるのは、料理す

るのは誰かといったらまだまだ女性なんですよね、

その辺の出口を考えた政策をしていないというこ

とが、あるかもしれないんですけど、そのことを

すごく思います。私は詳しく各国の調査をしたわ

けじゃないですけど、例えば、タイに行ったらパ

ン屋さんなんかほとんど見当たらないですよね、

もう自国の米製品で食べてますよね、こんなにピ

ザの店も見ないし、この間香港に行ったときもそ

うでしたけど、日本は本当に小麦が非常に、小麦

を食べるに餌づけされてしまったんだなと感じが

します。米飯給食が４回ということは、これは島

津市長のときにしてくださったんですけど、これ

だけは誇れることだと思っているんですけれども、

どうか生産と消費のバランス、その辺も考えて

いってほしいなというのがお願いです。 

 さっき私がお尋ねしたのは、生活研究グループ

なんですけど、小さな予算ですけれども、これは

どういうことをしているんですか。この予算書の

１５８ページです。補助金ですね。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課、前田です。 

 こちら先ほど申しあげましたように、天水の農

家の御婦人方でつくられている組織でして、そこ

ではまさに食生活の改善という意味で地産のもの

を地消するということで、いろんなレシピをつく

られて、そういう活動の幅を広げられるような取

組がなされているというところです。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 では、従来あったグループがそのままずっと合

併後もついているということですか。新たにこれ

をもっと募集してこのグループを増やすとか、

もっとそれを自分たちだけの楽しみグループでは

なくて、啓蒙というか、こういうことを広げてい

くようなことを行政として期待して、こういう活

動をしてほしいということがあっての補助金です

か。自主的に仲良しグループでしているグループ

ですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 これは食生活なので、うちにあるのも少しどう

かなというところもあるんですけれども、これは

多分、天水時代からだろうと思いますけれども、

そういうグループの方で構成されていて、私の知

る限りでは、ほかの地区からの方はいらっしゃら

なかったような気がします。これは市から何か投

げかけて、そこについて何か改善を加えるといい

ますか、何か工夫をするようなことではなくて、

自主的にその１年間の活動を考えられて活動され

ている団体への補助金でございます。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 わずかな補助金ですけれども、従来から続いて

いるといって公益性がある活動をしているかどう

かということをきちっとチェックして、さらに公
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平性があるかどうかということで、もっと募集し

て仲間を増やすような努力をしているかどうかと

か、その辺のわずかな補助金であるけれども、そ

の辺もきちっとチェックしていただきたいなと思

います。 

 次に移りますけれども、今、宿泊施設はやはり

土日が多いでしょうから、土日の稼働率というの

は今、どのくらいになっていますか。最近泊まれ

なかったという声が幾つもあるもんですから、そ

れをお尋ねします。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課長の

伊藤でございます。 

 宿泊施設の土日の稼働率でございますけども、

これはもうほぼ１０割に戻っております。 

○委員（近松惠美子さん） そうすると、インバ

ウンドを進めていくといっても休日は空きが、今

の状態でもう空きがないということですよね、１

０割ということは、稼働率が。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 予約ベースで１０割でございますので、インバ

ウンドにつきましては、また、そういったツアー

のメニューといいますか、そういったところでま

た変わってくるかと思いますけど。 

○委員（近松惠美子さん） 私、以前申し上げた

んですけど、民泊にもっと力を入れたらどうかと

思うんです。民泊の場合は世界各国から来ますよ

ね、私の知り合いもしているんですけれども、ど

うしてこんなところみたいな、目の前は畑しか見

えないような、お店も何もないようなところに半

分は海外から来ると言われていますもんね、イン

ドネシアから来ると。畳の上で寝てみたいとか、

そういうことだそうです。これ力入れたらどうか

と前から言っているんですけれども、今、企画の

ほうで空き家対策セミナーをしていますよね、あ

んな感じでセミナーをするだけでみんなが意識を

もって、こんなことでできるんだったらうちもし

てみようかなみたいな人が増えるんじゃないかと

思うんですよ。この間、いだてんのときに宿泊き

ましたかと聞いたんですよね、そうしたら自分の

ところは予約あったからいだてんのお客さん来な

かったと言ったんですよね、あれだけハーフマラ

ソンもして、いだてんマラソンして、あの方たち

どのくらい泊まったんですかね、玉名に。部署が

違うからわからないかもしれないんですけど、そ

ういうことで簡単にできる民泊セミナーみたいな、

そんなテーマでこういう方法もあるんだよみたい

なそんなのをぜひ、私はしていただきたいなと思

うんですよ。私、名古屋で泊まったときなんかは、

マンションの入り口の６畳部屋だけ貸してくれて

みたいな、隣には住人というか、持ち主が住んで

いるようなところでの民泊だったり、いろんなと

ころ泊まってみたんですけど、やはり今度ビーチ

コネクトさんもいろんなことを砂浜ですると言っ

てますけど、その宿泊客が泊まろうと思ったら、

家族で来てもやはり１万５,０００円だったらな

かなか高いんですけど、民泊でそしてテイクアウ

トで持ってきて食べたりするのでお金がかからな

いと言われるんですね、４,０００円ぐらいです

んだら家族２人で来ても３人で来てもそんなに負

担にならないし、これが一番いいかなと、経済が

やはり厳しくなった地方では、もうどこもそうで

すけども、後は観光ですもんね、そういうことで

民泊に対する考えはいかがでしょうか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 はい。近松委員おっしゃったとおり、民泊につ

いてもいろんな全国のいろんな地域で民泊を絡め

たそういった旅行商品とか、そういった民で行な

われている事業者さんもいらっしゃるので、こう

いったところも今後の旅行体系も多様化しており

ますので、そういったところも含めて観光振興の

ほうに取り入れていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 ぜひ、よろしくお願いいたします。泊まってい
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ただいたら、例えば、天水の方が民泊されたら、

草枕で温泉に入ればいいじゃないですか。食事も

あの辺にあるじゃないですか。民泊というのは食

事は基本的に提供しないから、お店に行って買っ

て帰って、宿で料理することもあるだろうし、や

はり経済効果というのは大きいと思いますし、今

のところ土日が１０割埋まっているんだったらこ

れ以上何してもするだけ無駄だと思うんです。泊

まる場所がないわけだから、設備投資するほどの

余力はないので、ぜひ、私はどんどん民泊をばっ

と増やして、特に風光明媚な天水地区なんかはこ

れをしたらいいのになと思うんですけどね、研修

していただきたいと思いますので、いいです。 

 後はもう１点だけ、国が緑の戦略の何とかとし

てるんですけれども、あれに対して有機農業推進

の動きというか、準備とか何かされているんで

しょうかお伺いします。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 国が策定しました緑の食料システム戦略２０５

０年度を目標年度にして、様々な目標指標を設定

し、いろんな事業メニューがございます。その中

の一つに、農薬とか肥料の量を減らすというもの

がございます。そこに大きく直結するのが、今、

委員がおっしゃった有機農業の推進。 

では、これについて、じゃあ、玉名市でという

お話しですけれど、ここについても現在、有機農

法に関する施策というものはございませんが、前

回、議会でも申し上げましたように、環境保全型

農業、ここについては、量を減らすという意味で

は取組の趣旨はあっていますので、ここについて

は例年予算化しておりまして、前から私も申し上

げておりますけれども、これは多分、一足飛びに

当課だけで急激に取組がなされるものではないと

考えておりまして、先ほどから申し上げておりま

すように、学校給食であったり、後は食育であっ

たり、社会教育、こういうところで全庁横断的に

共通の認識のもとに、何か取組を進めていく必要

があると思いますので、ここについてはまだ、い

まだなかなか進捗がございませんが、国のほうも

そういう大きな目標を掲げている以上、我々行政

の中でも来年度より検討の具体化を図っていけれ

ばと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（近松惠美子さん） 全庁横断的にとなる

と、責任の所在がはっきりしなくてなかなか進ま

ないんですけども、リーダー的には農林水産政策

課の前田課長のほうがリーダーシップをとってさ

れるということなんでしょうね。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課の前田です。 

 緑の食料システム戦略において考えたときには、

先ほど申しあげました制定されている目標を考え

たときには、やっぱり自ずと私といいますか、私

来年４月にいるかどうかわかりませんので、農林

水産政策課が主たる窓口となるだろうと考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 この間、ＪＡの方とお話ししたんですけれども、

香港にイチゴを出していて、台湾に出してないと、

台湾のほうが輸送が半分でいいんじゃないかと話

したんですけど、台湾が農薬が厳しいんですよね、

台湾に玉名のが跳ねられるわけですよね、香港と

いうのはメキシコから、アメリカから、アフリカ

から、世界各国からものを集めているので農薬が

緩いからいけるんだろうと思いますけど、香港に

集中して出しているということでした。お金持ち

があそこは多いからかもしれないんですけど、そ

ういう意味で、台湾と交流していこうという中で、

台湾に跳ねられるような物をつくるのはいかがな

ものかなと思いますので、その辺もぜひ、研究し

ていただきたいということで、来年度はぜひ、何

か目に見える予算化を期待しておりますので、よ

ろしくお願いします。 
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 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（田畑久吉君） 田畑でございます。 

 今、非常に世界的な食糧不足が叫ばれておりま

す。日本の自給率が何十パーセント、２０％、３

０％でしたかね、はっきり記憶しておりませんけ

れども、先週の週刊誌を見ましたら１０％程度し

か書いてなかったページを見ました。耕作放棄地

に対する非常に表には出にくい裏の話みたいに見

えますけど、日本にとって重大なことじゃないか

と考えるわけです。それで一般質問でもいたしま

したとおり、そのときの再生可能な畑が相当ある

という数字を聞いております。再生可能な畑に対

して、再生をする方法これをどういうふうにする

のか、今の予算の中にその施策が見えてないよう

な気がするわけです。その辺のことをちょっと、

なぜ予算化してないのか、ちょっとその辺のこと

をお願いいたします。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 農業委員

会事務局、小山です。 

 議員お尋ねの耕作放棄地の解消に対しての予算

化という。 

○委員（田畑久吉君） 予算化が今のこれ、どこ

にも載っていないような感じがするから。全然予

算化はしてないのか。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 農業委員

会事務局、小山です。 

 農業委員会事務局の所管の中で、解消に関して

の事業的な予算化は措置しておりません。 

○委員（田畑久吉君） 再生可能な畑は相当ある

というような返事をしましたよね、この前。なぜ、

それを再生しないのか。その意向を聞きたいわけ

です。なぜ再生しないのか。 

○農業委員会事務局長（小山 博君） 農業委員

会事務局、小山です。 

 再生可能なと判定している農地の再生につきま

しては、常々行なっています農地の所有者等の意

向を確認しまして、貸し出したいとか、いろんな

意向の確認をとった上で、それをつくられる方を

当該地の地元の農業員等をもとに、情報をもとに、

耕作者の方を募るような又はそれだけでは限界が

ある部分もございますので、県の農業公社等に一

定の条件を満たしたところの農地を提出しまして、

そちらからの斡旋等も計っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員（田畑久吉君） あなたたちの話を聞いて

いると玉名市がなぜそれを率先して耕作再生しな

いのか、再生しようという気持ちが見えてこない

わけですよ、話の中で。県の１反当たり県の負担

金が３万円とそれを再生したら１万円市からでる

とか、４万円ぐらいではできないでしょ、再生可

能な畑という数字の中でも。だからそれをもっと

再生しようという気持ちでもっていくような予算

の作り方をしないといけないんじゃないかな。だ

から再生しようという希望者が出てこない。なぜ、

そういうことをしないんですかと聞いているんで

すよ。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 県及び玉名市独自事業の耕作放棄地解消に向け

た予算については、予算資料２３ページ、２５８

番に２１万７,０００円を計上しております。こ

ちらについては、事前に要望調査を行なった結果、

要望のあった農家さんの取組に対する補助金でご

ざいまして、県についてが１７万４,０００円、

玉名市が４万３,０００円、こちらについて予算

を計上しております。 

 今、田畑委員がおっしゃったように玉名市とし

て耕作放棄地解消に向けた意気込みの見える予算

というお話しですが、これは今期議会一般質問に

おいて御答弁させていただいたように、これから

の検討事項として玉名市の独自事業の分について、

対象とする農地、対象者諸々について予算の限り

がございますが、そこで前向きな検討をしてまい

りますというお答えをしておりますので、令和５
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年度当初予算については、申しわけございません

が、今、要望のあっている部分だけになっており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（田畑久吉君） 今、前田課長にお返事い

ただきまして、確かに、５年度には載っていない

と思うんですけど、今後やはり今の補助金の単位

ではとても金が、再生費用がかかりすぎてなかな

か再生しようという気持ちになる人が少ないと思

うんです。だから今後、もう少しの補助金額を増

やすとか、県の補助を取り付けるとか、その辺を

ぜひ、再考していただいて、解消地がどんどん進

むような方法をとっていただきたいというのが私

のお願いでございます。いいですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 議会一般質問における玉名市の答弁としてお伝

えしている以上、そこについては必要な検討は行

なっていくということでございます。そういうこ

とで御理解いただきたいと。 

○委員（田畑久吉君） 可能な限りの検討をお願

いしておきます。よろしくお願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 毎年機械の玉名市の単独事業で農業用機械の補

助金が約１,８００万円予算がずっと大体計上さ

れていて、昨年だったですかね、コロナのあれも

ありまして、倍だったですかね、３,０００万円

に引き上げられました。ずっと大体同額の１,８

００万円がずっと計上されている中で、物価高騰

で農業用機械も非常に値上がりをしております。

２５％の補助ということで、上限がです。しかし

ながら数年前は１８％ぐらい、申し込みが多くて

１８％ぐらいになった年もあったのかなと記憶を

しておりますけれども、この物価高騰に関する予

算の引き上げというのはでけんだったつかなと。

本当車も一緒ですよね、非常に皆様方も御承知の

とおり、非常に上がってますよね、近年。私も去

年軽トラックを変えたら、前は軽トラックで普通

１２０万円ぐらい出せば４ＷＤの軽トラックがき

よったですけど、今は１５０万円以上するとです

よね、非常に何でも鉄の値段であったり全てが上

がっているもので、同じ同額の１,８００万円て

いかがなもんなのかなとちょっと思うんですけど、

その辺はどがんですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 この前は国の手当がありましたので、今、松本

委員もおっしゃったように、物価高騰ということ

で機械代も値上がりしているという実態を把握し

ましたので１,２００万円の追加補正でトータル

３,０００万円の事業化いたしました。例年は１,

８００万円の枠予算ということで財政部局との取

り決めの中で、枠予算で予算を執行している状況

でございます。そうは申しましても、令和３年度

が機械で申し上げると申請件数が多くて、申請額

も少し多かったので、機械については１６.６％、

通常２５％何ですけれども大きく下回っておりま

す。ここについては、我々実は、それ以前からこ

の１,８００万円の予算設定の見直しについて担

当課としていろいろ財政部局と折衝をしてまいり

ましたが、経緯がいろいろございまして、当初は

１,５００万円の枠で補正対応ということがあり

ましたが、そこを３００万円増額して補正対応な

しということでずっとこれまできている以上、な

かなかこれを２,０００万円とか３,０００万円に

増やすというのは非常に難しい状況でございます。

いろいろこのほかにもコロナ対策としまして当課

ではいろんな場面でいろんな施策を打ってきてお

ります。ここについて来年度当初予算で計上なさ

れておりません。これは我々当課としましては、

必要性にわかっておりますが、財源的な部分で

ちょっとどうしても厳しい面がございますので、

当初予算ではこれら一切計上されていないような

状況でございます。 

 以上でございます。 
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○委員（松本憲二君） 答弁をいただきました。 

 全般的にもちろん農業機械だけが上がっている

だけではありませんので、よかったら数年前に１

６.何パーセントしか支払いができなかったと、

農家に対して、申請件数も多かったということで、

本当機械も上がって、２５％補助していただける

んであれば非常にありがたいというふうに思って

おられます。農業者の方々は。緊急を要さない、

来年でもいいかなと変えるのは、取り付けとか、

機械をですね、そういうところで調整とかができ

れば非常にいいのかなと考えます。全体的にです

ね、そういうところもしっかり考えた中で、この

予算枠内で極力２５％補助ができるような体制づ

くりも検討していただければありがたいと思いま

すので、その辺はしっかり考えていただきたいな

と思います。 

 ちょっと続けてよかですか。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、どうぞ。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 農地集約化促進補助金ということで、集約化、

天水の過疎分で、補正の中で使われていたという

こともあるんですけれども、ちょっと去年の実績、

大体天水でどれくらい集約化事業にされたのかと

いうのをちょっとよかなら聞かせてもらえんです

か。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 今年補正予算対応をさせていただいて事業化を

いたしました天水地区における農地集約化促進事

業補助金ですが、実績としまして、６２件の申請

に対し、１２４万３,０００円を交付しておりま

して、これにより集約をされました天水地域内の

農地面積は５万７,１０６平方メートルになって

おります。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 この集約化事業に対してどういう予算というか、

補助メニューというのがあると思うんです。集約

をすることによってどういった補助。補助メ

ニューをちょっと教えてもらってよかですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 補助の内容としましては、その集約された農地

面積に対して定額で補助をするものでございまし

て、農地集約面積１０アールにつき、田畑は１万

２,０００円、樹園地１万５,０００円、かつここ

が先ほどから出てます再生可能な耕作放棄地の場

合は、それらに３,０００円を加算するというよ

うな内容でございます。 

○委員（松本憲二君） 畑が１万２,０００円と、

田が。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 田畑ともに

１万２,０００円。 

○委員（松本憲二君） １万２,０００円。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 樹園地１万

５,０００円、耕作放棄地３,０００円加算という

内容でございます。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 ちょっと今年も天水地区だけで約２９０万円ほ

ど多分、予算が、天水地区に限ってですよ。過疎

分でつけてあるのかなと思うんですけれども、１

万２,０００円で耕作放棄地が天水地区でも非常

にミカン畑でいっぱい増えているというような田

畑委員の一般質問の中でもあったみたいなんです

けれども、そういうことで非常に農業新聞とか、

経済新聞見ていて、日本の果樹、要するに果物に

関しては世界的にも非常に品質が高いということ

で輸出にも最適な果樹ブランドというのができて

いくんじゃなかろうかということでも載っておる

中で、もう１回天水の非常に景観もいいミカン畑

を再構築するに当たって、ソフト面でももう

ちょっと予算とか、この補助金の対象をもう

ちょっと増額というのをしていったらどうなのか

なと、今、改植事業で約１反当たりの４万５,０

００円ぐらいだったですかね、事業があるとおも

うんですよね、それを集約と集積と併せての改植
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の取組であったら市のほうから２万円なり、２万

５,０００円なり補助するというような対策事業

なんかを考えられんかなと思うんですけれども、

それについてどがんですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 樹園地に限って申し上げますと、こちらについ

ても昨年度補正予算で過疎事業債を活用した果樹

産地生産基盤強化推進事業補助金過疎分というこ

とで予算を計上させていただいて、これは国のほ

うでそういう新植、改植、園内道整備とか、そう

いう部分について手当てされる事業がございます

が、ここに玉名市が独自に上乗せを補助するとい

うものをつくっておりますので、今、松本委員が

御提案されたそこに集約も加味したところの補助

事業というのは、ちょっとそこは今、我々として

は全然想定しておりませんでした。今、申し上げ

ている私どもがいろいろ過疎事業債を活用した事

業というのは、なかなか私の知る限りではないよ

うな独自性のある補助事業なので、しばらくはこ

の状況で様子を見るといいますか、経緯を見てみ

て、また、必要な場面で農家さん等の御意見等も

踏まえて、求められる改善は加えていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 ちょうどここにも果樹産地生産基盤強化推進事

業補助金というのがすでに改植事業だろうと思う

わけです。その分でも過疎での部分で９２０万円

ぐらい予算をつけてあります。それと先ほど大野

委員が質問されたように、集約化というのが今後

の農業、農地を維持する上で、非常に必要不可欠

なものになってくると思いますので、強化事業と

一緒に合わせて集約化もできれば、全体的に農地

を守っていけるような状態にもなるのかなと思い

ますので、その辺は農業者の方々といろんな意見

を交換されながら、よりよい方向に進めていって、

また、農地のなるべく耕作放棄地にならないよう

な対策をしっかりとっていただきたいというふう

に、そこは要望をしたいと思います。 

 それと引き続きお願いします。 

 新規事業のこの１枚ものの紙に、１ページのほ

うの１番下に企業誘致可能性調査業務委託という

のがあるんです。５８８万８,０００円かな、こ

れって三ツ川工業団体が民営化で開発をされてる

じゃないですか、それ以外に工業団体みたいなの

を企業誘致可能なというところをつくるとかじゃ

なくて、三ツ川工業団地に入れるのの調査なんで

すか。 

○商工政策課長（中川由美さん） 商工政策課長

の中川です。 

 この企業誘致可能性調査業務委託というのは、

大体５年に１回行なっておりまして、熊本地震で

すとか、新型コロナで若干時期はずれております

けれども、玉名市に誘致する可能性がある企業さ

んを発掘するというような調査でして、大体客体

１,０００から２,０００ぐらい、今回予算では５,

０００の企業さんにアンケート等を行ないまして、

今後の投資意欲ですとか、投資の時期ですとか、

そういうものを調査いたします。その中でピック

アップして、可能性があるような企業さんを訪問

するというような目的でこの調査を行ないます。

当然、委員がおっしゃるように三ツ川産業団地に

入っていただくとか、もしくは、それ以外の用地

がございましたら、そちらのほうに誘致をするよ

うな調査になります。 

○委員（松本憲二君） 今ちょっと課長がおっ

しゃる三ツ川工業団体以外に希望があればとおっ

しゃったけど、工業団体としては、玉名市ではあ

そこしか、民間さんが開発しよんなはるところし

かなかじゃなかですか。後は学校の廃校跡地ぐら

いしかなかですよね。 

○商工政策課長（中川由美さん） 商工政策課長

の中川です。 

 工業団地自体はございませんけれども民間所有

の一定規模の用地とかがございましたら、そちら
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のほうにも誘致したいと思っております。 

○委員（松本憲二君） はい、ありがとうござい

ます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 新規事業のところで３１５番のシティロゲイニ

ングをされると思うんですけど、いいと思うんで

すけど、規模的にはどのくらいを予定している。

まだわからん。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 今回新事業ということで、謎解きシティロゲイ

ニングということで、現在、各自治体のほうでも

ロゲイニング事業というのが流行っております。

今回、私どもが計画しております謎解きシティロ

ゲイニングということで、数箇月にわたって謎解

きをしながらロゲイニングをするというような計

画でございます。規模については九州内の方の誘

客という形で考えておりまして、その具体的な数

はまだすみません。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 数箇月ということは、その日集まってこうする

んじゃないということ。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 謎解きということで、玉名にまつわるいろんな

物語といいますか、玉名について理解を深めても

らうために謎解きは数箇月にわたって実施して、

その間に単発のロゲイニングを組み込んでいくと

いうようなことで計画しております。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ということは、ロゲイニングの大会自体が大き

くして一つで、小さいのをいっぱい入れていくと

いうことですか、何回も。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） はい、そのとお

りでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 スポット的になるところもそれ相応の数を入れ

るということですか。どういう形ですると。大体

行かなんところが決まっとって行くじゃないです

か、じゃなくて謎を解きながらするということで

すか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） そのスポットに

ついては、ちょっとまだ数とか、そういったとこ

ろはまだちょっとあげておりませんけれども、そ

ういった形で単発じゃなくて、ちょっと長期間に

わたって玉名について理解を深めてもらうような

イベントといいますか、ロゲイニングを考えてお

ります。 

○委員（北本将幸君） はい、よかです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

 １点、ちょっと最後に。多田隈です。 

 ２５ページなんですけど、２８９の水産振興事

業補助金、中身は水産連絡会わかっているんでい

いんですけど、県の５４６万８,０００円補助が

出ておりますけれども、これは畜養問題等でなに

か減額とか、方向性が変わったとか、なんかいろ

いろまず、あるのかないのかちょっとお伺いした

いと思います。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 この２５ページ、２８９番のところに書いてお

ります水産基板整備交付金事業５漁港漁場整備分

補助金５４６万８,０００円と申しますのは、今、

お話しにでましたように、アサリの産地偽装問題

がございまして、そこで畜養をなされている畜養

として貸出しをする漁協に対する県の補助金は出

さないという方針がございまして、これによって

岱明漁協以外、３漁協に対して、いわゆるアサリ

の県産アサリの再生に向けた取組に対して補助が

出されるものでございます。内容に関しては、こ

れまでやられてきたようなアサリ資源の回復とか、

保全とか、そういう事業内容になっておりまして、

防護柵の設置であったり、海底耕うん、こういっ

たものに対して県が１００％補助をするという、

玉名市においては今度初めての事業化された予算
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でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ありがとうございま

す。 

 その中で、ちょっとこれ載ってなかったんです

けれども、開会日の２月２４日に暴風雪によるノ

リの被害状況等説明あったんですけど、その中で

熊本日日新聞に載っていたんですけど、３月９日

木曜日に熊本市は支柱の購入する費用を補助する

方向を固められて市議会に説明されておられて、

２０２３年度の一般会計補正予算約５,８００万

円追加補正議案に、最終日に出すという記事が

載っておりました。あのときの話でいけば他市町

村との足並みをそろえて進めていくんだというこ

とだったんですけど、熊本市は熊本市独自のやり

方をされているんだなというのを新聞で拝見いた

しましたけれども、今後、玉名市としての方向性

の検討はどうされるのかお伺いしたいと思います。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 ちょっと少しなりますけれども、とても大事な

ことですので詳しく御説明申し上げます。 

 今、お話がありましたように、先の全員協議会

でも私のほうから荒尾市から宇土市まで４市１町、

これらが足並みをそろえた支援内容について、こ

こに県が関与しながら検討されていく予定でござ

いましたが、今、御紹介がありましたように、結

果的に熊本市だけが単独で先陣を切るような形に

なってしまいました。残る３市１町、場合によっ

ては荒玉地区の２市１町の枠組みになるかもしれ

ませんが、ここで次期作支援とさらには被災ごみ

の処分、こちらについてノリの生産者の方々が時

期作に向けて少しでも安心していただけるような

具体的な支援策を早急に検討しお示ししたいと考

えております。実は、あさって、荒尾玉名管内の

課長級のこのノリ対策に関する会議がございます

ので、そこで少し方向性が見えてくるのかもしれ

ません。 

玉名市としましては、熊本市がでましたので、

隣り合う漁場、市町で内容のことなるような支援

となった場合、漁業者からの理解はとても得にく

いと考えておりまして、恐らくこれから熊本市の

今御紹介のあった例が検討の基準になるのではな

いかと、私は考えておりまして、玉名市としまし

てはこれと同等又はそれ以上の支援内容が必要に

なるのではないかと考えております。なお、熊本

市においては、３月今議会中の最終日に追加提案

ということで予定されておりますけれど、玉名市

としましては、遅くとも６月議会の補正予算でと

考えております。状況次第ではその間の臨時議会

であったり、専決処分の対応も考えられると思っ

ております。 

この理由ですが、ノリの網や支柱などの養殖資

材の陸揚げが、今もなされておりますけれど、恐

らく４月上旬ぐらいまでかかる見込みでございま

して、この時点では、今の時点では、次期作用の

資材の購入費補助について予算化に必要となる数

量の把握、こちらが不可能なことから要求の根拠

が示しがたいという点がございます。また、処分

費、こちら処分先までの運搬費と処分にかかる手

数料、ここについても現時点では受け入れ先、さ

らにはそこでの処分単価が正確な処分数量が把握

できていないため不明であること、さらには、処

分先への持ち込み要件として、ゲンソウや塩分が

除去された網でなければ受け入れてもらえません。 

そのため、今、陸揚げされているものについて

は、洗浄とかの作業がなされて、ゲンソウを除去

するような作業に今から入るわけですけれども、

最終的にきちんと終わるまでに２、３か月時間が

かかると聞き及んでおりますので、今申し上げた

幾つかの理由から、ここで早々に予算化するとい

うことではなく、数量等が的確に把握された時点

で予算化したいと考えておりますので、どうして

も６月補正ということで、遅くてもですけれど、

６月補正ということで対応を考えて、特段の問題

はないと今は考えております。 

 以上です。 
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○委員長（多田隈啓二君） ありがとうございま

す。 

 ぜひ、事業者の皆さんに対して、数量を把握さ

れて支援をお願いしたいと思います。 

 ほかに。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 この令和５年度の当初予算を見ますと、昨年か

らお米の１０円だったりとか、燃油高騰に対する

生産者の掛け金の３分の１であったりとか、被覆

資材の購入価格の１０％の補助であったりとかと

いういろんな対策をとっていただきました。非常

に農家の方々は喜んでおられます。しかしながら、

当初予算に全く計上されておらんと、それは財源、

昨年まではコロナ対策であったり、物価高騰支援

の交付税があったのは重々承知をしておりますけ

れども、燃油もずっと上がり続けているというよ

うな状況でありまして、私のところには業者さん

たちが数名電話を掛けてらっしゃいまして、「松

本議員、４月１日から被覆資材、ビニールのまた

値段が１５％上がります。玉名市のほうでは市単

独の補助事業がなされるんですか」みたいなのを

聞いてこられました。 

なかなか農業の場合はほとんど市場流通という

ことで、価格転嫁がどうしてもできない。自分た

ちで値段を決められないというところで非常に厳

しい現実にさらされております。そんな中でもち

ろん財源というところがどこで確保されるのかと

いうのは非常に不安なことでもありますけれども、

そこは基幹産業の一つとして、農業生産者も一生

懸命自分たちで努力しているところは努力してい

るんですけれども、努力しきれない部分というの

がどうしてもあるわけです。肥料なんかというの

は、お米の肥料をちょっと一例に挙げますと約倍

に上がっております。今まで１俵当たり２,４０

０円、２,５００円だったのが、今年もうそろそ

ろ玉名地区でも始まりますけれども、肥料が１俵

当たり約５,０００円、約倍です。お米の値段は

昨年で申しますと令和４年産は１俵当たり１万５

００円です。今から１０年前ぐらい前は１万６,

０００円、１万７,０００円していました。それ

が１万５００円です。コンバインで刈り取り、お

米を耕すのにトラクターで代掻き、軽油の値段も

１００円以上しています。非常に苦しいような状

況ですので、その辺は財政も非常に厳しい中では

ありますけれども、その辺もちょっと予算に載っ

とらんだったなということもありますし、先ほど

補正の中で畜産飼料に関しましては、課長のほう

から国が１トン当たりの６,７００円の補助金が

出るということで、ちょっとそこと重複する部分

があったということなんですけれども、冬場に関

しては酪農家に限ってなんですけれども、生産調

整ということで搾った牛乳を捨ててらっしゃいま

す。産業廃棄物でお金が高くかかっておりますし、

その辺も補助の対象にしていただければ酪農家の

方々も非常に安堵されるというところがあるのか

なと。捨てなきゃいけないわけですよね、牛から

はちゃんと絞ってやらんといかん。乳房炎とかな

りますので、絞ってやらなん、しかしながら生産

調整というところで捨てなん。それ産業廃棄物で

処理せんといかんわけですよね、その辺にも充当

できるような補助対策を市単独で打っていただけ

れば非常に喜ばれるとは思いますので、その辺も

酪連あたりと協議をされて、しっかり対策をもし

打っていただけたら幸いかなとお願いをしておき

ます。何かあれば。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 例年であれば、この時期までには国のほうにお

けるコロナであったり、物価高騰に対する様々な

財政的手当の案内があっているわけですが、コロ

ナについても５類引き下げが予定されております

関係上一切そういう御案内はあっておりません。

ですから、これまでに補正予算の財源としてきた

そういう主たる財源については、今、ない状況で

すので、当然、私ども担当部署としては、ぜひ、

どうにかしたいという思いはみんなもっておりま
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す。今、御指摘があったように、実際の流通過程

において価格への転嫁というのができればこれに

超したことはないんですが、なかなかこれができ

ない、これは国のほうでもとても問題視をしてお

りますけれども、こういった部分で何か違う国の

切り口で財政的な支援等があれば、それは積極的

に我々も活用していく考えておりますけれど、現

時点においては申しわけございませんが、今申し

上げたような財源がないというところで、一旦見

送っている状況でございます。場合によっては、

この後、なにかの動きで補正対応する場面が出て

くるかもしれませんけど、今の時点では大変申し

わけございません。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（松本憲二君） はい、よかです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、質疑及び委

員間討議はありませんか。 

○観光物産課長（伊藤恵浩君） 観光物産課の伊

藤でございます。 

 先ほど大野議員からのｅスポーツの件での大会

参加者の内訳といった御質問がございました。そ

の件で回答とそれからちょっと捕捉をさせていた

だきます。 

 ｅスポーツの大会参加者につきましては、約１

００名ということでございました。延べ人数５０

０名ということで九州内、ほぼ九州内ということ

で、大会への参加者については本名での申し込み

ではなくて、ゲーム名、ニックネームで参加して

いるため詳細の内訳はわからないということです。

県内の参加者が６割、それから県外が４割という

ことで、県外については福岡県、長崎県といった

ところでした。合宿については、１３組の１４名

の参加と申し上げておりましたけれども、１３組

で家族を含めての宿泊が３５名といったところで

した。 

 それから捕捉ですけどもフォートナイトのリス

クレベルについてですけれども、安心して運営す

るために熊本ｅスポーツ協会と現在連携して開催

しております。今後も連携を強化して適正な合宿、

大会を行なっていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） ちょっとノリのことで、

先ほど時期作についての単独の助成をすると、市

単独の助成をするということですけど、頑張って

ほしいと思います。と同時に全員協議会のときに

も言いましたけど、漁業者の担い手の育成という

点では、国や県の制度が何かあるとですか、今時

点で。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 主に、鱗漁、網関係の魚ですね、そういったも

のが今現在県漁連のほうでそういうとりまとめを

しておりまして、後継者づくりのためのいろんな

支援の事業メニューがございまして、大体天草地

方のほうでそういう事業を活用される方が多ござ

います。でも玉名市においても１件でしたかね、

漁船のリース事業、こういったものを活用されて

いるケースもございます。ただ、なかなかどうし

ても後継者不足というのは、やっぱり天草の方と

比べると玉名市というのは深刻な問題であるのは

間違いないです。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今、なかなか漁業者も漁船もそうだし、貝もそ

うだし、後継者がなかなか育たんと思うとですけ

ど、大体のうなってしもうとるですね、ノリがほ

ぼ続いているかなという状況なんですけど、そう

いう意味では農業と比較すると担い手の支援とい

うのが漁業はほとんどなかっじゃなかつかなと思

われるような状況で、こういった災害に襲われる

と太刀打ちでけんという状況が出てくっと思うと

ですよ、それで担い手を育成するという事業も玉

名市で、国、県のことも活用しながら、玉名市で

もちっとは位置づけていかんといかんかなと思う

とですけど、全員協議会のときも言いましたけど、

その点では今度の当初予算には何も反映してない
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と思うとですけど、課長として見解を聞きたいん

ですけど。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 今、前田委員おっしゃったように、実態として

は、今はノリ養殖で玉名市の漁業は持っている状

況です。そこに今回、大きな被害、損害を受けら

れた状況を踏まえまして、早々に我々としては必

要な支援策を講じてまいりたいと、その中で、や

はり後継者不足に関する部分も併せにらみながら、

何か事業化できればと考えてはございますけれど、

ちょっとそこら辺は他市の同じような状況にある

自治体の例を参考にさせていただきながら、より

効果的な、効率的で効果的な施策を何か考えてい

くことができればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ぜひ、お願いしたいんですけど、漁業者の人た

ちもそれぞれ考えて仕事しよんなはるけん、この

前ノリの網が破れたんですけど、ノリ網も「おる

げには破くるまで使う」という人もおるかもしれ

ん。「おるげには１０年たったら新しかつと張り

替える」という人もおるかもしれん。あるいは

ポールも例えば、５メートル差し込むとか、ある

いはそういう人もおるかもしれん。しかしできる

だけ倒れんように、できる限り差し込むと、杭を。

ポールの買換えも計画的にするかもしれん。そう

いったことができやすいように支援を考えてほし

いと思います。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 予算資料の２８６の

森林保全事業なんですけれども、新生児贈答用木

製品製作作業委託とありますけれども、これは何

か木製品をつくって赤ちゃんが生まれたところに

プレゼントするというものなんでしょうけど、ど

んなものをされるんですか。 

○農林水産政策課長（前田竜哉君） 農林水産政

策課長の前田です。 

 １２節委託料において３６３万円の業務委託料

を今回予算化しておりまして、こちらの財源とな

るものが国から譲与されております森林環境譲与

税、これを玉名市配分の額を利用しまして、新生

児への誕生記念品として、木製品のタマにゃんプ

レート、現物はこちら、これはまだテスト、試作

品ですけど、タマにゃんの顔を形取りまして、裏

方にタマにゃんを掘っているものです。これは県

産材の栴檀の木を使っておりまして、これを４月

１日以降お生まれになった子どもさんに１つずつ

窓口で出生届を出された窓口で配布したいなと考

えておりまして、これはある意味木育と林業普及

振興を兼ね備えた新しい事業でございます。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 木は暖かみがあるし、

また、ちょっとおやつを入れて食べるのにもいい

と思いますので、おもしろい試みかなと思ってい

ます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、質疑及び委

員間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 ここで執行部入れ替えのため、暫時休憩いたし

ます。なお、再開は１４時３０分からとします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時２１分 休憩 

午後 ２時３０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き、

委員会を開きます。 

 次に、建設部及び企業局所管の議第１号令和４

年度玉名市一般会計補正予算（第９号）を議題と

いたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 これから審査いただきます議第１号令和４年度
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玉名市一般会計補正予算（第９号）に係る建設部、

企業局所管の主なものの内容につきまして御説明

いたします。 

 予算資料の１６ページをお願いいたします。 

 １３１番、道路メンテナンスサイクル事業の９

１５万１,０００円の減額は委託料と工事請負費

で委託料については舗装構造調査業務委託と路面

調査業務委託の入札残に伴う減額で、工事請負費

については、令和４年度の当初予算において国費

内示額の減額による事業費の減額と第２次補正予

算により来年度予定している２路線三ノ岳線と岱

明玉名線の前倒しによる増額の差し引きによるも

のです。 

なお、この事業の財源は国の社会資本整備総合

交付金として５０.５％の補助率で交付されるも

のでございます。 

次に予算資料の１７ページをお願いいたします。 

１３４番、橋りょうメンテナンスサイクル事業

の４,８７１万１,０００円の減額は、委託料と工

事請負費で委託料については橋りょう定期点検業

務委託の入札残に伴う減額と工事請負費について

は、令和４年度の当初予算において国費内示額の

減額による事業費の減額と単独の補修工事で発注

予定だった１橋を直営施工により補修完了したた

めの減額です。 

なお、補助事業の財源は国の道路メンテナンス

事業事業費補助金として５５％の補助率で交付さ

れるものでございます。 

土木課からは以上でございます。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 同じく１７ページ、１３７番、新玉名駅周辺整

備事業で、今回６,０４８万８,０００円の減額と

１３９番、公共下水道事業会計補助事業４,７０

０万円の減額は、主な理由といたしまして、新玉

名駅第２駐車場西側の優先的に整備すべき範囲６.

６７ヘクタールの一部を先行して整備するよう準

備しましたが、令和３年度中に事業を進めるため

の環境が整わなかったため、工事が実施できませ

んでした。 

令和４年度からは、開発を希望する企業と事前

協議を行なった上で開発に合わせたインフラ整備

を行なうことが造成後に不要となる構造物を設置

する必要がないなど事業費の圧縮につながるため

開発と一体で進めることが望ましいと考えており

ます。 

現在事業者と具体的な協議を継続して行なって

いるため予算計上していましたが、社会情勢等の

変化により事業者と協議が遅延し今年度の企業進

出に至りませんでした。それにより今回の補正予

算で減額しますが、引き続き企業との協議を進め

ていることから令和５年度予算にも計上しており

ます。 

 都市整備課からは以上です。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長の福島でご

ざいます。 

 それでは、続きまして次ページ。補正予算資料

の１８ページをお願いいたします。 

 １４１番、公営住宅ストック総合改善事業につ

きましては、５３２万１,０００円の減額をお願

いするもので、これは実績見込みによる事業費の

減額でございます。これに合わせまして、歳入に

ついて国県支出金を３９９万５,０００円及び地

方債を１３０万円、一般財源を２万６,０００円

減額するものでございます。 

 続きまして、１４２番、戸建木造住宅耐震対策

支援事業につきましては、１,３３２万６,０００

円の減額をお願いするもので、これは実績見込み

による事業費の減額でございます。これに合わせ

まして国県支出金を１,３７３万２,０００円減額

し、また県の復興基金の実績見込みによる減額分

の４０万６,０００円を一般財源で調整するもの

でございます。 

この事業につきましては、昭和５６年以前の木

造住宅や熊本地震で被災した木造住宅を対象に耐

震診断を行ない耐震性が低い建物の強度を高める
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改修や新しく建てかえを行なう際に費用の一部を

補助するものでございます。 

 以上で、議題１号令和４年度玉名市一般会計補

正予算（第９号）中、建設部及び企業局に関する

説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。以上で執行部

の説明は終わりました。 

これより質疑及び委員間討議に入ります。議第

１号について、質疑及び委員間討議はありません

か。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 １７ページの１３７番なんですけど、新玉名駅

周辺整備事業なんですけども、結局１回補正でマ

イナスになって当初で同じぐらいの金額があげて

あるということで、進んでなかったということの

中で言うんであれば、話が進んでから補正であげ

られてもいいのかなと思うんですけども、理由と

かもしくは企業とかの話が進んでいるのかお尋ね

します。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 決まってから補正をしたらどうかということだ

と思いますけど、事業所が決定して正式な協定後

に予算計上といった流れをいたしますと、手続き

に数カ月ほど遅れが出ているため事業者に結構言

われるんですけど、スピード感に対応することが

重要と考えています。 

また、事前に予算計上しておくことでインフラ

や各種手続きを行政が確実に行なうということを

事業所に示すことができるため円滑な事業者との

協議につながると考えています。 

 また協議に関しては、ずっと協議を進めており

ますけど、なかなか最終的な決定に至らないとい

うところが非常に多うございまして、私どももど

うにかしないといけないということは十分承知を

しておりますけれども、一応予算計上していくこ

とが事業者の進出につながるものと考えておりま

すので、御理解をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 人口が増えるのと、企業とか商業地域が増える

のは卵が先か鶏が先かみたいなところがあるとは

思うんですけれども、いろんな市民の方の声は、

新玉名駅の周辺はいつどうなるのかという話がよ

く聞かれますので、そういったスピーディーに対

応できるように当初であげてられるんであればそ

れでお願いします。それでよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今と関連することなんですけど、新規事業にも

確かに同じような新玉名駅周辺整備事業というの

があがっとるですよね。進める場合に、先ほど

あったような事業者との協議と合わせて地権者と

の協議が出てくっとじゃないかなと思うとですけ

ど、どっちば早うするかということになっとまた

悩ましいことで、地権者には早う言うたっちゃ結

局事業者がどくさんかはってたらあの話はありま

せんでしたということになるし、事業者と協議が

整って地権者に話したら、いやおらて言うて、何

件かの反対で結局できんごっなったというような

状況が出てくっと思うですけど、そういうことに

ついては基本的にはどぎゃん考え方で進めていき

なはっとですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 地権者の方とも一応勉強会とか、特に新駅の駐

車場西側の地権者６名に関しては、勉強会とかも

特によく来られてよく話をしますけど、早く見つ

けてくれということがよく聞かれます。またあそ

こが開発が一番しやすいもので実際業者の方も結

構来られているという話を聞きます。最終的には

なかなか事業に進まないというところがあります

ので、地権者の方たちもやきもきされているとは

十分わかります。それなので私たちも早めに決め

たいということは非常に思ってるんですけど、先
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ほども坂本委員もおっしゃいましたように卵が先

か鶏が先かというところで、基本的に住宅メー

カーとか住居系の事業者が多いんですけど、商業

施設がなければ買い物に行けなければ、なかなか

住んだりとかもできないという話が出ますので、

同時並行として商業施設の誘致も頑張っておりま

すけど、なかなかそういうところで決まらないと

いうところがあるので、できればというか今やろ

うとしているのは、商業施設と住宅経営のコラボ

レーションというか、一緒に開発を進めていくと

いうようなことで考えはしております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今進めようとされているところは農業振興地域

の関係は全くなかったですかね。考えんでよかっ

ですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 まず農業振興地域除外ができる熊本県のルール

がありますので、それに基づいてできるところを

お話をしている。県道とかに２辺が接していると

ころでないと開発ができませんので、そういった

ところを優先的に話を進めている状況です。 

○委員（前田正治君） なるほど、なるほど。前

田です。 

新年度にも新玉名駅周辺整備事業というのが計

上してあっでしょ。今言われたように農業振興地

域の計画を進める上では、まず農業振興地域ば外

すこと。あるいは二つ目に県道に接したところか

ら順番に開発していくこと。三つ目は、二つば同

時に進めることだと私は思うとですよ。だけん、

どういう方針で、その三つから選べていうこと

じゃなかっですけど、どういう方針で執行部が駅

前開発、進めなはっとかなと思うて。確固とした

方針が農業振興地域ば外さんと何もでけんという

ことだけが先走っと、ずっと遅れて遅れてなって

いくけん。どぎゃん考えなはっとかなと思って。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 まず農業振興地域を除外するというと、県の許

可とかがいりますので事前に県にはこういった計

画がくればどういったふうにすればいいのかとい

う打ち合わせも行っておりますので、また新年度

に予算をあげています２本の委託に関しては、大

型商業施設が来た場合、１万平米以上の出店とい

うことになると、イワト地域をはったりとか、交

通量推計をしたりとかそういったのが出てきます

ので、そういった予算も組み込んでおります。 

 まず、計画があって、具体的な計画がないと農

業振興地域が外せませんので、まずそこを具体的

な計画が出るまで至っていないというところが現

状ではありますけど、１日も早くできるように協

議は進めていますので、なかなか発表できない

ちゅうとが、何と言いますか歯がゆいところもあ

りますけど、一応そういったところにいくように

各種手続き、事業者がここは申請だけでも無理だ

からということがないように考えて進めておりま

す。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） はい、よかです。わかり

ました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（田畑久吉君） 田畑です。 

 今の問題に絡みまして、この用地購入費が４０

０万円だけの削減になっていますよね。駅前周辺

を整備するには、相当の用地がいると思うんだけ

ど。それと新玉名駅周辺まちづくりの支援業務委

託がマイナスになってますよね。これ、業務委託

業者がいなかったわけですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 用地費については各道路の道路分の用地分。西

側の道路分の用地分の代金になります。それと支

援業務委託、玉名駅周辺まちづくり等支援業務委

託の件なんですけど、これは具体的に商業施設な

どが進出すると決まったときに、その支援業務と
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どういったものが必要になるかという支援業務費

になりまして、実際企業が進出することがなかっ

たので、これを落とすということになっておりま

す。その費用ということになります。 

 以上です。 

○委員（田畑久吉君） その辺がすっきりしない

というかな。業務委託をする予定だったわけで

しょ。業務委託を受ける業者がいなかったのかね。

応募がなかったのか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 業務委託に関しましては、受けるところという

ことではなくて、進出をするという業者が決まっ

た場合、委託をするということで予算計上してい

ましたので、進出する企業がなかったので、委託

することがなかったということになりますので、

この委託を受ける業者がいなかったということで

はない。 

○委員（田畑久吉君） それは前もって業務委託

の予算をたてる必要はないじゃないの。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 先ほども言いましたとおり進出が決まってから

予算を立てても遅れが生じますので、協議をずっ

と進めている限りは予算計上しておいたほうがス

ピード感に対応するということで予算を計上して

いるという御説明をさっきしましたけど、その予

定でしていましたので、そこは御理解をいただけ

ればと思います。 

 以上です。 

○委員（田畑久吉君） こういう場合は、地権者

全部話をまとめて、オッケーもらったらね、その

面積をどういうふうにまちづくりをするのかにつ

いて業務を委託するわけでしょう。農地をあれに

かけるのはその時点でかけるにしても買収する面

積がわかってはっきりして、その面積をどういう

ような町にするのか。そういう業務を委託するわ

けじゃないんですか。 

また後で個人的に聞きますからいいです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。 

坂本委員と前田委員の関連ですけど、今地権者

との交渉は例えばどれくらい、割合でいうとどれ

くらい、例えば１００人おってどれくらいの承諾

というか同意は取れているもんなんですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 地権者、実際ここに進出するからということで

はなく、開発に同意をしますかという調査は行な

いまして、概ね９割の方の同意、借地にしろ用地

売買にしろ、大体９割の方が開発に前向きという

アンケート調査は行ないましてそういう結果に

なっております。 

 以上です。 

○委員（田浦敏晴君） はい、わかりました。 

 それとさっき、業者さん、出店する人たちとの

意見調整でうまくいってないという部分があると

いうことだったんですけど、例えばどんな、例え

ば値段の問題とか、造成費用の問題とかいろんな

問題あっと思うんですけど、例えばどんな問題が

ありますか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 一番の問題は、まずよく言われるのは玉名市は

人口６万５,０００人なんですけど、商圏が若干

足りないと。商業施設にすると人口１０万人が必

要というような話をよくされますので、その分で

商業施設の誘致がなかなか進まないというとこが

一つの原因かと思います。商業施設が来ないと住

宅も一緒にこれないという、先に住宅がなかなか

できないというところがありますので、そこが一

番の原因かと考えております。 

 以上です。 

○委員（田浦敏晴君） ありがとうございました。

候補があって、今じゃんじゃん詰めているという

ことですよね。わかりました。ありがとうござい
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ました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（中尾嘉男君） 関連でお尋ねします。こ

こについては、今話がありましたように農業振興

地域除外を先に計画で何が建つかわからんけども、

農業振興地域除外は先にはでけんとですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 まず先ほどもちょっと言いましたけど県の農業

振興地域を除外する場合、具体的な計画というの

が求められていますので、先にここに何かできる

から除外したいといっても県で受付られないとい

うことを言われていますので、具体的計画とその

後ほかにまだ農地が残りますので、水利とかきち

んと確保できるとか。そういった諸条件をクリア

してはじめて農業振興地域除外となりますので、

先に何がくるかわからないけれども、工業団地み

たいにただ土地を抑えることができないと聞いて

おります。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども、合併

前にこれは例ですけれども、横島町の現在役場が

あるね。横島支所が。あそこから市道の縦線が干

拓さん走っとるでしょ。あれの東側を面として、

中のほうはだめとたい。東側をずっとあれどのヘ

クタールだったかな。手前のほうだったけん距離

はあるけれどもね。これを何をするんじゃなくて、

その当時、横島町がここを責任持って何かをしま

す、作りますので農業振興地域を外してください

という県にお願いしてね。これがその代わり期限

のあったつよ。何年以内にしなさいと。ほんでそ

れを受けて横島町がうけたわけ。ところが誰もな

んやかんや一応農業振興地域は外れたけども、な

んやかんや事情があって何一つでけんだったわけ

よ。それで８年ぐらいだったかな。期限がね。今

度中のほうのいろいろ基盤整備補助事業の基盤整

備があっとに、それが支障になって自然に削除さ

れたとよ、農業振興地域は。ほっだけん、かなり

やっぱそこが何ちゅうかマイナス部分が大きくて

ね、そこはちょっと今から先は農業振興地域を申

請しても外されませんよというようなひどい県か

らのひどい指示があって今現在に至っとるわけ。

そういうことで、やはり今担当課長が申されるの

は、個人の施設が来て本格的に決まってからいろ

んな作業をしますというこっでしょうが。一つは、

本当にこれが玉名市が受け入れでくっとかなと。

相手さんにとっては今何もただ話だけであって、

おたくが来なはるならばこういうこともします。

ああいうこともしますよと。いろんなお手伝いし

ますよという話の内容でしょうが。今現時点では。

これじゃなかなか来る側としても来にくかっじゃ

なかろうかて。ああいう三ツ川の工業団地ね、あ

れはちゃんと設備をしてもう自分がそこに行けば

完全に成り立つわけよね。そういうような形をと

らんならばなかなか来んとじゃなかろうかて私は

思うとたいね。ただ単に話だけでぎゃんして予算

を組んでもこれが実行ならんでしょうが。相手が

おらんもんだけん。恐らく今度の令和５年どうい

う形になってくるかわからんけども、恐らく３年、

４年でやってきとる中で令和５年中にでくるかな

というのは私個人的には半信半疑のところもあっ

とたいね。 

何を俺が言いたいかちゅうとは、できることは

先に投資をしとかんですかて。今言う排水路整備

ね。及び道路。これなんかもある程度、今の時点

で大体の面積を確保してこの辺に１本水路の大き

かつば通しとかなんとか。これはでくって思うと

たい。そういうとにも農業振興地域が影響して

くっじゃないね。そういう作業ばしとかんと、水

路１本でちゃ私はでけんとかなというような思い

があっとたいね。そういうことを煮詰めながら

やっていかんならば今の状況で相手が来っとば、

待っとっていろいろしよってもこりゃ成立せんと

じゃなかかなというような心配を持っとる。 

もう一つ聞きたいのが、どういう今まで施設の

人たちが話をしに来よるのか、具体的に支障がな
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ければ話をしてくれんね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 まず、企業がどれだけきてるかということなん

ですけど、なかなかインターネット中継も映され

ていますので、はっきりと言えませんけど、住宅

系とか商業系の企業が大体協議をしている数が大

体２３社ぐらいあります。２３社全部が前向きと

いうわけでもありませんので、ここは玉名は無理

ですねと言われた業者もあります。そういったと

ころでまた先月から福岡支社を持っている営業所

とか、企業に直接お話に行って何とかできません

かというようなお話をしています。そういったの

を含めて２３社というところになります。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

課長あたりが２３社と話して、まあいいですね。

立地条件もいいですねとか言われて、最終的にそ

こら辺が相手さんが、どういうような形で腹が据

わらんのか。これどがん思うね。何が原因と思う

ね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 先ほどもお話しましたがけど、商業施設が来な

いと住居系はなかなか来にくいということがいっ

ちょあります。商業系の方に聞くと商圏はやはり

１０万人は欲しいということを必ず言われます。

１０万人というと、玉名市は６万人ですので、近

隣も含めてやっと１０万人になる。ということは

ある程度の規模感がないと集客力がない。そこが

一番のネックになるということではお話は聞いて

おります。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

現在玉名市は６万人、相手さんから見ると最低

１０万人おらんといかんと。そがんたわかっとっ

とたい。今玉名にどっだけおるかちゅうのは。来

る気がなかったいこら。そがん思わんね。何で腹

ん据わらんですかて。いやお宅は６万しかおらん

でしょ。私たちは１０万人のところば段取りし

よっとですたい。最初からわかっとるじゃないか

と言いたくなるわけよね。６万人現在おらんばっ

てんがそれに対しての誘致、玉名に対しての設置

ばせなんていう企業ばね、あたらんといかんと

じゃなか。そがん１０万人じゃなんじゃちゅうと

うっちゃうな。 

無駄、無駄。私はそがん思うよ。そら来なはっ

たなら二、三人で来なはったら半日ぐらいつぶ

るっでしょうが課長も。その人たちと話しばすっ

とに、無駄ぞ。無駄なこつはすんなよ。 

それよりも１日も早う農業振興地域ばとれるよ

うな段取りばせれよ。私はそがん思う。 

やり方次第では県も前向きに、今玉名駅前に関

しては前向きに向いとるけん、どがんかその辺ば

お願いしてたん、でくっところの計画段階で農業

振興地域の外れるような段取りば組んで、そら５

年でん１０年でん時間ばもろうて、そっだけある

ならある程度めどはたって思うたい。施設がでけ

ていくのは。そういう形ばとらんならば、もう予

算ば俺は課長が言うようにそん時ばったり、行き

当たりばったりで予算ば組みよっちゃったまた暇

んいるけんね。そら当初予算で組んどってよかた

ん。玉名市厳しか中に今度てちゃ６,０００万円

からこの駅前の問題で組むでしょうか。こら無駄

のなかごつしてくれよ。６,０００万円もあるな

ら田上課長、道路の舗装どしこでくるかい。だっ

でん泣きよらすばん道の悪してわからんて言うて。

それはそれとして玉名が今からね、将来に渡って

駅前開発ば進めていくけんこれは仕方ないけども

ね。予算については。そがん無駄な時間とね、無

駄金ばせんごつお願いしときますよ。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（江田計司君） 江田ですけど、今の問題

に関連してよかですか。例えば企業が一つ来っで

しょうが。そすと、一つ一つ要するに農業振興地

域除外をするわけですか。 
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○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 今の質問は企業が来たときその敷地だけ農業振

興地域除外するのかということになりますかね。 

○委員（江田計司君） はい。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 一応その予定で

ございます。 

○委員（江田計司君） はい。恐らく開発許可の

要るでしょ。一つ一つに例えば調整池ばつけたり

いろいろあるわけですよ。それよりも最初はあす

こは全体まとめて計画ばしよったっじゃなかです

か。 

 そすと、極端に言うとあの辺一体は先に計画ば

して、そして要するにもう農業振興地域も除外し

てしもうとくわけですよ。そうせんとばらばらし

よるなら虫食い状態。いっちょんよか町はでけん

ばいた。だから、最初からあすこば全体、時間か

かってよかですよ。２０年かかったっちゃよかで

すよ。その代わりにあそこば全部すんなら調整池

でんな。１か所にがばっともってくっとよかけん。

駐車場でんなんでんでくっとですよ。やり方に

よっちゃ。だからここにしよるけんがまとまらん

とじゃなかですか。これは町の計画、５年とか１

０年、それ以上かかっとですよ。だからよければ、

恐らく前のあの一角は全部そういう計画のあっ

たっじゃなかですか。だからそれに合わせて全体。

そすと今の工業団地でん１か所ば全部して調整池

も１か所にして全体ばまとめてあるわけですよ。

そすと好きな人がここのつば買う。だからそうい

う具合にせんとな、もう新幹線の玉名駅前は乱開

発。だからその辺は極端な場合は開発公社か何か

作ってしていかんならここに考えよったっちゃ、

先さん進まんばいた。もうこの話ももう何年なっ

ですか。だからどうせかかっとなら後２０年か

かったっちゃぴしゃっと一括してせんですか。そ

ういうことをお願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 課長が言われるように農地法が非常に厳しく

なってなかなか県道沿いであったりとか国道沿い

じゃないとなかなかそこに面したところじゃない

と農業振興地域が外れんというのは十分理解はし

ております。 

今江田委員からあったように中尾委員からもあ

りましたけれども、全体的な一つ一つの企業と話

をするんじゃなくて、よかなら荒尾市さんに御相

談を申し上げながら、競馬場跡地を三井不動産が

全体的に入って開発行為をするという話をよく聞

きますよね。極端に言えば、不動産屋が２０ヘク

タール、２０ヘクタールぼんて一括で購入してい

ただいて後は住宅地をどこに持ってくるか、商業

施設をどこに持ってくるかというのが一番手っ取

り早かっじゃなかつかなて思うわけですよ。そう

いう方面なところとの折衝を早めに全体的な見直

しとともにしていただくと開発会社の一つと１０

ヘクタールなら１０ヘクタール、２０ヘクタール

なら２０ヘクタールで折衝をしていくと。でもそ

こが商業施設は、どこばいれようか、住宅メー

カーはどこば入れようかということでいろんなこ

とばしていきなはっと思うとですよね。 

まさにそれが理にかなっているのが合志が今度

１７０棟ぐらいの分譲住宅地ばしなはっじゃなか

ですか。それが一番の良か例ですたい。全体的に

一つの会社ていうか、企業体を組まれてはいって

こられるというのがあるけんがですね。その辺を

もう１回精査して自分たちのところでどこと折衝

をするかというのを見直していただきたいと思い

ます。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。ありません

か。質疑。 

○委員（松本憲二君） 老朽化、空き家の除去支

援事業ということでありましたけれども、昨年度

で大体何件ぐらい補助金が活用されて、空き家の

除去がなされているのかというのを。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中
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尾です。 

 昨年度実績で言いますと１７件になります。一

応申請自体が４３件ありまして、補助対象は１７

件で、対象外が５件、辞退が７件ありまして、次

年度もう予算いっぱいになりましたので、次年度

繰り越し予定しているのが１４件あります。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） ありがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） 田畑委員、どうぞ。 

○委員（田畑久吉君） 田畑でございます。 

 駅前のことですと、もう一言お願いしておきた

いと思います。玉名が人口減少がずっと進んでま

すよね。１１月の末から２月の末で８７人減りま

した。この３月で３月、４月は人の移動があると

思いますので、大分減ると思いますね。企業とい

うのは、必ず人口の増減を必ず見ます。今の減少

の仕方だったら企業はきません。私も外国でロッ

テリアとかね、讃岐うどんの店を開発して、ロッ

テリアなんか１か月間交流人口の店の立てれる店

の前を１か月間調査します。そして人の動き、年

齢層の動きを見て、はじめてここだったら商売が

できるというて看板をくれるわけですよ。そうい

うふうにして、事業者というのはその辺の目が厳

しいわけですね。だから、玉名駅前も人口増加を

先に手掛けて農業振興地域除外ができるんであれ

ば、農業振興地域除外を除外だけして、しておい

てまずは人口を増やす方法を、徐々に月に例え１

０人でも２０人でもいいから上り坂になるような

人口の増やし方がでれば企業は来ます。必ず。今

のような人口の減り方しとって来ませんよ。私も

小さな事業の経験からそういった頭に浮かんでき

たんですけどね。だからできれば小さな事業から

人口の増える事業からやっていって、そしたらそ

の方向に持っていったらいいまちづくりができる

んじゃないかと思います。今あの状態で業者に全

体のまちづくり構想をつくってくれと言われても

手を挙げるものはいないと思いますよ。そういう

ことで一言付け加えておきます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（西川裕文君） 関連して、新玉名駅の周

りですけど。県市協定というのは継続はしとると

ですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 県市協定自体は

継続しているという認識でございます。 

○委員（西川裕文君） わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 １６ページの１２７番、１２８番なんですが、

土砂災害危険住宅移転促進事業とがけ地近接等危

険住宅移転事業ですけれど、これは事業が要求が

あったというか、事業があったのでしょうか。

あったなら何件ぐらいあったのか教えてください。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 まず、１２７番の土砂災害危険住宅移転促進事

業こちらの９００万円の減額につきましては、土

砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンと言

われている区域内にお住まいの方々が安全な地域

へ住居を移転させる場合に最大３００万円の補助

があるものです。当初予算といたしましては、３

件分の予算を計上しておりましたが、今年度は申

請がございませんでしたのでそちらの３件分の減

額となります。 

 続きまして、１２８番がけ地近接等危険住宅移

転事業、こちらの８２９万３,０００円の減額に

つきましては、建築基準法に基づきまして建築制

限区域内に制定前から住居を建てられて住まれて

いる方々が安全な区域へ移転されるために経費の

一部を補助するものでございます。こちらは当初

１件分の予算を計上しておりましたが、こちらも

今年度は申請がなくその１件分を減額するもので

ございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） わかりました。申請はな

かったということですが、やっぱり危ないところ

に住んでおられる方はいらっしゃるのは間違いな
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いですね。ちょっと確認です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに質疑及び委員間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 次に、議第５号令和４年度玉名市浄化槽整備事

業特別会計補正予算（第４号）を議題といたしま

す。 

 執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 予算資料は３０ページになります。３０ページ

の下段になります。 

 議第５号令和４年度玉名市浄化槽整備事業特別

会計補正予算（第４号）でございます。 

 ３０ページ下段のナンバー１番一般管理費２８

万８,０００円の減額でございますけれども、こ

ちらは令和３年度の消費税が確定したことによる

事業費の調整でございます。 

 続きまして、３１ページになります。ナンバー

２番公共浄化槽整備推進事業２５万９,０００円

の減額は主な理由としまして、浄化槽設置の実績

見込みによる事業費の調整でございます。 

 ３番元金につきましては、交付金が確定したこ

とによる財源の組み替えのため再審の補正はあり

ません。 

 次に、４番利子につきましては、事業の実績見

込みによる公債費利子の件で事業費の縮小に伴い

減額するものでございます。 

 最後に一番下になりますけれども、第２表地方

債補正でございますが、事業費の縮小に伴い１起

債限度額を補正するものでございます。 

 以上で、議第５号令和４年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計補正予算（第４号）の説明を終わり

ます。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第５号について、質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第５号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第５号令和４年度玉名市浄化槽整備事業特別

会計補正予算（第４号）については、全員一致を

もって可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第６号令和４年度玉名市水道事業会計

補正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

予算資料の３２ページをお願いいたします。 

 上段になります。議第６号令和４年度玉名市水

道事業会計補正予算（第４号）について御説明い

たします。 

 収益的支出、１款水道事業費用、１項営業費用、

４目減価償却費１,７４７万円の増額は決算見込

みによる減価償却費の調整でございます。 

 内訳としましては、建物で３８８万８,０００

円の減、構築物で１,４５３万６,０００円の増、

機械及び装置で６８２万２,０００円の増でござ

います。 

 次に、資本的収入、１款資本的収入、２項負担

金、２目他会計負担金で１３２万円の減額は、消

火栓設置の減に伴う負担金の調整でございます。 

 以上で、議第６号令和４年度玉名市水道事業会

計補正予算（第４号）の説明を終わります。 
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○委員長（多田隈啓二君） はい、以上で執行部

の説明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第６号について、質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、令和４

年度で、あれは何ちゅうとかな、専門用語は

ちょっとわからんばってん漏水すっでしょ。ポン

プ、家庭さん水ば送るでしょ。それとその誤差の

出てくったんね。数量の。実際使うたっとあげ

たっと。そのなんか漏水ちゅうような感じでなる

でしょ。あら、１年でどのくらいあるね。令和４

年度中は。わからんね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 いわゆる水道事業のですね。いわゆる有収率と

言いましてくみ上げた原水に対しまして、各家庭

に行き渡る水の量ということで、それが一定１０

０出るようであれば全然問題ないんですけども、

どうしても中尾委員おっしゃるとおり漏水ですと

か、例えば一部水量が出てしまった時に、合わな

い場合がございますけども、そちらの有収率とし

ましては、７９.５５％でございます。 

 ただこちらに関しましては令和３年度の決算で

基づいた数字でございますので、令和４年度につ

いては今後率は計算してまいりますので、令和３

年度ということで７９.５５％でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 なら、大体２１％ぐらい無駄水が発生してる

ちゅうこつかね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 委員おっしゃるとおりその数値が何らかの理由

で漏水等の可能性があるということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 令和４年度はある程度配管の新しく布設替え

ちゅうか、この伊倉地区なんか主にたいがいやっ

とるね。そういうところの多かところからしてい

きよっとだろけんね。布設替えは新しく。なら令

和５年度は令和３年度まじゃないていう見方でよ

かつかな。極端によかけん。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

 中尾委員おっしゃるとおりです。工事をして管

が新しくなれば、そこからの漏水というのはなく

なりますので、自ずと昨年度７９.５５％よりも

高い数値８０％台には突入するかと思います。そ

この数値はまだはっきりとはじいてませんので、

今の段階ではわかりません。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、あんま

なごなっといかんばってん。ちなみに今やりよっ

とこなんかが相当ひどかったつね。まだひどかと

このあっとね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 特に大倉あ

たりは結構ひどくて、管が大きいのが結構漏れた

りするもんで、そういうところを全体的に考えま

して老朽化しとるちゅうことで布設替えを行なっ

ております。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 大倉地区はもう整備は終

わったっだろ。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

 大体メインどころの管は終わっておりますけれ

ども、今度令和５年度からは大きい管のまた枝で

すね。１００ミリ以下７５ミリとか、そういうと

ころの工事に移ってまいります。メイン管となる

部分はあらかた大倉あたりはほぼ完了しています

けど、また細い細くなって管径が小っちゃくなる

部分に関しましては、令和５年度も一部あります。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 本管あたりが一番漏るる率は多かろけんね。枝

になってくるとたん、管の太さも小さくなるし、

大体枝管ちゅうかな、本管から引っ張るでしょ。

あれで通常７５ミリぐらいね、管の太さちゅうの
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は。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

 １００ミリ、７５ミリ、次が５０ミリとありま

して、うちが本管として扱う場合は大体４０ミリ

以上ですね。 

○委員（中尾嘉男君） ４０ミリ以上。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） ４センチあ

たりを水道本管として、それ以下になってきます

と個人さんで整備される給水管という扱いになろ

うかと思います。 

○委員（中尾嘉男君） 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

ほかに質疑及び委員間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第６号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これより採決に入り

ます。 

 議第６号令和４年度玉名市水道事業会計補正予

算（第４号）については、全員をもって可決する

ことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認めさ

よう決定いたしました。 

 次に、議第７号令和４年度玉名市公共下水道事

業会計補正予算（第４号）を議題といたします 

 執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 議第７号令和４年度玉名市公共下水道事業会計

補正予算（第４号）について御説明いたします。 

 収益的収入、１款公共下水道事業収益、１項営

業収益、３目受託工事収益４,７００万円は、新

玉名駅周辺整備の進捗により汚水枝線管路工事を

減額するものでございます。 

 次に収益的支出、１款公共下水道事業費用、１

項営業費用、３目処理場費２７２万３,０００円

の増額は長洲町終末処理場維持管理負担金などの

決算見込みに伴う調整でございます。 

 次に４目受託工事費４,７００万円は、新玉名

駅周辺整備の進捗により汚水枝線管路工事の減額

によるものでございます。 

 次に、８目減価償却費７４２万７,０００円の

増額は、決算見込みによる減価償却費の調整でご

ざいます。 

 次に、２項営業外費用、３目消費税及び地方消

費税１,２００万円の増額は課税収入課税支出の

事業決算見込みによる増でございます。 

 次に、資本的収入、１款資本的収入、１項企業

債、１目建設改良債１,９００万円の減額は大野

下汚水中継ポンプ場不明水工事費を見直したこと

による減額でございます。２項補助金、１目国庫

補助金３０５万円の減額は工事委託等の実績見込

みによる調整でございます。 

 続きまして、３３ページをお願いいたします。 

 次に、資本的支出、１款資本的支出、１項建設

改良費、１目施設建設費１,９０１万４,０００円

の減額の主なものは、大野下汚水中継ポンプ場不

明水工事費を見直したことによる減額でございま

す。 

 次に、地方債補正につきましては、事業実績の

見込みにより起債限度額を補正するものでござい

ます。 

 以上、議第７号令和４年度玉名市公共下水道事

業会計補正予算（第４号）の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第７号について質疑及び委員間討議はありま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、収益的支
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出について、消費税を１,２００万円補正してあ

りますけど、主な要因は何ですかね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 今前田委員

の１,２００万円の増額でございますけれども、

いわゆる増額ということでございますので、支払

消費税ということになりますと、事業費の中でそ

ういった費用がかさんだことによる消費税の課税

収入課税支出の増ということで１,２００万円の

増額ということでございます。 

以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、しかしそ

の収益的収入じゃ４,７００万円が減少でしょう。

いわゆる売上では。工事では４,７００万円の工

事ばせんだったわけですよね。だけん、売上が

減ったけん、消費税はその分減るかなと思うばっ

てん工事ばせんだったけん、その分がちゃらにな

りますよと。消費税の考え方からしてですね。一

番減った要因の主な要因は、住宅工事費がなかっ

たけんかなと思たっですけど。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） すみません。

お待たせしました。 

今の１,２００万円の増額ですけれども、前田

委員のおっしゃるとおり課税売上に対しまして課

税の支出のほうが少なかったことによるいわゆる

減額ということでございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

減価償却費の中の構造物が５８２万円と機械及

び装置が２３４万５,０００円てなっとっですけ

ど、これは令和４年度中にある構造物ば建てて、

この時点でも償却費がこしこになったということ

じゃなくて、以前建てたやつですかね。なるほど。

よかです。わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） はい。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、質疑及び委

員間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第７号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。 

 議第７号令和４年度玉名市公共下水道事業会計

補正予算（第４号）については全員一致をもって

可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第８号令和４年度玉名市農業集落排水

事業会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 同じく３３ページでございます。 

 議第８号令和４年度玉名市農業集落排水事業会

計補正予算（第４号）について御説明いたします。 

 収益的収入、１款農業集落排水事業収益、２項

営業外収益、４目長期前受金戻入５６９万１,０

００円の増額の主なものとしましては、熊本県の

補助金熊本県農業集落排水施設整備事業補助金の

決算見込みにより増額補正したものでございます。 

 なお、補助率は農業集落排水事業の整備または

改築で１００分の５０の補助となっております。 

 次に、収益的支出、１款農業集落排水事業費用、

１項営業費用、８目減価償却費１,４３２万８,０

００円の増は決算見込みによる減価償却費の調整

でございます。 

内訳としましては、建物で１２０万３,０００

円の減額、構築物４８２万円の増、機械及び装置

で８３０万５,０００円の増でございます。 

次に、１款、１項、９目資産減耗費５１７万６,

０００円の増額は、横島栗之尾処理場電気設備の

撤去等に伴う調整でございます。 

次に、１款、２項営業外費用、３目消費税及び
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地方消費税５００万円の増額は課税収入、課税支

出の事業決算見込みによる増でございます。 

次に、資本的支出、１款資本的支出、１項建設

改良費、１目施設建設費１,０９２万９,０００円

の減額は、令和３年度繰越事業天水町小田タケノ

地区計画書作成業務が完了したことによる減額で

ございます。 

次に下段になります。債務負担行為補正（１）

横島町地区機能強化対策外平真空ステーション施

設現場技術業務、（２）横島町地区機能強化対策

外平真空ステーション改築工事は本年度で工事が

完了したことによる廃止でございます。 

以上、議第８号令和４年度玉名市農業集落排水

事業会計補正予算（第４号）の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第８号について、質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 質疑及び委員間討議

なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 議第８号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。 

 議第８号令和４年度玉名市農業集落排水事業会

計補正予算（第４号）については全員一致をもっ

て可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 １時間過ぎましたので、議事の都合により暫時

休憩いたします。 

 なお再開は、１５時４５分からとします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時３７分 休憩 

午後 ３時４８分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き、

委員会を開きます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 先ほどの議第７号令和４年度玉名市公共下水道

事業会計補正予算（第４号）の中で、営業外費用

の消費税及び地方消費税が１,２００万円の増額

というところで前田委員から４,７００万円の工

事が減額になったことに対して、消費税が上がっ

ていることはどういう流れなのかというところで

御質問がございました。 

その中で詳しく再度御説明申し上げますと、こ

の１,２００万円と言いますのが、おおもとの消

費税の予算がございまして、これに関しては、先

ほど御説明しました４,７００万円の新幹線の駅

前の工事のほかにまだ数多くの量計収入もござい

ますし、また工事のほかのもございますので、全

体の予算の中で調整したところで１,２００万円

が超えてしまったというところですので、４,７

００万円の減に対しての整合性はございませんの

で、御了承いただきたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） 前田委員、よろしい

ですか。大丈夫ですか。 

次に、建設部、企業局所管の議第９号令和５年

度玉名市一般会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

これから審査いただきます議第９号令和５年度

玉名市一般会計予算の建設部企業局所管の主なも

のの内容につきまして御説明いたします。 

まず、土木課からは４つの事業に対しまして御

説明いたします。 

当初予算資料の２８ページをお願いいたします。 

３２９番、道路維持事業の２億６,０２１万７,

０００円は主なものとして修繕料と委託料で、修
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繕料については、各校区からの要望に対する軽微

な工事に対する修繕料です。 

修繕の種類としましては、道路陥没などの路面

補修、白線やガードレールなど、側溝などの排水

施設補修、街路灯などの道路浮体構造物の補修な

どがあります。委託料については、主なものとし

てまず市道除草業務委託で市道の中で特に車両の

通行が多い道路の路肩を除草する業務で、菊池川

堤防道路の除草など１２業務を予定しております。

なお、除草回数につきましては、路線にもよりま

すが堤防道路など通行が多いところで４回切、少

ないところで２回切を実施しております。 

次に、道路維持修繕包括業務委託で、これは土

木課が管理する市道や里道等において路面補修や

除草など複数の業務を包括して民間事業者へ委託

するものであり、現在は天水地区にて実施してお

ります。この業務のメリットといたしましては、

地元に精通している事業者へ委託することにより

早急な現場対応や予防安全、減災対策などに寄与

できるものでございます。 

続きまして、３３０番、道路メンテナンスサイ

クル事業の２億１,７２４万５,０００円は、主な

ものとして委託料と工事請負費で委託料について

は、路面調査業務委託でこれは交付金を活用して

舗装工事を行なう条件として路面正常調査車など

を用いて、舗装のひび割れや轍ぼれ平坦性などを

調査し、そのデータを解析した上で道路の現状を

把握するものでございます。 

令和５年度につきましては、約２０キロを予定

しております。工事請負費については交付金を活

用した補助事業では青木小岱線舗装工事ほか舗装

工事を１０路線予定しており、単独事業では舗装

工事１３路線、側溝工事４路線、区画線工事を１

路線予定しており、補助事業と単独事業合わせて

２９路線の工事を令和５年度で予定しております。

このうち３工事につきましては、令和４年１２月

議会において債務負担行為の御承認をいただいて

おりますので、すでに入札の手続きに入っており

ます。 

また、合計２９路線のうち天水地区の舗装工事

２路線と側溝工事１路線については、過疎債を活

用し整備を行なう予定でございます。なお、この

事業の財源は補助事業では社会資本整備総合交付

金として５０.５％の補助率で交付され整備を行

なうものでございます。 

次に３３１番、道路新設改良事業の２億８３０

万円は、主なものとして委託料と工事請負費で委

託料については測量設計業務委託で、６路線の道

路拡幅に伴う業務委託となります。この６路線の

うち天水地区の２路線については、過疎債を活用

し業務委託を行なう予定でございます。工事請負

費については、道路改良工事で１４路線の改良工

事を予定しております。この１４路線のうち天水

地区の３路線については、過疎債を活用し整備を

行なう予定でございます。 

続きまして、３３４番、橋りょうメンテナンス

サイクル事業の２億１,６８６万９,０００円は主

なものとして委託料と工事請負費、負担金補助及

び交付金で主な委託料については、橋梁定期点検

業務委託で、来年度は定期点検２巡目の最終年度

となり１２９橋の点検を予定しております。この

定期点検は、平成２６年の症例告示に伴い全ての

橋梁ごとに５年に１回の定期点検を行ない、適切

な維持管理を永続することが義務化されているも

のでございます。工事請負費については八嘉校区

で、ＪＲをまたぐ第２青野跨線橋の耐震補強工事

同じく第２青野跨線橋橋面補修工事ほか３橋の合

計４橋５件の工事を予定しております。この４橋

のうち天水地区の立花北横内橋の補修工事につき

ましては、過疎債も活用し補修を行なう予定でご

ざいます。 

次に、負担金補助及び交付金については、主に

ＪＲ跨線橋負担金で第２青野跨線橋の補修工事に

伴いＪＲで行なっていただく工事に対する負担金

でございます。なお、この事業の財源は、道路メ

ンテナンス事業補助金として５５.５％の補助率
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で交付され補修を行なうものでございます。 

土木課からの説明は、以上でございます。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 同じく２８ページ、３３９番をお願いします。

都市計画総務費６０５万８,０００円のうち主な

内容は、まちなか未来プロジェクトに要する経費

９４万円ですが、現在少子高齢化による人口減少

が進み、中心部で反映してきた在来線玉名駅周辺

や玉名市役所旧庁舎跡地周辺においても空き家、

空き店舗が増加し、まちなかの魅力や賑わいが低

下している中、旧庁舎跡地などの市が所有する資

産の有効活用が重要となっています。 

そこでその検討に当たっては新玉名駅、在来線

玉名駅、旧庁舎跡地、各商店街や温泉街などそれ

ぞれのエリアマネジメントを進めそれを有機的に

結び全体を俯瞰した長期的なグランドデザインの

構築を進めてまいります。令和５年度は、先進地

研修で２７万４,０００円とまちづくり会議に出

席する職員の時間外手当６６万６,０００円にな

ります。 

３４０番、土地計画法等に基づく事務事業３,

２８５万２,０００円の主な内容は、３Ｄ都市モ

デル整備に要する経費でこれは近年激甚化する災

害が頻発する中、災害に強く持続可能な都市づく

りを目的に都市の可視化をめぐるべく国と協議を

重ね国のモデル事業として玉名市が選定され３Ｄ

都市モデルのデータ整備オープン化を実施したも

ので位置的成果計画に位置付けた防災市に基づき、

地域における避難誘導の高度化及び地域の防災意

識の向上を目的とするユースケース開発を行なっ

ております。引き続き令和５年度は国の補助事業

を活用し、デジタルツイン公園環境を構築いたし

ます。これは人流データを利用した防災対策の検

証のため今回は高瀬浦川のエリアにおいて、しょ

うぶ祭り開催時期における人流データを取得し、

分析することで災害時における人流の把握や避難

誘導等の効率化等を役立てるとともに公園設備の

適切な配置管理、訪問者の利便性向上につなげて

いきたいと考えております。 

なお、この事業の財源は、国の都市空間情報デ

ジタル構築支援事業補助金として２分の１に相当

する１,５００万円交付されるものです。 

次の２９ページをお願いします。３４３番、新

玉名駅周辺整備事業６,１５１万６,０００円は、

新玉名駅の周辺の整備及び商業施設の立地促進に

要する経費で、用途地域等検討業務委託１,４６

６万円と交通推計業務委託１,０４１万３,０００

円は１万平米以上の大型商業施設を要望する事業

所に対応するための予算となります。 

３４７番お願いします。公園整備事業４,４５

３万円の主な理由は、公園施設長寿命対策工事で、

これは平成３０年から令和５年度までの長寿命化

計画に記載していた遊具の更新分で補助対象とな

るには単年度で３,０００万円以上の事業費が必

要なため更新対象遊具をまとめて更新するもので

す。対象公園は蛇ヶ谷公園、桃田運動公園、岱明

中央公園、立山健康広場、雲雀ケ丘第２公園にな

ります。なお、この事業の財源は、国の社会資本

整備総合交付金として２分の１に相当する２,２

２６万５,０００円交付されるものでございます。 

都市整備課からは以上です。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長の福島でご

ざいます。 

 営繕課所管の令和５年度当初予算につきまして

は、予算資料の２９ページの３５１番から３０

ページの上段３６０番までございます。 

営繕課からは３件御説明いたします。まず２９

ページをお願いいたします。 

３５３番、市営住宅施設管理業務の８,２３２

万３,０００円は、市営住宅３１団地、１,２０８

戸の市営住宅の維持管理に係る費用でございます。

具体的には、老朽化に伴う日常修繕及び給排水設

備や消防設備などの敷設整備のメンテナンス並び

に団地内の整備等でございます。 

財源は、家賃収入を充当しております。 
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次に３５６番、公営住宅ストック総合改善事業

の６,７７０万５,０００円は公営住宅等長寿命化

計画に基づき行なうもので南大門団地２棟及び山

田団地２棟の外壁改修工事等に係る費用でござい

ます。財源は交付率約５０％の社会資本整備総合

交付金及び公営住宅建設事業債を充当するもので

ございます。 

最後に３５８番、戸建木造住宅耐震対策支援事

業の１,４６７万５,０００円は先ほど３月補正で

御説明をいたしましたが、耐震性が低い建物の改

修や建てかえ等を行なう際に費用等の一部を補助

するものでございます。令和５年度は、令和４年

度の実績を勘案し、延べ３５件分を予算化してお

ります。 

財源は、交付率約５０％の社会資本整備総合交

付金を充当するものでございます。 

以上で、議第９号令和５年度玉名市一般会計予

算中、建設部及び企業局に関する説明を終わりま

す。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第９号について、質疑及び委員間討議ありま

せんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 資料２８ページの３３９番、都市計画総務費の

中のまちなか未来プロジェクトなんですが、これ

は市の１０年ビジョン予算の主要施策でもあると

思うんですね。先ほど９４万円ということで、こ

れ新規事業になるんですけど、エリアマネジメン

トでいろいろ予算を使っていくということだった

んですけれども、旅費関係が六十数万だったとい

うふうに聞こえたんですけど、予算書のほうから

なかなか見えづらかったもんですから、もう一度

９４万円の内訳を教えていただければと思います。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 先進地研修の旅費として２７万４,０００円と

まちづくり会議に出席する職員の時間外が６６万

６,０００円です。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） その旅費の２４万７,０

００円は、これは何人分ぐらいで。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 旅費に関しては、東北の先進地の旅費は２人分、

後は九州内は公用車で行けますので、できるだけ

多くの人数で行こうというふうなところで予算化

をしているところでございます。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

 ぱっと見た時にそれくらいかなと思ったんです

けども、この間の北本委員の一般質問でもあった

とおり、これからグランドデザインをやっていく

中であんまり時間をかけられないものもあると思

うんですね。中央病院跡地だったり旧庁舎市庁舎

跡地だったり、玉名駅周辺の空洞化に対する対策

だったり、であればもっともっとそのデザインを

どういうふうにしていくかといったところで、先

進地視察にもっともっと時間をお金をかけるべき

だと思うんでですね、ここをもう少し補正でもい

いんで、もっともっと追加でいろんな所に行って

いただいて、いろんな案を出してきていただきた

いと思いますので、そこのところもまた検討のほ

うお願いしたいと思います。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 ありがとうございます。一応委員おっしゃると

おり今後のために検討したいと思います。 

○委員（松本憲二君） 関連でよかですか。松本

です。 

 一般質問でもグランドデザイン、グランドデザ

インて出てきたわけですよね。グランドデザイン

は早くせんと結局人口は流出するばっかりですよ。

その予算も結局あがっとらん。業務委託ばすっと

なら業務委託ばする。先進地に大野委員がおっ

しゃったように行くなら行くで早急にこればせん
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と何も開発もせんけんが玉名には魅力はなかてい

うて、出ていきよらす部分も多分あっとかなて思

うとですよね。補正であげなはっとかわからんで

すよ。グランドデザインに関しては。総合的にど

がんするかていうとば、早め早めにちゃんと予算

化していただきたいというのは本当の思いです。

何もせんとずっと手つかずのままに、都市計画審

議委員会にも私入ってますけれども、そこが一番

の玉名が生き残っていくのに一番必要じゃなかつ

かなと思うとですよね。その辺は大野委員がおっ

しゃったように補正でもばんばんばんばん予算ば

あげて、結局どこのプロジェクトば作って、グラ

ンドデザインというのをしてくれる委託業者がど

こに頼んだがいいのかというのも早急に検討をし

て全ての面で早急に予算化も付けていただいて、

していただきたいというふうに私も思いますので,

よろしくお願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今のグランドデザインについてなんですけど、

中央病院の跡地は今はまだ玉名市の所有じゃなか

ですよね。しかしいずれはここ１年ぐらいで玉名

市の所有になっとじゃないかなと思われるんです

けど、その場合はグランドデザインの中に跡地も

含めてということでよかですかね。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 中央病院跡地に関しては、次年度令和５年度に

解体をされてその後玉名市に来るという話を聞い

ておりますので、グランドデザインを描く中では

当然大事な場所になるかと思いますので、それは

頭からそこを含めたところで考えるように予定を

しております。 

○委員（前田正治君） ならよかです。わかりま

した。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ２９ページの３４７番、公園施設長寿命化計画

に基づく施設の改修ということでこれは要望です。

せっかく改修されるんであれば、市民のというか

小さいお子さんたちの持っている方々の声を少し

反映していただけるように。大分いろいろ調べて

はいらっしゃるでしょうけども。いろんなとこ市

民も行ってますので、ぜひともいくつかでも聞い

てもらえればありがたいなと思ってます。せっか

くつくるから良いものになるようにお願いします。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 ２９ページの３５３番ですけど。市営住宅施設

管理業務なんですけど、こちら財源は家賃収入と

いうふうにお聞きしたんですけれどもこの管理費

と家賃収入というのは、バランス的には家賃収入

はほぼ管理費でなくなっているのか。どういうバ

ランスになっているのかちょっとお聞かせくださ

い。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長の福島でご

ざいます。 

 ただいま委員からの御質問でございますけれど

も家賃収入につきましては、大体１億６,０００

万円ほど家賃収入はございます。そのうちのここ

にあがっております８,１００万円程度を維持管

理費として充てているということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 残った家賃収入というのはどういう形でプール

されているとか。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 ここの２９ページでございますけれども、例え

ば家賃収入をどれに充当しているのかという御質

問でございますけれども、例えば３５１番の住宅

管理費の一般管理費であったりとか、３５２番で

あったりとか、後３５４番であったりとか、３５

５番の要は市営住宅に関する業務に携わる職員の
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人件費であったりとかいうふうな諸々の費用に家

賃収入を充当しているというふうなことでござい

ます。 

以上でございます。 

○委員（德村登志郎君） 德村です。 

 そしたら大体それで収支的にはとんとんになっ

ている感じなんですかね。どんな感じですか。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 家賃が全てそれだけで、何て言いますか、ここ

に書いてるやつで申し上げますと、当然これを足

しても残りの８,０００万円はいきませんで、そ

れ以外にでも一般会計に繰り入れて残った部分に

ついては、充当しているというか使用していると

いうふうなことでございます。 

以上でございます。 

○委員（德村登志郎君） 結構です。ありがとう

ございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（中尾嘉男君） ちょっと今んとに関連し

て、何かな外の外壁かな。工事ばいろいろしよっ

でしょうが。こういうとも補助があるけれども、

補助以外一般財源で持ち入れしよっとだんね。家

賃収入と全体の経費はちゃらにはならんわけ。

どっちが太かね。やっぱいろいろしよっとが大き

かろ。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 今中尾委員の御質問でございますけれども、基

本的には先ほど言いましたように１億６,０００

万円程度収入が入りまして、当然市営住宅に関す

る業務に充当したりとかしているんですけれども、

今おっしゃったストックマネジメントで住宅改修

を行なうという費用にも具体的に言いますと、そ

ういうところに費用として一般財源のうちの費用

として充てられるいるケースはあろうかと思いま

す。そこら辺の内容については私の営繕課のほう

でも全ては把握はしておりませんけれども、基本

的にはそういうところにも充てられているんでは

ないかなというふうには思っております。 

以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

特段家賃収入でそれの積み立てとかなんかはな

かったいね。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 今中尾委員の御指摘のとおりそのようなことは

ございません。 

はい、以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、２８

ページの３２９番、修繕費７,１９０万３,０００

円とあるけれどもこのうち先ほどの説明では道路

の白線等々の費用も入っとるちゅうことだったけ

れども、大体白線で何キロぐらい引くとね。この

予算で。わかるね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 長い白線を新たに整備する場合には、こちらの

修繕料ではなくて工事費のほうで計上しておりま

す。こちらのほうの修繕料での白線と申しますの

は、どうしても交差点部分でありますとか、通学

路の部分でありますとか、そういった部分で危険

性がある部分で５メートル、１０メートル、２０

メートルとかそのくらいの小規模な範囲の補修修

繕を行なうための費用のほうを修繕料を見ており

ます。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、この白

線についてはね、市民の方からの要望のそうな

あっとたんね。苦情というか、あそこの白線が消

えとるけん、もう危のうしてわからんとか。交差

点に止まる入るために一時停止とか、そういう白

線がのうなっとる。内容が複雑だもんね。土木課

に言うてくださいとか。これはうちでいいけども、

これは土木課とか。土木課から言わすっとこら安

全課の仕事たいて。何かわからんとたい。この白

線ちゅうのは非常にわかりにっか。後々この白線
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あたりにはどこかが専門で専用して引くようなこ

つばせんと話が行き違いになってねわからん。今

の課長の話では交差点に入る５メートル以内とか。

要するに一時停止とか横断歩道とかば今言いよっ

ただろて俺は思うとたいね。そういうところなん

かの点検、これは悪かね来年度せにゃいかんねて

いうような消えかかっとる、消えとる、完全に消

えとるそういうところはそういうことでやりよっ

とね。点検しながらやっていきよっとね。要望が

あったけんすっとね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 先ほど中尾委員がおっしゃっられました横断歩

道、停止線につきましては、管轄のほうが警察の

公安委員会のほうになりますので、そちらにつき

ましては土木課での修繕は行なっておりません。 

○委員（中尾嘉男君） そういうこつばかり言う

わけたん。たらい回さるっとたん、我々は。我々

はよっぽどよか市民の方がそうしたふうに区長さ

んあたりが言いぎゃいくと窓口の違うとですたい

て。ああそうやていうてこうして帰らないかんわ

けたいね。そっじゃ提供がおろそかになっとるわ

け。よかたい俺が質問したし、ちょっと途中で

茶々ば途中でいれたけんいかんとばってん。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 委員御質問の点検をしているのか、要望で動い

ているのかということですけれども、道路の点検

につきましては、シルバーのほうに委託もしてお

りますので、そちらは白線だけではなく道路陥没

とかも見ていただいておりますけれども、そちら

と要望と両方とも合わせた形で白線の引き直し等

は行なっております。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 具体的に建設課で白線を入れるのはどういうと

ころに入るっとね。ちょっともう１回そこば言う

とって。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 土木課のほうで基本的に白線を入れるところと

いうのは道路維持の事業でございますので、もと

もと白線が引いてありましてその白線が消えか

かっているとか、もしくは消えているとかそう

いったところを主に対応しております。その対応

をするに至りましてどうしても合わせてこちらの

ほうも一緒に新たに引かなければ危ないというよ

うな判断される場所については、一部新規の部分

についても白線を引いております。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 確認ですけど、中尾です。 

交差点内ちゅうかその周囲、これは建設には関

係ないわけね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 交差点周辺でございましても横断歩道と停止線

以外の例えば外側線等はうちのほうでの対応とな

ります。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） せからしかね。ほんなこ

てわからんばん。 

３３１番、先ほどの農地整備課のほうにもお尋

ねしたつばってんが、地元要望による事業ね、こ

れは土木では通常何年待ちぐらいね。地元の区長

さんが出してそれが設計なり工事に着手するまで

どのくらいかかるね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 場所等の緊急度、危険度等にもよりますけれど

も通常やはり３年から５年はかかっているような

状況でございます。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

こら原因な予算かね。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 委員おっしゃっいますように予算等もございま

すけれども、私たちのほうでの要望と申しますの

が例えば用地の拡幅に伴う道路改良事業とかがご

ざいますので、そういった部分につきましては、

詳細な用地測量とかを行なって、用地買収を行

なってその後工事となりますので、例えば要望が
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あった次年度から用地測量のほうに仮に入れたと

いたしましてもどうしても工事が二、三年後に

なってしまうというような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。大

丈夫ですか。ほかに。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ２９ページの市営住宅運営業務についてなんで

すけど、今市営住宅で例えば火事であるいは台風

で家を失った人が緊急に入居するための空き部屋

というのはどのくらい確保してあっとですかね。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 ただいま前田委員の御質問でございますけれど

も、営繕課のほうには随時具体的に言いますと１

戸、２戸程度は必ず例えば火事でとかいろんな今

おっしゃったような状況に対応できるように空室

を持っているといいますか、そのような対応はし

ております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今市営住宅の入居ば募集されるでしょ。その時

の何ていうか、平均的な競争率というか、これは

どの程度ですかね。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 最近で申し上げます。募集は随時行なっている

んですけれども、空いたらまずそこをクリーニン

グするために大体３か月ぐらい準備をしまして、

その後募集にかかっていくという話になるんです

けれども、今のところやはり１.５倍とか要は団

地によって人気のある団地によっては高いところ

もございますけれども、やはりそんなに高くはな

かったりとか例えば時期があんまり人が動く時期

じゃない時期に募集をかけてしまうとそんなに高

くはない応募率になってしまうと。高くても１.

５というふうに認識しております。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 市営住宅入居に対する市民のニーズというのは、

一点何倍あるということだけん入りたいと思う人

はおっとかなと思うとですよね。今一本松団地と

大倉団地は老朽化しとるけんからなんですけど、

ずっと募集ばしよらんでしょ。しかし外からこう

見るとちょっと修繕すっと入れるような状態のと

ころも一本松団地あたりはあっとじゃなかかと思

うとですけど、大倉団地一本松団地については実

際今後どぎゃんすっとですか。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 前田委員の御質問でございますけれども、まず

大倉団地、一本松団地に関しましては、やはり老

朽化が著しいという判断を営繕課としては行なっ

ております。政策空き家と見なしておりまして出

られたときの新たな補充は行なってないというふ

うなことで今議員がおっしゃったとおりでござい

ます。あそこの大倉団地については、ただ大倉団

地は今のところ具体的に言いますと入居率が５７.

５％、２２８戸に対しまして１３１戸入居されて

おります。それと一本松団地に関しましては１４

９戸に対しまして７９戸、要は五十数％まだどち

らも入居されている状況でございます。大倉団地

については、すでに申し上げておりますとおりあ

そこは廃止の予定です。大倉団地に関しては。そ

して一本松団地に関しましては、新たにあそこは

全ての方が出られた時には、あそこの土地に新し

い団地を造るのかそれとも別の方法、民活と呼ば

れる民間のアパートを利用して云々というやり方

であったりとか、そういうふうなものを検討して

いる段階でございます。 

 ただし何度も言っておりますとおりまだ半分以

上の方が入居されておりますので具体的に一本松

団地については何々を行なうというのはまだお伝

えをしておりません。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。 

 ですから、住んどる人を追い出すわけにはいか
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んとですけど住んどる人がおらんようになるまで

ずっとそんまましとくていうことですよね。結局。

そっでよかつかなと。市営住宅は何のためにあっ

とかなということをしっかり考えてもらって、活

用する方向で。確かに大倉団地、一本松団地はト

イレも水栓じゃなかしやっぱり劣悪ですよね。そ

ういう状態を放置すること自体が問題だというこ

とで、一般質問でも言うたとですけど。今後の活

用を考えて欲しかっですよね。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 一般質問に前田委員からあったものですから当

然大倉団地、一本松団地の今後、方向性というの

は当然考えていかなければならないと考えており

ます。今のところ先ほど言いましたように老朽化

が著しい状況でございますので、移転を速やかに

していただくように大倉団地、一本松団地、馬水

団地もそうなんですけれども、そこから移転され

る場合、団地内のですね。通常は今入られている

団地に入居の方が別のところに移るということは

できないルールになっております。ただし、今申

し上げました一本松団地、大倉団地に入居の方は

別の団地空いているところに優先的に入れるよう

に行なっております。ですから、今年度から今年

度も２０件の移転補償費を計上させていただいて

１８件の方々に移転していただいたところでござ

います。ですから我々としましても移転を速やか

にしていただくような働きかけは入居者の方には

常に行なっておりますので、そこを行ないつつ今

後の計画についてもですね、できるだけ早く作っ

ていきたいと方向性を示していきたいといういふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど。わかりま

した。市営住宅の家賃はそれなりの収入で決まっ

とですけど、その収入が財源となっていろんな施

策もできていると。今言いなはったように一本松、

大倉団地の部屋数からの入居率というのは、かな

り低かなと思うとですよ。その分収入が入るとこ

ろから入ってきとらんということにもなるけんで

すね。積極的に今後の大倉団地、一本松団地の方

向性活用について検討していただきたいと思いま

す。 

○委員（中尾嘉男君） それ関連して。課長が一

言馬水とおっしゃったけども、横島の町営住宅の

横にある長屋の馬水たいね。これも今現在一人か

な。入っとらるっとが。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 今中尾委員の御質問でございますけれども、今

まで入られていた方が、今月、先週退去されまし

たので、今のところ馬水はゼロということになり

ました。 

○委員（中尾嘉男君） ゼロね。ゼロであれば今

後解体をしてどうするかということだけども、俺

あそこ、ときたまさらいてみるけれども、ちょっ

と何か手ば入れればよかっじゃなかかなて。帰っ

てこっちの桜谷よりもね、年功はどがんした年功

になっとるか知らんけども、一人暮らし何かには

もってこいたいねあそこは。どがん考えゆっとね。

解体して更地にして後はまたつくっとね。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 馬水団地に関しましては、そもそもで言うとど

のような方向性でいくかというふうなのが決めか

ねているというところではございました。ただし、

それはどうしてかと申し上げますとあそこは６世

帯ある中で最近までまだ２世帯の方が入られてま

した。入居されていたということで。２世帯の方

が退去されたということで今空いている状況に

なっておりますので、あちらのほうについても今

後の方向性については当然これから即急に対応し

ていくんですけれども、一つの流れとしてはやは

りあそこを除却更地にしてということでそこを軸

に検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。営繕課としてはですね。営繕課としてはあそ
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こを更地にしてというふうな形で対応できればと

今のところは考えているところでございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 担当課としては更地、横に公共施設があるから

それと一体的に考えていくかなというふうにも思

わんじゃないけれどもね、需要があっとたいね。

相当聞かるっとたい。あそこに入られんですかど

がんですかて。もうあそこは何か使用禁止、もう

ちょっと古かごたるけんていうことで言いはしよ

るけども、何か需要が全然なかつならね金をかけ

ても仕方ない話だけども。ただ私は思うとに、床

のフロアかね。あれあたりば変えるなら新品同様

の何になっとじゃなかかねて思うたいね。全部ト

イレ何かも水栓でしょうが。別に問題なかて思う

とたい。大体私の感覚で４０年ぐらいかな、築の。

そのくらいどまいっちゃおらんかなと思うけども

ね。平屋でそがん荷重のかかっとる家でもないし

ね、もうちょっと需要と現地ば考えてみるならま

た使おうかねという気にならせんとだろかねと思

うとたいね。その辺も検討してくれんかな。さ

るっことであれば。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 あそこの馬水団地については、委員がまさに

おっしゃったように需要と供給を考えた上で我々

としましては、営繕課としましては、あそこの利

用価値はそんなに高くないんではというふうな判

断をいたしまして今後についてはですね。結論を

出したわけじゃございませんけれども。今後につ

いての方向性という意味では、今後除却しそして

更地というふうな一つの方向性として考えている

というところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけど、あそこの

場合は入居の条件がいろいろと普通の住宅と違う

てね、いろいろあったつよね。そういうところか

ら利用者が少ないというこつもあるかもしれんけ

ども、今のニーズに合わせてやっていけば手ば挙

げて入らさせてくださいていう人は結構おらるっ

て思うとたい。私がなぜそういうこつば言うか

ちゅうと自分の持ち家であっても、いろいろ生活

苦で市のほうからの手当てをもらいながら生活さ

れとる人たちが中にはおるしね。要するに住まう

ところのないという感覚たい。生活保護でんもら

えば多少の住宅の補助は出てはくるけどもそこま

で援助はしてもらわんでも何とか自分の力で精一

杯トセンのでくっていう方々もおらるっとたい。

そういうところは家賃がぐんと下がるけんね、俺

もあそこら辺に入りたいて希望される方も結構お

らるっとよ。課長あたりにはそういう利用者の声

が直接こう入ってこんかもしれんけども、我々議

会員に対しては、いっぱい入ってくっとたい。そ

れはもうちょっと研究してもろうてね、どうして

も使えんていうなら解体でんせにゃいかんばって

ん、まだまだ課長も見た感じこらいけるねて思う

でしょうがあの住宅は。そら失礼か話ばってん一

本松あたりよりも大倉あたりよりもうんと良かて

思うよ。今の馬水は。そういうことで。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。 

 今中尾委員からのいろいろ御指摘をいただきま

したけれども、今回このような形で申し上げた馬

水団地については当然解体を行なうとか、どのよ

うに行なうとかということは、長期整備計画で

あったりとか、公営住宅等長寿命化計画に基づい

て我々としては行なっていくものでございますの

で、そこに照らし合わせて今委員からの御指摘が

あったことも当然踏まえた上で、検討してまいり

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 最後によかね。今二人お

られた方が今度出られたちゅうこつだったね。何

か市のほうからの誘導で出て行きなはったつね。

何か強制じゃないけれども、そういう感じじゃな

かつね。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ
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います。 

 こちらのほうから別に誘導とかは行っておりま

せんし、当然移転された場合の移転補償費、先ほ

ど言いました１７万９,０００円についてはお話

をいたしましたけれども、それ以外にはこちらの

ほうから行っておりません。自発的に退去された

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） なら今の説明で私たち受

け取ってよかつね。 

○営繕課長（福島修生君） はい。お見込みのと

おりで、はい。 

○委員（中尾嘉男君） 市のほうからしゃんむり

出ていくけん、こしこ銭ばやるけん出ていけて言

わしたけん出たったいなて苦情の来るこつはな

かったいね。 

○営繕課長（福島修生君） 営繕課長福島でござ

います。そのようなことは一切ございませんので。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 さっき山下委員のほうからあったんですけど、

公園施設の整備のところで令和５年度までの計画

でということで今回何か新しい遊具を入れるんで

すか。それとも改修するだけですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 基本的には改修ということになります。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ４,０００万円超えんと国の交付対象にならん

ということ。４,０００万円は別に超えればなる

とですか。いろいろ集めんでも別に。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 基本的に３,０００万円を超えたら国庫補助と

いうことになりますので、今回は６年間の更新予

定をしていましたけれども、年度毎で１,０００

万円いくとかいかないとかいうところばかりだっ

たので、それを最後にまとめてするということで

国庫補助対象になるということです。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 令和６年からまた計画は立てるということです

か。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 去年と今年でまた時期長寿命化計画の策定をし

ていますので、その策定をしたら令和６年度以降、

また今回の計画に則って改修を行なっていくとい

うことになります。 

 以上です。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今つくっているということで、それも令和６年

度の計画ですか。令和５年度の計画。令和６年度

からのやつは。何年かの計画。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

 基本的には計画自体は１０年間の計画になりま

す。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（松本憲二君） すみません、関連で松本

です。 

 公園整備事業。よく聞くのが玉東の木葉駅のと

ころのタウンだったり、オレンジタウンだったか

な。あそこに公園があるじゃないですか。玉名市

内の方があそこがよかていうてほとんど小さいお

孫さんとか、小さいお子さん連れていうのは結構

行かれてるみたいなんですよね。よく言われるの

が滑り台の種類もいっぱいあって、非常に遊びや

すい公園というのをよく聞きます。玉名は蛇ヶ谷

は長い滑り台とかがあるけれども、駐車場の整備

もなかなかおぼついてないような状態で、全体的

に玉名市の公園で遊べるような公園整備というの

は大体どこば主力に考えよんなはっとですか。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中
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尾です。 

 玉東のオレンジタウンは土地の開発によってで

きた調整池を利用した公園だと思います。玉名市

では今総合公園としては蛇ヶ谷公園、桃田運動公

園になりますけど、桃田運動公園のほうでいくの

か蛇ヶ谷公園のほうでいくのかというところにな

りますが、今一番考えているのは再開発じゃない

ですけど、蛇ヶ谷公園ができないかなというとこ

ろで考えております。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すみません、さっきと重

複するんですけども、そういう面もしっかり早く

早急に対応をしていただいて、わざわざ玉名市の

人が玉東町に結構遊びにいきよらすと。公園ば目

指してですよ。そういうことが起こらんように公

園の整備事業もしっかり行なっていただきたいと

思います。 

関連でよかですかねまた。公園の３４８番での

除草作業委託であったりとか、３２９番これは市

道の除草の委託というのが市道では約８,５００

万円、公園でもこれには載っとらんかな。除草の

作業が多分あると思うとですよね。全体的に刈り

取った草というのは大体どがんふうに。道路の草

は大体どがんふうに今なりよっとですか。それと

公園の草に関してはどがんふうな処理がなされ

よっとですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 道路の除草につきましては、基本的に草は産業

廃棄物扱いにはなりませんので、各業務委託を行

なった施工業者さんのほうで責任持って処理して

いただいているという状況になります。 

以上です。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

公園の業者委託に関しても同じ理由になります。 

○委員（中尾嘉男君） 燃やしてよかつね。 

○委員（松本憲二君） 燃やしはせんという話。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 都市整備課の中

尾です。 

燃やすのは別の意味でだめかなというふうに考

えております。 

○委員（中尾嘉男君） わからんと。何ていうた。 

○都市整備課長（中尾賢治君） 燃やすことは別

の法律とかで燃やすといけないとなっているので、

だめだと思います。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 ほとんどの道路、公園のでも長くなって結局切

りなはっじゃなかですか。今公園あたりとか道路

あたりを見とっても、集めてそれば軽トラックに

積んだりだとか、２トン車に積んだりだとかとい

うて搬送ばしよんなはっですたいね。これは私の

考えなんですけれども、ハンマーモアというのが

ありますよね。今ほとんど刈り払い機で切りよん

なはっじゃなかですか。あれのちょっとした機械

でハンマーモアで切ったら小さくゴルフ場何かの

整備というのはほとんどハンマーモアでされるわ

けです。それだったらそこに置きっぱなしで風が

吹けばぴゅっと飛んでいくような感じでですよし

てもらえば、いつも先ほど課長がおっしゃったよ

うに通行の多いところは年４回それによっては２

回のところもありますということだったんですけ

ど、なかなか２回だったり４回でも非常に夏場と

かには草丈が伸びるもんだけん、公園あたりば見

よけば、公園で遊ぼうと思っても草がいっぱい生

えとって遊べんような公園も多々見かけるわけで

すよね。そういう機械での除草作業というとは困

難ですか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 今委員がおっしゃりますように非常に機械での

施行というのは非常に良い面がたくさんあるかと

思いますけれども、土木課としては機械の購入費

等々も考えて、なかなか機械のほうに踏み切れな

いところはございますけれども、今現在新たな試

みといたしまして、うちのほうで業務委託を出し

ている路線とは別に地元で区役的な形で除草をし

ていただくと。そういったことに関しましては地
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元のほうに優先的に機械借上げ等でお支払いする

というような形をとっております。その場合刈り

払い機１日１台いくらというような基準を設けま

してその形で例えば１０人で１０台半日間使いな

はったらその分の機械借り上げ代をお支払いする

というような形で新たな試みとして今現在施行し

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 何で私がこがんこつば言うかというと、私たち

が農業ばしよるのに、畦畔ですたいね。畦畔ば前

は刈り払い機で切りよったわけですよ。今ハン

マーモアでもトラクターあたりにつけて収縮する

ようなハンマーモアも出てきとるわけですよ今私

たちもそれで全部切るもんだけんが前は大きく

なって結局人間で切ってそれば燃やしよったわけ

ですたいね。今は小さくなるけん早め早めにこれ

ぐらいでさーっささーっさ切られるわけですたい

ね機械だけんが。そがんとでいくならこの委託料

とかも軽減がでくっとかなと思うたわけですたい

ね。その持ち出しとかもいろんな機械が自走式で

キャタピラー式の小さいのもいっぱい出てきとる

けんがですね、その辺もいろいろ勉強していただ

いてその辺にも業者さんにも負担もかからんし、

機械的にもそんな高いもんでもありませんのでそ

の辺もちょっと検討していただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（大野豊重君） 今の除草のところの関連

なんですけど、この間の一般質問のときに今の話

出てたと思うんですけど、その時にコンクリート

化と防草シート化を検討すると言われてましたけ

れども、令和５年度の予算にはそこのそういうエ

リアを少しでも試験的に組み込んでいるところっ

てありますでしょうか。 

○土木課長（田上幸二君） 土木課長の田上です。 

 この除草業務委託の中にはそちらのコンクリー

ト化とか防草シートのほうは入ってはいないんで

すけれども、それ以外に修繕料とかそういったと

ころで必要な場所を検討しましてそういった場所

も試行的に行なっているところでございます。 

以上です。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

交差点付近等も含めて試験的に検討していただ

ければと思います。 

以上です。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

すみません、公園の関連なんですけれども、仕

事柄子どもたちを連れて公園に行くことが結構

あって、何でオレンジ公園とかに行くかというと、

遊具が新しいとか種類とかというのもあるんです

けど、結構な割合でいくと、どこに親がいても見

渡せるというところなんですよね。蛇ヶ谷公園だ

と一つの場所から全部が見渡せないというのが

ちょっと難点なのかなというのがあるんで、そう

いう公園の改修とかにはそれを考えていただきた

いかなというのと、もう一つは熊本市の南区に平

成中央公園というのがありまして、そこは発達障

害のお子さんも遊べる遊具があるそうです。私も

勉強不足でまだ行ってはないんですけれども、そ

れも含めて要望なんですけど、よろしくお願いし

ます。 

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかにありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 次に、議第１３号令和５年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 予算資料は５２ページになります。５２ページ

でございます。 

 議第１３号令和５年度玉名市浄化槽整備事業特

別会計予算の主なものについて御説明いたします。 
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 歳入でございます。３款国庫支出金５２２万２,

０００円は、国の循環型社会形成推進交付金を活

用するもので、浄化槽の整備の推進を目的として

補助対象事業費の３分の１が補助されるものでご

ざいます。４款県支出金１００万２,０００円は、

熊本県公共浄化槽等整備推進事業交付金を活用す

るもので、補助対象事業費の６.５％が補助され

るものでございます。 

 続きまして、下の段の歳出でございます。１款

総務費、一般管理費の委託料の主なものとしまし

ては、浄化槽管理委託料１,２４７万２,０００円

浄化槽の清掃点検等の維持管理に要する費用で季

節の浄化槽２２７基と令和５年度の施工予定数１

５基の合計２４２基分でございます。２款事業費、

公共浄化槽等整備事業の主なものとして工事請負

費１,６１８万３,０００円は浄化槽の設置に要す

る費用でございます。 

 以上、議第１３号令和５年度玉名市浄化槽整備

事業特別会計の予算説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、以上で執行部

の説明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１３号について、質疑及び委員間討議はあ

りませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 質疑及び委員間討議

なしと認めます。 

 これより討論に入ります。 

 議第１３号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第１３号令和５年度玉名市浄化槽整備事業特

別会計予算について、全員一致をもって可決する

ことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１４号令和５年度玉名市水道事業会

計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 議事に入り

ます前に資料の訂正をお願いいたします。 

資料予算の５３ページになります。２か所ござ

いますが、冒頭の表題になります議第１４号令和

５年度が抜けておりまして、令和５年度玉名市水

道事業会計予算書でございます。 

続きまして、もう１か所が一番下の段の表の右

側になりますけれども、３の資本的収入及び支出、

右側の支出でございます。 

一番下の費目になりますけれども、支払利息に

なっております。こちらのほうが企業債償還金と

いうことでございます。 

３の資本的収入及び支出の右側になります。一

番下の費目の①が支払利息になっておりますけれ

ども、そちらのほうを企業債償還金。 

○委員（近松惠美子さん） ３６１番が。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） ①の費目の

ところが同じ費目になります。企業債償還金でご

ざいます。 

 誠に申し訳ございませんでした。 

 引き続き、資料の説明をさせていただきます。 

 議第１４号令和５年度玉名市水道事業会計予算

書の主なものについて御説明いたします。 

 １業務予定量につきましては、記載のとおりで

ございます。２収益的収入及び支出、収入でござ

います。１営業収益７億３,９０１万５,０００円

の主なものについて御説明いたします。①給水収

益６億７,２００万円は、水道料金による収益で

ございます。２営業外収益１億４,７５３万５,０

００円のうち主なものは、②長期前受金戻入１億

３,５９２万円はこちらのほうは水道施設や設備

など資産する際に、国や他会計等の補助金を財源

とした資産がございます。その資産の減価償却費

に含まれるいわゆる補助金等相当額を収益化した

ものでございます。 
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次に収益的収入及び支出、右側の支出でござい

ます。１営業費用７億８,６６０万９,０００円の

主なものについて御説明いたします。①原水排水

費２億６,３２９万１,０００円のうち主なものは

委託料１億２,５３９万３,０００円、水道施設設

備等に関わる警備や機械設備の保守点検など施設

の維持管理に要する費用でございます。 

下に移りまして④減価償却費でございます。３

億５,４２２万円の内訳のものにつきましては、

構築物２億９,４２４万２,０００円、機械及び装

置４,３６１万円などでございます。収入総計８

億８,６５５万１,０００円、支出総額が８億４,

１９３万６,０００円、収支差し引き４,４６１万

５,０００円でございます。３資本的収入及び支

出、収入でございます。１企業債、①建設改良企

業債３億１,３４７万円は水道事業の建設拡張に

伴う起債でございます。 

次に、右側の支出でございます。１建設改良費、

①建設拡張費３億６,５４１万５,０００円のうち

主なものは東部地区配水管敷設工事等工事請負費

でございます。②施設改良費１億６,１０２万７,

０００円のうち主なものは、滑石地区配水管布設

がえ工事等工事請負費でございます。２企業債償

還金、こちらは先ほど資料の訂正を申し上げまし

た①企業債償還金でございます。２億３,０４８

万６,０００円は、建設改良企業債の償還金の予

定額でございます。収入総額３億１,７７２万円、

支出総額７億６,２３２万６,０００円で収支差し

引きは４億４,４６０万６,０００円の減でござい

ます。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する４億４,４６０万６,０００円は当年度分

損益勘定留保資金等で補てんするものです。 

以上、議第１４号令和５年度玉名市水道事業会

計予算書の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で執行部の説明

は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１４号について、質疑及び委員間討議はあ

りませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけれども、今年

度、令和５年度に施設の改良費滑石とか東部地区

とかありますね。これは未整備地区のところです

か。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

 全てが未整備地区ではございません。東部地区

あたりも今全部布設がえということでやってます

ので、滑石も同様です。その代わり新規で来年度

行なうのは１か所だけですね。今土木課あたりも

道路改良でやってますけど、そこのすぐ近く高津

原先の山のほうに市道立願寺山線道路改良工事そ

こに水道管入ってませんので、そこに入れる分は

全くの新設配管です。あとは、全部布設がえとい

う形になります。 

 以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、まだ未

整備地区はどこもどの辺にありますかね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 未整備地区

としましては、議員御存知の横島地区だったり天

水町、旧天水町の支所まわりだったりとか、あと

旧玉名市で言えば川床地区あたりになります。 

以上です。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、こう

やって布設がえも漏水とかいろんな面で寿命が

そっだけきて、こらやむを得えんということだろ

うと思うけども、やはり水問題は相当生活ばする

にあたってね、これがないとだめとよね。私たち

横島地区ですけれども、横島の中でも良いところ

と悪いところと極端にあるわけよ。ここは建設部

門で営繕課の課長あたり担当方もおられるけども

横島あたり住宅の付近、相当悪かったいね。各種

住宅の家庭の下のほうに機械ばいろいろ設置した

りね、何たりしとるわけよ。非常に今度私が１週

間に１回水ば掃除ばせんと水んでんけんその時招

待します。こういう水が出てきよっですよという

ようなことで。 
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本題に入るばってんね、ずっとこれは市議会に

なって言い続けてきとるわけよね。その中で答弁

がね横島地区に関しては、水源を要するに確保し

た上で水を引っ張るということを今まで歴代の企

業局長が述べられてきとるわけよ。どこが水源で

すかて言うたときに、今現在改良が終わっとる東

部地区あたりが水源というようなことたい。あそ

こを横島分までの強化をせんと横島地区には水を

持っていかれんと。恐らく令和４年度で施設の強

化はほぼ完了だろうと私は思いよっとよ。この去

る山下委員が一般質問した横島あたりには計画が

ないということを荒木局長が述べたわけよ。相当

私は帰ってからしかりを受けたよ。今なんさまし

てもらうごつしよるけん東部地区がどうも水源ら

しいけん、あそこを大きくしてその水が横島あた

りに来るごつなるけんもうしばらく待ってくださ

いてずっと言い続けてきとるわけ。お前しらごつ

ばかり言うねてこうおっしゃるもんだけん、局長

が計画がありませんて言うたけん、そういうこっ

たんね。計画はまだなかけん。そらそれとして、

私のこまごつば言いぎゃきなはった人に対しては、

私が説明ばしたけんいろいろわかって帰んなはっ

た。私が言いたいのはそうそうここ一、二年で水

ば飲まるるごつなるわけなかったい。長期的にま

た計画して何年かそこにかかっとたい。私がずっ

と言うてきたつは、その手前でせなん仕事ちゅう

のがあっでしょ。合併して令和１８年ぐらいに１

回アンケートばとった。第１回目のね、横島に対

しての。その時の回答が少なかったつよ。区長さ

んあたりに言うて回答の何が少ないから、出して

ないところもう１回まわってくださいていうよう

なことで当時の区長さんも相当頑張られた。悪か

水、良か水てあるもんだけんね。うん。何パーセ

ントかわからんけども取水を引っ張って欲しいと

いう方々もおられるわけよ。そがんたいらんて言

いなはる人もおんなはる。今までの水で十分よか

て言いなはる人たちがおんなはる。そこは結果で

内容次第でどがんして、やはり市民生活が守らな

いかんたい行政は。そういうことで手前の作業

ちゅうのはしてよかっじゃないかなて。２回目の

そういうなんを調査あたりをアンケートあたりも

取ってよかっじゃなかかなて。私は個人的思うと

たいね。今荒木局長にその辺の計画ば言うてくれ

ていうと、そがんこつば言うわけよ。アンケート

ば取らなんとかなんじゃかんじゃ時間がかかりま

すて。そがんたわかっとったよて言うごたったい

ね。そがんだもんだけん、とにかく差別行為に当

たるばん。玉名市は。今まだ３地区たん残りが。

横島、天水。川床。ならここで住んでおられる人

たちは汚い水ば飲んだり、買い水ば飲んだりして

生活せなんとや。そがんなっとっとや。そがん

なっとっとるなら、そがんせにゃんたん。そがん

じゃなかろうばってん、局長。聞きよるや。そが

んじゃなかろうが。計画ば持って我々もすぐでく

るこつは望んどらんとだけん、時間のかかっとき

はかからなしょんなかたいていう思いで待っとっ

とだけん。東部がね完了したけん、次の手段ば手

ば打たないかんたん。その辺の打つ計画はあるや。

局長答弁してくれ。 

○企業局長（荒木 勇君） 企業局長の荒木です。 

 今、中尾委員のおっしゃること重々わかってい

るつもりです。肝に銘じているつもりでございま

す。東部のほうについては、昨年の委員会の時で

したか、お答えしたかと思います。最終的な工期

は令和６年度までを計画しております。その時も

令和７年、令和８年ぐらいから考えていくという

かというお答えをしたかと思いますので、今しば

らくすみませんが、明確に計画はいつからします

ということがここでは言えませんけれども、その

分で御了解いただければと思います。 

以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。もう合併して

から何年なっや。たいが待っとるばん。そうな水

のそういう悪いとこ、おったち水の悪かけんボー

リングば震災以降掘ったつよ。ほばってんが良か

水の出んわけたん。飲まんちゃよか。やっぱ機械
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のそずっとたい。洗濯機がだめ、お湯沸かすとか

だめ。深夜でお湯沸かすでしょ。何とかちゅうね。

あれなんか１０年ぐらいしかもてんとばい。６０

万かかっとばん。ちっとくれよ。そがん支障がか

かりよるけん、その辺ばもちっと見極めて、一つ

工事がこういう計画で終わるんであればね、次の

水ばまだ引っ張らなんところに対してのいろいろ

作業、さるっところは先にしてくれよ。そじゃな

かと地元の人たちね安心さっさん。暇んいったっ

ちゃよかったい。時間のかかるよ。ただ何も腕だ

けがんして組んで暇いっととね、仕事ばしながら

暇いったね仕事ばしながら暇いった相手もわかる

こっでしょうが。そのようにやってください。で

くっや。するや。もうほんなこて、ここまじ言う

ばってん。 

○企業局長（荒木 勇君） すいません。正直こ

の場でそれを名言できるという自信はございませ

んので。 

○委員（中尾嘉男君） せんとね。 

○企業局長（荒木 勇君） するとかせんの以前

の問題ではありますけれども。鋭意努力検討はし

てまいりたいというところまでの答弁で、本日は

ご許しいただければと思います。 

○委員（中尾嘉男君） 明日市長と打ち合わせる

けん明日してくれ答弁。かかってもよかたん時間

な。かからなんたん。でもね、そがんしたふうで

差別するごたる行政のやり方はしちゃくるんなよ。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

ちょっとお尋ねします。今水道管の布設がえと

か布設とか。下水も一緒ですけど。その後ですよ

ね、道路の舗装するでしょ、後。ところが、早い

ところは１年もせんうちに凹凸ができて、水たま

り、あれは歩道側がするでしょ。隅はするでしょ。

真ん中はせんけんですね。布設がえ。どうして子

どもたちが通学道路に水たまってなかなか車も気

を付けていかなんという話になっとるわけですよ

ね。ほとんどが舗装道路を切って仕事をした後に

そういう舗装すっでしょ。あの舗装というのは最

初からした道の舗装と違うとやなかっですか。や

り方が。どうしてもあそこが凹凸が出てくっとで

すよね。どうもあれは例えば陥没なんかがひどか

とき、陥没なんかもあろうと思うとですけど、あ

れは施工業者の責任というのはどれくらい持たせ

とるわけですか。例えば半年なのか１年なのか５

年なのか。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

 それは契約上土工の瑕疵ということになります

ので、土工部分については２年間の瑕疵がありま

す。工事竣工後２年間の間に下がった場合うちか

ら業者さんのほうへお願いして無償で修繕を行

なっていく場合もありますし、それ以降でありま

すと、担当原因の例えば水道工事だったら上下水

道工務課のほうで舗装修繕を行なったりする場合

もあります。 

委員（作本幸男君） 私も何回かひどいところを

お願いしたこっのあっとですよね。ほとんどそこ

ですもんね。下水の布設がえしたところの道路で

すもんね。ほかのところはそうでもなかっですよ。

舗装もしっかりした舗装なもんだけん。ところが

どうもあの舗装は手抜きじゃなかですけど、やり

方の違うとかなて前から思いよったっですたいね。

その辺はぜひやり方は一緒だろうと思うですけど、

どうしても差が出てくるてことは、何かが違うと

やなかろうかなてこっちは思うわけですよ。同じ

であれば同じ新しくなればまだもてなはっですよ。

前んとよりも。ところが早くやっでしょ。凹凸が

できて、特に車の行き違いが多いところは特にひ

どかっですよ。期間が短か間に凹凸が出てくるわ

けですよね。その辺あたりもうわかっとんなはっ

でしょう。あれはぜひ業者さんを指導してくださ

いよ。あれは徹底せなだめですよあれは。せっか

くするんですから。いいですよ。 

 以上です。 
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○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、先ほどの

水道の給水範囲を広げるという点ですけど、これ

は水道は独立採算制だけん、アンケートを通じて

希望者というかな、それが何割以上いかんとせん

という問題もあると思いますけど、根本的には水

道法の第１条て思うとですよね。水道法の第１条、

それをするためには私は一般会計から金ばもろう

てでも水道ば引っ張ってやらんといかん。水道、

企業局が住民の意向ば聞くということよりも福祉

部門が聞いて、そういう住民生活がいわゆるいい

ような状況にもっていくためにどうしたらいいか

ということば考えて水道局と一緒になって考えて

いって水道ば引っ張っらんといかん。採算のあわ

んけん、いつまっでんせんということは、これは

いかんかなと。企業局の考え方の中に採算という

のがあるけんですね、そこも避けて通れんばって

ん、水道法第１条、実はここに出しとるけんわ

かっとですけど、読みましょうか。この法律は水

道の布設及び管理を適正かつ合理的にあらしめる

とともに水道の基盤を強化することによって正常

にして豊富低廉な水の供給を図りもって公衆衛生

の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的

としていると。採算があわんならせんというのは

どこにも書いてなかっですよ。だけんやっぱそう

いった観点から私は局から市長サイドに働きかけ

も大いにしてもらって引っ張るということばして

いったがよかっじゃなかつかな。議会もそういう

ことでは応援すっと思います。 

 もういっちょよかですか。前田ですけど、予算

書で給水個数が６６件増ゆっとに、年間の給水水

量も昨年より減る、収益も減ると。これはどうも

はっきりせんとですけど。不思議かなて思うとで

すけど、何でですかね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） すいません

今前田委員の一番の業務予定量のほうで給水個数

を令和４年度を比較したところ６５増えています。

ただ収入のほうからすると、前年度比較で１００

万円減が発生しているというところでございます。

一つ理由としましては、減につきましては、１件

あたりの調停金額が減ったことによる収入の減と

いうことで、いわゆる各家庭に備え付けてある節

水機等が普及したことによって、いわゆる水量が

使用料のほうが減ったことによって収益が若干落

ちている理由でございます。 

以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、節約しな

はるけんかなとは思うとですけど、大体平均の水

量が２０立米一般家庭の平均水流が２０立米くら

いでしょ。いろんな資料に出ているのをみると。

すと６６件だけん１年間で１万５,８００立米ぐ

らい増ゆっとですよ。ところが比較すると５,５

００立米減っとるけん、トータルすると令和４年

度より２万円ぐらい減っとかなと。そやん全体的

には節水になっとですかね。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 いわゆる世帯数に関しましては、戸数が増える

にしてもやはり人口減少がございまして、若干減

るという状況はございます。そういったものが相

まってこういうふうに調定額が下がるそういった

ことで収益も下がっているという状況でございま

す。 

以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、そういっ

たことですよね。いわゆる各家庭というかな。１

世帯当たりが二人とか単身が増えるとか、そう

いったことで使うとが減っとでしょうね。 

わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて、質疑及び

委員間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第１４号について討論はありませんか。 
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   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

議第１４号令和５年度玉名市水道事業会計予算

について、全員一致をもって可決することに御異

議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 どうしますか。１時間半経ちましたけど。その

まま二ついきますか。はい。 

 次に、議第１５号令和５年度玉名市公共下水

道事業会計予算を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 予算資料の５４ページをお願いいたします。 

 議第１５号令和５年度玉名市公共下水道事業会

計予算書の主なものについて御説明いたします。 

 １の業務予定量につきましては、記載のとおり

でございます。２収益的収入及び支出、収入、１

営業収益７億７,５１１万５,０００円の主なもの

について御説明いたします。下水道使用料①でご

ざいます。６億８,９００万円は玉名岱明地区の

使用量収入でございます。配水件数１万４,３２

１件をもとに算出しております。２営業外収益７

億７,３５１万６,０００円のうち主なものについ

て御説明いたします。②他会計補助金３億１,９

４８万円は一般会計からの基準内繰入金でござい

ます。③長期前受金戻入４億５,３８７万３,００

０円は下水道施設や設備など資産を・・する際は、

国や県等の補助金を財源として資産がございます

が、その資産の減価償却費に含まれる補助金相当

額を収益したものでございます。主なものとしま

しては、汚水中継ポンプ場、浄化センターや管路

などでございます。 

次に収益的収入及び支出の右側支出でございま

す。１営業費用１４億１,０３４万１,０００円の

主なものについて御説明いたします。②処理場費

３億４９２万６,０００円のうち主なものは委託

料１億６,５５５万８,０００円が主で、施設運転

管理業務、脱水汚泥処理業務委託、汚泥運搬や浄

化センターほか電気保安管理業務等に使用する費

用でございます。⑤減価償却費８億６,５７２万

３,０００円の内訳の主なものは機械構築物５億

３,７３６万７,０００円、機械及び装置２億６,

７０５万８,０００円などでございます。収入総

計１５億４,８６３万４,０００円、支出総額１５

億２,６２７万３,０００円、支出差し引きは２,

２３６万１,０００円でございます。 

続きまして、３資本的収入及び支出、収入でご

ざいます。１企業債、①建設改良企業債６億４,

６２０万円は下水道事業の建設改良施設建設に伴

う起債でございます。次に右側の支出でございま

す。①建設改良費、①施設建設費１０億１,７４

４万１,０００円のうち主なものは浄化センター

等改築更新業務、第２期ストックマネジメント計

画策定業務等の委託料及び各地区汚水枝線管路工

事の工事請負費でございます。収入総額９億３,

２９２万９,０００円、支出総額１４億９,８１８

万円で収支差し引きは５億６,５２５万１,０００

円の減でございます。なお、資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する５億６,５２５万１,００

０円は当年度分損益勘定留保資金等で補てんする

ものでございます。 

以上、議第１５号令和５年度玉名市公共下水道

事業会計予算書の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。以上で執行部

の説明は終わりました。 

これより質疑及び委員間討議に入ります。議第

１５号について、質疑及び委員間討議はありませ

んか。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

下水道の汚泥なんかは今処理業者にたぶんして

もらいよんなはっと思うとですよね。玉名市の松

木の処分場になっとかな。岱明の処分場があっ
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じゃなかですか。あそこで肥料ば作りよんなはっ

ですたいね。あそこは広域なっとかな。広域のほ

うでは肥料ば作りよんなはるわけですよね。汚泥

から。今、国の施策で物価高騰ていうか肥料の原

料が中国とかロシアあたりから入らんということ

で、浄化センターから肥料を作るというのが今見

直されて取り組む自治体なんかには補助金を出し

ますよということであると思うんですけども、試

算というのばされたことあっですか。肥料が非常

に高騰ばしよるもんだけん引き取り業者さんあた

りでの肥料ば作成とか、ていうとでけんとかな。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

 市独自で堆肥化という事業は行なってませんけ

ども、処分業者のほうで先々そういった肥料あた

りにかえられているということはあると思います。

うちとして直接その事業には取り組んではおりま

せん。またその試算を行なったことがあるのかと

いうのも私の記憶ではないです。 

○委員（松本憲二君） 今後結局、世界情勢がど

がんなるかわからんような状態で、今農業に関し

ても非常に肥料がその倍ぐらいの値段になってき

よるわけですよね。ウクライナの問題とかそっか

らですよ結局。ロシアですね。有明広域でされよ

る岱明の浄化センターでは、ちゃんと肥料にでき

る施設があるわけですんで、大きさ的には全然玉

名市のほうが多分大きかと思うとですよ。施設と

しては。そういうのを検討ばしていく必要があっ

とじゃなかつかなと思うとですけど。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） そこら辺専

門的知識も入ってきますので、浄化センターあた

りのやつで、うちのほうは脱水汚泥ということで

やってますけども、専門的な知識になってきます

と日本下水道事業団あたりと協議を行ないまして

極力取り組めるものは取り組んでいこうかなとい

うふうに検討してまいりたいと思います。 

○委員（松本憲二君） すみません、これは政府

が積極的にする自治体に関しては、いろんな補助

金を出すということで閣議決定じゃなかばってん、

進められよるけんがですね。よかなら玉名市も本

年度の予算には入ってないですけど、できるとこ

ろから調査研究をしていただいてお願いしておき

ます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（西川裕文君） 今のと関連して、今言わ

れたところは公共下水道の場合は全部くるわけで

すよね。風呂も洗濯、全てのトイレも含めて。な

かなかそれは難しいかもしれんけど、水の守のし

尿処理場のほうはいいですけどね。あそこは要す

るに有明広域と一緒で人のトイレのだけくるから

まずはそこはすぐできるんじゃなかろうかなとい

うところで検討をお願いしたいと思います。 

○委員長（多田隈啓二君） よろしいですか。ほ

かに質疑及び委員間討議ありませんか。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、これも令

和４年度と比較すると配水件数が１５７件増える

でしょ。ところが下水道使用料は５００万円増え

ると。こんなもんかなと思うとですけど。実際は

５００万円ば１５７件で割って、さらに１か月あ

たりを出すと月に２,６５３円てなるでしょ。計

算上は。だけんもちっと増えてよかっじゃなかつ

かなて思うとですけど、やっぱ５００万円ぐらい

なんですか。使用料として。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 前田委員が配水件数の比率に対して収益のほう

が低いんじゃないかということですけれども、こ

ちらの件につきましては、前年度の実績等を勘案

しながら組み立てを行なっておりますので、その

あたりも含めて分析をしていきたいと思っており

ます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、私も自分

なりに分析ばしてみたっですよ。実は。令和３年

度の決算資料から使用料単価が１７３円です。立

米のですね。それに単純に２万６,０００立米を

増ゆっとだけん掛けてみるとやっぱり５００万円
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ぐらいしか増えんとですよ。そうなるとさっきの

水道じゃなかですけど、有収率ば上げていく段取

りばせんと料金的には収入が伸び悩むとかなて思

うとですけど。有収率を上げるための今年度はど

ういったことされますか。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 委員おっしゃられる有収率といいますか、排水

の部分ですけれども、いわゆる水道と同じように

無駄な排水が出ていないかというところに関しま

しては、今年度不明水が出ていないかどうかも含

めて調査委託を予算計上しておりますので、委託

結果に基づきまして当課も検討してまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、不明水の

調査も計画に入ってるというならしっかり調査を

して欲しいと思います。雨水と合流管があっで

しょ。そういった点でも有収率をなかなかあぐっ

とになかなか苦労すっとかなとも思いますけど、

合流管だからこそ水害のときは水浸しにならんよ

うな、まちなかはですよ。一長一短があるなと思

うとですけど、有収率を上げるためにいろいろ研

究ばしてください。努力をしてください。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

これより討論に入ります。議第１５号について

討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１５号令和５年

度玉名市公共下水道事業会計予算について、全員

一致をもって可決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１６号令和５年度玉名市農業集落排

水事業会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○上下水道総務課長（津川隆一君） 上下水道総

務課長の津川でございます。 

 議第１６号令和５年度玉名市農業集落排水事業

会計予算書の主なものについて御説明いたします。 

 １業務予定量につきましては、記載のとおりで

ございます。２収益的収入及び支出、収入でござ

います。１営業収益８,４００万２,０００円の主

なものについて御説明いたします。①農業集落排

水使用料８,４００万円は横島天水処理区の使用

量収入で配水件数１,７７３件を基に算出してお

ります。２営業外収益３億２,１８２万５,０００

円のうち主なものについて御説明いたします。②

他会計補助金１億９,９１７万円は一般会計から

の繰入金でございます。 

 続きまして、③長期前受金戻入でございます。

１億２,２６５万４,０００円は国や県等の補助金

を財源とした資産の減価償却費に含まれる補助金

相当額を収益化したものでございます。 

 次に、右側支出でございます。１営業費用３億

６,４６２万９,０００円のうち主なものについて

御説明いたします。②処理場費１億２,５６５万

１,０００円のうち主なものは委託料で横島天水

地区の処理場マンホールポンプ場の維持管理委託

に要する委託料及び処理施設等の修繕費でござい

ます。④の減価償却費２億２,２００万３,０００

円のうち主なものは構築物１億２,４６３万３,０

００円、機械及び装置で８,６１５万円などでご

ざいます。収入総計４億５８３万円、支出総額４

億３６６万１,０００円、収支差し引きは２１６

万９,０００円でございます。３資本的収入及び

支出、収入でございます。１企業債、①建設改良

企業債１,１２０万円は、農業集落排水事業の建

設改良施設建設に伴う起債でございます。２補助
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金、①の県補助金６６８万１,０００円は、熊本

県農業集落排水施設整備事業補助金を活用するも

ので、補助率は１００分の５０でございます。②

他会計補助金６,７６１万６,０００円は一般会計

からの繰入金でございます。 

次に右側支出でございます。２借入償還金①企

業債償還金１億８,０６４万９,０００円は、建設

改良企業債の償還金でございます。収入総額８,

７７３万７,０００円、支出総額１億９,２９２万

６,０００円で収支差し引きは１億５１８万９,０

００円の減でございます。なお、資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する１億５１８万９,０

００円は当年度分損益勘定留保資金などで補てん

するものです。 

以上、議第１６号令和５年度玉名市農業集落排

水事業会計予算書の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） はい。以上で執行部

の説明は終わりました。 

これより質疑及び委員間討議に入ります。議第

１６号について、質疑及び委員間討議はありませ

んか。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、資本的収

入及び支出で、県の補助金が前年度から比べると

かなり減ったと。その理由は何ですか。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

今年度まで各施設あたりの更新事業を行なって

まいりました。来年は工事請負費が全くありませ

んので、工事の予定がありませんので、その分が

下がった原因となっております。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） なるほど。前田ですけど、

ある程度農地法に関する工事はほぼ終了したとい

うことですかね。 

○上下水道工務課長（田上武靖君） 上下水道工

務課田上です。 

 横島管轄の分は栗之尾とか今年度は大開、外開

辺りの真空ステーションの工事をやってますけど、

今後はこれを天水のほうの小田竹野処理場辺りに

また来年度以降に取り組む予定です。実際工事開

始はたぶん令和６年度か令和７年度になるかと思

います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） なるほど。前田ですけど、

それに伴ってまた県の補助金ばもらうと。さっき

の５割補助ば。わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

これより討論に入ります。議第１６号について

討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１６号令和５年

度玉名市農業集落排水事業会計予算については、

全員一致をもって可決することに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

明１４日は午前１０時から委員会を再開いたし

ます。本日はこれにて散会いたします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ５時４５分 散会 
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予算決算委員会委員長 

             多田隈 啓 二 
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